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文 教 常 任 委 員 会 記 録

１．会議日時

平成２３年１０月２０日（木）午前１０時　１分　開会

　　　　　　　　　　　　　　午後　４時４７分　散会

１．場所

第二委員会室

１．出席委員

委 員 長 森西　正  副委員長 柴田繁勝  委　　員 大澤千恵子

委　　員 渡辺慎吾  委　　員 安藤　薫 

１．欠席委員

なし



１．説明のため出席した者

市　長　森山一正 教育長　和島　剛

教育次長兼次世代育成部長　馬場　博 教育総務部長　登阪　弘

総務課長　岩見賢一郎 子育て支援課長　大橋徹之

次世代育成部次長兼教育センター所長　前馬晋策 教育政策課長　若狭孝太郎　

こども教育課長　小林寿弘 教育推進課長　撰田裕美 児童相談課長　北橋ひとみ

生涯学習部長　宮部善隆 同部次長兼文化スポーツ課長　布川博

同部参事兼生涯学習課長　池上敦実

　　　　　　

１．出席した議会事務局職員

事務局局次長　藤井智哉 同局総括主査　湯原正治

１．審査案件

認定第１号　平成２２年度摂津市一般会計歳入歳出決算認定の件所管分
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（午前１０時１分　開会）

○森西正委員長　ただいまから文教常任

委員会を開会します。

　理事者からあいさつを受けます。

　森山市長。

○森山市長　おはようございます。

　ここ数日秋晴れのいいお天気が続いて

いるようでございますが、皆さんにはい

ろんな行事でお忙しい中、きょうは常任

委員会をお持ちいただきまして、大変あ

りがとうございます。

　本日は平成２２年度一般会計歳入歳出

決算所管分のご審査をいただきますが、

どうぞ慎重審査の上、ご認定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。

　一たん退席をさせていただきます。ど

うぞ最後までよろしくお願いいたします。

○森西正委員長　あいさつが終わりまし

た。

　本日の委員会記録署名委員は、大澤委

員を指名します。

　暫時休憩します。

（午前１０時２分　休憩）

（午前１０時３分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　認定第１号所管分の審査を行います。

　補足説明を求めます。

　馬場教育次長。

○馬場教育次長　おはようございます。

　それでは、平成２２年度摂津市一般会

計歳入歳出決算のうち次世代育成部が所

管しております事項につきまして、決算

書に従い補足説明を申し上げます。

　まず、歳入でございますが、決算書の

３０ページをお開きください。

　決算書の３０ページ、款１３、使用料

及び手数料、項１、使用料、目２、民生

使用料、節１、児童福祉施設使用料は、

市内の保育所敷地内の関西電力の電柱及

び支線の用地占用料でございます。

　次に、３８ページ、款１４、国庫支出

金、項２、国庫補助金、目１、民生費国

庫補助金の節２、児童福祉費補助金は、

つどいの広場を開催する地域子育て支援

事業等に対する次世代育成支援対策ソフ

ト交付金でございます。

　次に、４４ページですが、款１５、府

支出金、項２、府補助金、目２、民生費

府補助金では、節１、社会福祉費補助金

で市町村が地域の実情に沿って取り組む

地域福祉及び子育て支援事業に対する地

域福祉・子育て支援交付金、節７では児

童福祉費補助金で第１児童センターの運

営に対する補助金のほか、前向き子育て

プログラムや子育て情報誌の発行及び家

庭児童相談室の総合育児支援システム設

計委託料など、子育て支援活動に対する

大阪府安心こども基金特別対策事業費補

助金、大阪府のこども・未来プラン後期

計画や摂津市次世代育成支援後期行動計

画の目標達成に向け取り組む事業に対す

る地域福祉・子育て支援交付金（特別枠）

でございます。

　次に４８ページ、目８、教育費府補助

金の主なものは、節３で市内１０小学校

で開催しております放課後子ども教室、

通称「わくわく広場」の運営費に対する

放課後子ども教室推進事業補助金、節４

で中学校部活動を支援する市町村支援運

動部活動外部指導者派遣事業補助金、節

５で中学校の放課後学習室開催に対する

まなび舎Ｙｏｕｔｈ補助金、節６で小学

校の通学路の安全指導を行うスクールガー

ドリーダーの配置に対する補助金、節７

で学力向上プラン推進に対する市町村支

援プロジェクト事業補助金、節８では、

学校と地域の活動を支援する学校支援地

域本部事業補助金などでございます。

　次に５４ページからの款１９、諸収入、

項４、雑入、目２、雑入の主なものは、
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５９ページのこども育成課分として保育

所職員給食費負担金、保育所及び家庭児

童相談室のバス借上料保護者負担金など、

また、６３ページにおきまして、青少年

課分としてチャレンジャークラブ参加負

担金、放課後子ども教室等の傷害保険過

年度還付金などでございます。

　以上が、歳入の主なものでございます。

　続きまして、歳出についてご説明申し

上げます。

　まず、１１４ページをお開きください。

　１１４ページ、款３、民生費、項１、

社会福祉費、目１、障害福祉費の節１３、

委託料の社会福祉事業団運営委託料は、

第１児童センターを含めた摂津市社会福

祉事業団への指定管理委託料となってお

ります。

　次に１１６ページからの項２、児童福

祉費、目１、児童福祉総務費の主なもの

を申し上げます。家庭児童相談室の児童

相談嘱託員の賃金、障害児の保育所入所

に係るケースワークの謝金や次世代育成

支援後期行動計画策定委員会開催に係る

経費、セラピストの報償金、また、委託

料といたしましては、総合育児支援シス

テム設計委託料、民間保育所・ＮＰＯ法

人に委託しておりますつどいの広場委託

料、保護者の病気等で養育が困難な場合

に利用するショートステイの施設委託料、

保育所、幼稚園で自尊感情を高め、コミュ

ニケーション能力をはぐくむためのファ

ンフレンズプログラムの委託料など、ま

た、そのほかオレンジリボンキャンペー

ン実施に係る経費などが主なものでござ

います。

　次に、１２０ページからの目３、児童

福祉施設費は、市立４保育所の管理運営

に係る経費のほか、地域子育て支援セン

ターに勤務いたしております嘱託員の賃

金、市のホームページに開設しておりま

すせっつみんなで子育てネットシステム

構築業務委託料、子育て情報冊子編集及

び発行に係る委託料、市内４保育所の園

庭遊具購入に係る経費などが主なもので

ございます。

　次に１７６ページをお開きください。

　教育費でございますが、１７０ページ

から１８０ページにわたります款９、教

育費、項１、教育総務費、目２、事務局

費の中の主なものをご説明申し上げます。

　１７９ページに記載いたしております

障害児介助員や障害児等支援員の賃金に

なっております。

　次に１８０ページの目３、教育研究所

費は教育研究所の運営に係る経費で、教

育支援センター（適応指導教室パル）及

び教育相談に関わる教育指導嘱託員や小

学校スクールカウンセラーの賃金、不登

校傾向にある子どもへの支援を行うさわ

やかフレンドの報償費、教育研究会の研

究に対する教育研究会補助金、それと教

育研究所の移転に伴う施設改修工事及び

電話移設や廃棄手数料などの移転事務事

業費などが主なものとなっております。

　次に１８２ページからの目４、教育指

導費の主なものといたしましては、小中

学校に配置いたしました学級補助員や学

校読書活動推進サポーターの賃金、学習

サポーターやスクールソーシャルワーカー

派遣に係る報償費、英語指導助手などを

派遣する国際理解教育推進事業に係る経

費、学力向上プラン推進支援事業に係る

消耗品や教材器具に係る経費、学力定着

度調査委託料、小中一貫教育推進の研究

に係る経費、特色ある学校づくり推進を

支援するための補助金などとなっており

ます。

　次に１８４ページ、目５、教育推進費

は中国帰国子女等への日本語指導や土曜

つながり推進事業における指導員の配置

－3－



などに要した経費となっております。ま

た、同ページ、目６、人権教育指導費は

人権教育についての管理職研修や教職員

研修などに要した経費が主なものでござ

います。

　次に、１９４ページからの項４、幼稚

園費、目１、幼稚園管理費は、市立３幼

稚園の管理運営に係る経費、幼稚園で勤

務する非常勤の職員賃金のほか、べふこ

ども園開設に向けて設置いたしました就

学前教育推進検討委員会アドバイザー報

償金やべふ幼稚園改修実施設計委託料、

幼稚園通園バス運行委託料などとなって

おります。

　次に、１９８ページの目２、教育振興

費は市立幼稚園３園で卒園式において園

児に渡す修了証書の用紙購入代金、大阪

府及び全国公立幼稚園長会負担金などと

なっております。

　次に２００ページからの項５、社会教

育費、目３、青少年対策費は、青少年教

育指導嘱託員及び青少年指導員報酬のほ

か、こどもフェスティバルや成人祭、チャ

レンジャークラブ及び放課後子ども教室

など、青少年の健全育成に係る経費のほ

か、青少年関係団体への活動補助金となっ

ております。

　以上が、次世代育成部に係ります平成

２２年度決算の補足説明とさせていただ

きます。

○森西正委員長　登阪教育総務部長。

○登阪教育総務部長　おはようございま

す。

　続きまして、平成２２年度摂津市一般

会計歳入歳出決算のうち教育総務部総務

課と子育て支援課が所管しております事

項につきまして、決算書に従い補足説明

を申し上げます。なお、機構改革前のこ

ども育成課及び青少年課が所管し、本年

４月から教育総務部に移管されました事

項につきましても、事項別明細書の目を

追って、その主なものについて補足説明

をさせていただきます。

　まず、歳入でございますが、３０ペー

ジをお開きください。

　款１２、分担金及び負担金、項１、負

担金、目１、民生費負担金の主なものは、

市立保育所及び私立保育園の保育料でご

ざいます。

　次に、３２ページから３４ページにわ

たります款１３、使用料及び手数料、項

１、使用料、目６、教育使用料の主なも

のは、幼稚園の入園金及び保育料並びに

学童保育室保育料などでございます。

　次に、３６ページから３８ページにわ

たります款１４、国庫支出金、項１、国

庫負担金、目１、民生費国庫負担金の主

のものは、保育所運営費に係る児童福祉

費負担金や児童手当に係る各種負担金、

児童扶養手当負担金、子ども手当負担金

などでございます。

　３８ページ、項２、国庫補助金、目１、

民生費国庫補助金は、母子家庭自立支援

給付金事業補助金でございます。

　同ページから４０ページにわたります

目４、教育費国庫補助金の主なものは、

学校で使用する教材用備品に係る理科教

育等設備整備費補助金、幼稚園の就園に

係る保護者の経済的負担の軽減を図る奨

励費補助金、また、小中学校、幼稚園の

耐震補強工事や校内ＬＡＮ整備工事、地

上デジタル対応設備改修工事などに対す

る安全・安心な学校づくり交付金、また、

学校ＩＣＴ備品のパソコンやデジタルテ

レビの購入などに対する学校情報通信技

術環境整備事業補助金でございます。

　次に、同ページから４２ページにわた

ります項３、委託金、目２、民生費委託

金の主なものは、子ども手当事務に係る

委託金でございます。
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　４２ページ、款１５、府支出金、項１、

府負担金、目１、民生費府負担金の主な

ものは、保育所運営に対する児童福祉費

負担金や児童手当負担金、子ども手当負

担金などでございます。

　次に４４ページから４６ページにわた

ります項２、府補助金、目２、民生費府

補助金の主なものは、保育所運営費補助

金や乳幼児医療、ひとり親家庭医療に対

する医療費補助金などでございます。

　次に４８ページ、目８、教育費府補助

金の主なものは、学童保育室の運営に対

する放課後児童健全育成事業費補助金、

小学校の受付員配置に対する学校安全交

付金などでございます。

　次に５４ページ、款１９、諸収入、項

３、貸付金元利収入、目１、奨学資金貸

付金元金収入は、奨学資金の貸付金の償

還金でございます。

　次に５８ページから６２ページ、項４、

雑入、目２、雑入の主なものといたしま

して、５９ページ、こども育成課の児童

主食費負担金や児童扶養手当返還金、６

３ページ、学務課の学校給食費負担金な

どでございます。

　次に、歳出についてご説明申し上げま

す。

　１１６ページをお開きください。

　款３、民生費、項２、児童福祉費、目

１、児童福祉総務費の主なものは、１１

８ページの民間保育所に対する運営費補

助金や障害児保育補助金、保育所運営費

負担金などでございます。

　同ページから１２０ページ、目２、児

童措置費の主なものは、児童手当、児童

扶養手当、子ども手当などの扶助費でご

ざいます。

　同ページ、目３、児童福祉施設費は市

立４保育所の管理運営に係る経費で、そ

の主なものといたしましては、修繕料や

給食に係る賄材料費、また、維持管理に

必要な委託料、備品購入費などでござい

ます。

　１２２ページ、目４、母子福祉費は、

母子家庭の自立支援に係る経費などで、

その主なものといたしましては、母子生

活支援施設運営費負担金や母子家庭高等

技能訓練促進費などでございます。

　同ページ、目５、乳幼児等医療費助成

費は、乳幼児等に対する医療費や義務教

育課程の児童生徒に対する入院医療費助

成に要した経費でございます。

　１２４ページ、目６、ひとり親家庭医

療助成費は、ひとり親家庭に対する医療

費助成に要した経費でございます。

　次に１７６ページ、款９、教育費、項

１、教育総務費、目１、教育委員会費は、

教育委員に係る諸経費で、教育委員の報

酬がその主のものでございます。

　同ページから１８０ページにわたりま

す目２、事務局費は、教育委員会事務局

の運営全般に係ります経費で、主なもの

といたしましては、校務補助嘱託員やこ

ども安全巡視員の賃金、新１年生の入学

祝品のランドセルの購入費、小学校受付

員の報償金、児童に貸与する防犯ブザー

の購入費や通学路における交通専従員業

務委託料、学校ＩＣＴ事業に係るパソコ

ンや電子黒板の購入、また、幼稚園、公

民館にも設置いたしました地上デジタル

テレビなどの備品購入費、並びに経済的

理由により高校進学が困難な生徒への奨

学資金の貸付金などでございます。

　次に、１８４ページからの項２、小学

校費、目１、学校管理費は、市立１０小

学校の運営、施設設備の維持管理に要し

た経費でございます。

　主なものといたしましては、教科用や

通常の学校管理に必要となる消耗品、施

設維持のための光熱水費や修繕料、施設
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の管理に必要な法定点検等の委託料、夜

間における機械警備委託料や学校管理委

託料、学校ＩＣＴに係る校内ＬＡＮ整備

工事や地上デジタル対応設備の改修工事、

下水道供用開始に伴う鳥飼東小学校の排

水設備工事、管理及び教科用の備品や図

書の購入などに要した経費でございます。

　なお、繰越明許費は全小学校の普通教

室等のエアコン設置工事に係る経費など

でございます。

　１８８ページ、目２、教育振興費は卒

業記念品の購入費、理科教育等の備品購

入費、要保護及び準要保護児童に対する

扶助費などでございます。

　同ページ、目３、保健衛生費は学校医、

学校歯科医、学校薬剤師の報酬、各種健

康診断等の報償金及び委託料、学校管理

下における児童の災害に対応するための

日本スポーツ振興センター負担金、要保

護及び準要保護児童に対する医療費扶助

などに要した経費でございます。

　同ページから１９０ページの目４、学

校給食費は、給食調理員パート等の賃金、

給食に係る賄材料費、衛生管理の委託料、

並びに鳥飼西小学校及び鳥飼北小学校の

給食調理業務等委託料、給食調理用器具

の費用や準要保護児童に対する給食費扶

助などに要した経費でございます。

　なお、繰越明許費は摂津小学校の給食

調理場の新築工事に係る経費などでござ

います。

　１９０ページ、目５、支援学級費は各

小学校の支援学級の運営に要した物品や

備品の購入に要した経費でございます。

　同ページ、目６、建設事業費の主なも

のは、鳥飼小学校の耐震補強工事等に要

した経費でございます。

　なお、繰越明許費は千里丘小学校体育

館の耐震補強工事等に係る経費でござい

ます。

　同ページから１９２ページの項３、中

学校費、目１、学校管理費は、市立５中

学校の運営、施設設備の維持管理に要し

た経費でございます。その主なものとい

たしましては、小学校と同様に教科用や

通常の学校管理に必要となる消耗品、施

設管理のための光熱水費や修繕料、施設

の維持に必要な法定点検等の委託料、夜

間における機械警備委託料や学校管理委

託料、学校ＩＣＴに係る校内ＬＡＮ整備

工事や地上デジタル対応設備の改修工事、

下水道供用開始に伴う第二中学校の排水

設備工事費、管理用及び教科用の備品や

図書の購入に要した経費などでございま

す。

　同ページからの目２、教育振興費は、

卒業記念品の購入、理科教育等の備品購

入費、要保護及び準要保護生徒に対する

扶助費などに要した経費でございます。

　１９４ページの目３、保健衛生費は学

校医、学校歯科医、学校薬剤師の報酬、

各種健康診断等の報償金及び委託料、学

校管理下の生徒の災害に対応するための

日本スポーツ振興センター負担金などで

ございます。

　同ページ、目４、支援学級費は中学校

の支援学級の運営に要した物品や備品の

経費でございます。

　目５、建設事業費は、第一中学校及び

第四中学校体育館の耐震補強工事等に要

した経費でございます。

　次に、同ページから１９８ページにわ

たります項４、幼稚園費、目１、幼稚園

管理費は、市立３幼稚園の施設設備維持

管理及び消耗品、備品等の購入などに要

した経費でございます。

　その主なものといたしまして、小中学

校と同様、施設管理のための光熱水費や

修繕料、施設の維持に必要な法定点検等

の委託料並びに保育用備品や図書の購入
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などに要した経費でございます。

　１９８ページ、目２、教育振興費は、

幼稚園教育の振興、奨励と保護者負担の

軽減を図るための保護者補助金などに要

した経費でございます。

　同ページ、目３、保健衛生費は、幼稚

園の園医、歯科医、薬剤師の報酬、園児

に対する各種健康診断等の報償金及び委

託料などでございます。同ページ、目４、

建設事業費は、せっつ幼稚園の園舎耐震

補強工事等に要した経費でございます。

　次に、２００ページからの項５、社会

教育費、目３、青少年対策費の主なもの

は、２０２ページの学童保育室運営に係

ります指導員の賃金や施設設備維持管理

及び消耗品、備品等の購入などに要した

経費でございます。

　以上、教育総務部に係ります平成２２

年度決算の補足説明とさせていただきま

す。

○森西正委員長　宮部生涯学習部長。

○宮部生涯学習部長　平成２２年度摂津

市一般会計歳入歳出決算のうち生涯学習

部に係わる部分につきまして、目を追っ

て主なものについて補足説明をさせてい

ただきます。

　まず、歳入でございますが、３２ペー

ジをお開きください。

　款１３、使用料及び手数料、項１、使

用料、目６、教育使用料は、青少年運動

広場、温水プール、体育館など市立体育

施設や学校体育施設、公民館などの使用

料で前年度に比べまして０．６％の減と

なっております。これは温水プールがプー

ル槽塗装改修等の工事により約１か月半

休館したことにより減収となりましたが、

青少年運動広場の利用時間を通年９時ま

で拡大したことによるナイター照明利用

料等の増収により、ほぼ前年どおりの収

入となったものでございます。

　次に３６ページ、項２、手数料、目６、

教育手数料は、千里丘公民館隣地所有者

からの境界明示による手数料でございま

す。

　次に４０ページ、款１４、国庫支出金、

項２、国庫補助金、目４、教育費国庫補

助金のうち生涯学習スポーツ課に係わり

ます安全・安心な学校づくり交付金は、

市立公民館６館の地上デジタル対応設備

工事等に対する補助金でございます。

　次に６２ページ、款１９、諸収入、項

４、雑入、目２、雑入は、水泳教室、体

育館など、各種教室の参加費や摂津音楽

祭などの審査料等及び宝くじの普及広報

事業によるコミュニティ事業助成金など

でございます。

　続きまして、歳出でございますが、１

９８ページをお開きください。

　款９、教育費、項５、社会教育費、目

１、社会教育総務費は、社会教育委員報

酬など、社会教育の一般事務に係る経費

でございます。

　次に２００ページの目２、文化振興費

は、せっつ生涯学習大学講師報償金や市

美術展、摂津音楽祭、生涯学習フェスティ

バルなど、各種文化振興事業に係る経費

でございます。

　次に２０４ページ、目４、公民教育費

は、生涯学習まちづくり推進市民会議に

係る報償金や家庭教育学級の開催などに

係る経費でございます。

　次に同ページからの目５、公民館費は、

市立公民館５館の館長報酬を初め、各公

民館に配置されている社会教育指導嘱託

員報酬や、各種講座、公民館まつりの開

催など、公民館運営に係る経費でござい

ます。このうち修繕料の主なものは、千

里丘公民館の外壁塗装改修及び味生公民

館の管理人室を講座室への改修に要した

経費でございます。
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　なお、繰越明許費は、平成２２年度の

国の補正予算による地域活性化・きめ細

かな臨時交付金などにより実施する、新

鳥飼公民館の高圧受電設備更新に係る経

費でございます。

　次に２０６ページ、目６、文化財保護

費は、文化財保護審議会の開催や文化財

の記録保存など、市内文化財の調査研究、

保存に係る経費でございます。

　次に、同ページからの項６、図書館費、

目１、図書館総務費は、図書館協議会の

開催、鳥飼図書センター業務の一部委託

などに係る経費でございます。

　次に２０８ページからの目２、図書館

管理費は、市民図書館及び鳥飼図書セン

ターの管理運営に係る経費でございます。

　なお、図書購入費は、１万６４７冊の

図書の購入に要した経費で、平成２２年

度の国の補正予算による住民生活に光を

そそぐ交付金により１７０万円を増額補

正したことにより、前年度と比べて１７

１万９２０円の増額となっております。

　なお、繰越明許費は、平成２２年度の

国の補正予算による住民生活に光をそそ

ぐ交付金により実施する市民図書館の屋

上防水工事に係る経費でございます。

　次に２１０ページからの項７、保健体

育費、目１、保健体育総務費は、体育指

導委員の活動や大阪府体育指導委員連絡

協議会など、各種社会体育団体に対する

負担金などに係る経費でございます。

　次に２１２ページ、目２、体育振興費

は、市長杯総合スポーツ大会など、市主

催スポーツ事業や体育協会など、社会体

育団体が実施するスポーツ事業及び地区

市民体育祭実施に係る経費でございます。

　次に同ページからの目３、体育施設費

は、社会体育施設の指定管理委託料のほ

か、スポーツセンターの管理委託、味生

体育館用地の借上料など、体育施設の管

理運営に係る経費でございます。

　以上、生涯学習部に係ります平成２２

年度決算の補足説明とさせていただきま

す。

○森西正委員長　説明が終わりました。

　質疑に入りますけれども、決算ですの

で決算書に基づいて質問をしていただき

たいと思いますし、機構改革で審査量も

ふえておりますので、また決算書のペー

ジも飛んでおりますので、決算書の何ペー

ジとか、もしくは質問番号何番という形

で、答弁漏れがないような形で行いたい

と思いますので、そういうふうな形で質

問をお願いしたいと思います。

　それでは質疑に入ります。

　安藤委員。

○安藤薫委員　おはようございます。そ

れでは質問をさせていただきます。

　平成２２年度、年度末、３月１１日に

東日本で大震災が起きました。まさにこ

の場所で予算の審査が行われているさ中

での地震で、その後の状況をテレビから

見ても、自然の猛威の恐ろしさを感じざ

るを得ませんでした。そうした中で今回

の決算についても、やはりこれまで以上

にその災害時における安全対策であると

か、それから人と人とのつながりを改め

て感じてる中で、教育の分野で果たす役

割というのは非常に大きいのかなという

ふうに改めて感じています。そういった

思いを持ちながら、決算の審査のほうに

入らさせていただきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。

　ちょっと幾つかあって、番号を振って

おりませんが、よろしくお願いします。

　最初に、順番も、まとめてみようと思っ

たんですけども、機構改革でどこへどう

というふうになってますので、いろんな

ところに飛んでますが、よろしくお願い

いたします。できるだけゆっくりやりま
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すので、お願いします。

　最初に決算概要８４ページにあります

社会福祉事業団事業でございます。機構

改革で民生の分野から文教の所管になり

ましたが、社会福祉事業団事業の委託料

が２億９，１０４万６７８円とあります

が、この中で私たちが審査をする対象は

社会福祉事業団の中でやられている第１

児童センターについてでございます。

　改めまして、第１児童センターに係る

委託料についてお聞かせをいただきたい

と思います。

　次に、決算概要９０ページになります

が、次世代育成支援行動計画推進事業、

これは平成２１年度の終わりに後期行動

計画のほうが策定されて、その計画です

ね、せっつすこやか子育てプランという

のがまとめられて、それに沿って摂津の

子育て、教育、全庁的に取り組んでいく

というプランに沿って、進められていく

ことだと思うんですけども、この次世代

育成行動計画の策定が済んで、その後の

計画の推進であるとか、それから進捗状

況の管理であるとかいう点についてはど

のように、この２２年度、第１年目にな

りますけども、その状況についてお聞か

せをいただきたいと思います。

　同時に、策定委員会のメンバーとそれ

から行動計画推進協議会のメンバーにつ

いても、ちょっとシフトしていたのかど

うか、そのメンバーで進捗管理等をやっ

ていかれるのかについても、参考までに

お聞かせいただきたいと思います。

　次に同じく９０ページですけども、児

童扶養手当給付事業です。

　これについては国からの補助金があり、

さらに同時に関連で聞きたいのは決算書

の６１ページの雑収入にあります児童扶

養手当返還金が３１８万６，８８０円あ

るということに関してお聞きしたいと思

うんですけども、まず第一に児童扶養手

当給付事業で約１，４００万円ほど給付

額がふえておりますが、この点はどのよ

うな理由によるものなのか。どのように

把握しておられるのかをお聞かせいただ

きたい。

　合わせて、ここの児童扶養手当は平成

２２年８月から母子のみならず父子家庭

に対しても支給されるようになりました。

その父子家庭については、今まで受けて

おられなかった父子家庭が申請によって

この手当を受給することになると思うん

ですけれども、周知がきちんとされてお

られるのかどうか。受けられる条件にあ

りながら、この中身をご存じなく受けら

れていないという人はいる可能性もある

のかなというふうに推測するわけですけ

ど、その点についての心配り、気配りに

ついてどのようにされたのか。取り組み

についてお聞かせいただきたい。

　合わせまして、ひとり親家庭医療費助

成事業についても、父子家庭が対象に同

じく８月からですか、対象になったとお

聞きしておりますが、このひとり親家庭

医療助成についても、その周知の中身の

周知方法、周知の徹底の取り組みについ

て、お聞かせいただきたいと思います。

　続いて９２ページに移ります。

　９２ページ、それから９４ページにあ

ります母子生活の支援の取り組みについ

てなんですけども、児童扶養手当などで

母子家庭、ひとり親家庭に対する給付の

援助、同時に自立していくための援助と

いうのがこの母子家庭高等技能訓練促進

費などの諸費用かなというふうに思って

いますが、母子家庭高等技能訓練促進費、

これは定められた資格取得のために一定

の条件のもとで、月額１４万１，０００

円、もしくは７万５００円の給付をする

という制度であるというふうに認識して
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いるわけですが、この技能訓練促進事業

について、受給者の方はどのぐらいいらっ

しゃるのか。この間の経過、経緯、推移、

それからどのような資格を主に目指して

おられる方が多いのかという傾向もお聞

かせいただきたいと思います。

　金額から推測しますと、利用者の方は

非常に少ないのかなというふうに思うん

ですけども、その点のご認識、それから

周知の方法であるとか、ここに誘導する

相談の仕方などについても、一緒にお聞

かせいただけたらと思います。

　それと９２ページ、母子生活支援施設

運営費負担金が９８４万５，６７１円と、

さまざまな問題のある母子の方々の一時

的な施設入所というようなものだという

ふうにお聞きしておりますが、この施設

利用者の方の数、それからその推移も、

そして施設に入所するに至るまでの経過、

どのような経過をたどって、こういう保

護に入所に至ることができるのかについ

てもお聞かせいただきたいと。執行率も

５４．７％と当初予算と比べても約半分

ぐらいになっておりますが、特に施設入

所をする際、いろいろな困難があって入

所されるわけですから、こういう困難の

ある方が少なければ少ないほうがいいこ

とに越したことはありませんが、今の社

会状況の中で、５４．７％という執行率

についてはどういうふうにご認識されて

いるのか。その点、お聞かせいただきた

いと思います。

　また給付のほうに戻ります。９０ペー

ジに戻ります。

　子ども手当でございますが、これも平

成２２年に支給されるようになりました。

これまでの児童手当に金額も、そして支

給対象も大幅にふえました。同時に、そ

の当初２万６，０００円給付が半額のま

ま１万３，０００円で推移しながら、そ

の財源とされている年少扶養控除の廃止

というのはことしの所得税から、住民税

は来年の６月の住民税から、扶養控除廃

止によって、子育て世代、子ども手当を

受け取っている人の税金がどんと上がる

というような仕組みになっていたかと思

います。そういう取り組みがこの１０月

になると今度また給付額が変更されてい

たりしておりますが、子ども手当の制度

がかなり猫の目のように、こう変わって

きている中で、きちんと子ども手当の支

給事業が漏れなく行われていたのかどう

か。周知の中身、それから給付の資格の

ある方への連絡等をしっかりされたのか

どうか、合わせてお聞かせいただきたい

と思います。

　次に、９２ページ、地域子育て支援運

営事業の中で２点お聞きします。

　子育て情報ホームページの構築業務委

託料で７４９万７，０００円、これは子

育て情報のホームページということで、

先日ホームページを開けて見てみました

けれども、子育ての情報が一つに、こう

インデックス的にまとまっていて、見た

感じ非常にわかりやすいのかなと思うわ

けなんですけども、７５０万円かけてつ

くられたこのホームページは、これから

やっぱり利用者の方がここから摂津市の

子育て情報にアクセス、アプローチがで

きるようにしていかないといけないと思

うんですけれども、つくられてホームペー

ジのアクセス数等がどんなふうになって

いるのかですね。結構アクセスがあるの

かどうか。子育て世代の方々というのは

いろんな情報をいろんな媒体から取られ

る努力をされているという認識はあるん

ですけども、ホームページの利用という

点で言うとどういうふうになっているの

かお聞かせをいただきたいなと思います。

　それから子育て情報発信グループ立上
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げ支援委託料、これも子育て情報のきれ

いな冊子ができ上がっていました。子育

てグループの方々が参画しながらやって

おられたと思いますけども、この情報発

信の冊子については、どこにどのように

配布をされて、どのように生かされてい

るのか。また、この策定に参加された子

育てグループの方々との交流であるとか、

そこからのまたさらなるネットワークの

拡大とかいうことにつながっているのか

どうかの点について聞かせていただきた

いと思います。

　９４ページ、乳幼児等医療費助成制度

になります。乳幼児等医療助成事業は本

来、国が子どもたちの医療について責任

を持つべきではありますけども、国のほ

うの補助金がない中で都道府県や市町村

の努力によって、子どもたちの医療費助

成制度が年々充実してきました。摂津市

においても、所得制限なしで平成２１年

から入院で中学校卒業まで拡大されて、

大阪府内でも非常にすぐれた制度という

ふうになりましたが、この１年、平成２

２年になりますと、他市でもさらなる充

実を進められている市町村もふえてきて、

例えば堺市では入通院ともに中学校卒業

までとか、池田市と富田林市、寝屋川市

でも通院で小学校卒業までというような

自治体もふえてきています。ぜひ今回拡

大も検討していただきたいわけですけど

も、２２年度と２１年度と比べますと、

支給額が約１，４００万円ほどふえてい

るんです。通院で２００万円、入院で１，

２００万円、入院の対象を拡大したのは

２１年ですから、２２年度は２１年度と

比べても条件的にはそれほど変わってい

なかったのかなというふうに認識してい

るわけなんですけど、これだけの給付額

が上がっていることについて、その辺の

要因についてお聞かせをいただきたいな

というふうに思います。

　保育所の運営と学童と合わせてお聞き

したいと思うんですけども、待機児のこ

とについてお聞きしたいと思います。保

育所の待機児の問題は全国的な大きな問

題になっていますが、摂津市の場合、民

間の保育所が増設をされたり、定員をふ

やされたりしているという実態もござい

ます。改めて摂津市の保育所の待機児、

そして学童保育についても、いつも年度

当初は申込人数を定員数にするというこ

とで、できるだけ待機児を生まないとい

うような努力をされているわけですが、

年度初めからの待機児というのは毎年数

人いらっしゃって、年度途中に何とか欠

員が出てそこに入れるというような状況

が続いていると思いますが、学童につい

ての待機児についても、２２年度果たし

てどうだったのか。また参考に２３年度

当初はどうなのか。現状どうなのかとい

うこともお聞かせをいただけたらと思い

ます。

　それから、学童保育にしても、保育所

にしても、保育料の収納状況というのは

現状としてどんなふうになっているのか。

子どもの貧困というのが大きな問題になっ

ている中で、子育て世代の貧困、負の連

鎖ということも指摘されているわけです

けども、子どもを保育所に預けて共働き

で頑張っておられるご家庭の中でも、リ

ストラや失業、さまざまな家庭の経済状

況の中で、保育料が払いたくても払えな

いというような方も中に出てきているん

ではないかというふうに思いますが、そ

の辺の傾向についてお聞かせいただきた

い。

　合わせてその保育料の滞納分の徴収に

ついては、どのような形でやっておられ

るのかについても、お聞かせいただきた

いなと思います。
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　関連しまして、その保育料については、

学童保育料について口座振替が２２年度

途中であったかと思いますけど始まった

と思います。保育所のほうの保育料の口

座振替はどうなのかですね。この点基本

的なことで恐縮ですが、教えてください。

口座振替になって、また年度途中からで

すから、傾向や結果というのがはっきり

分析できるような状況にないかもしれま

せんが、直近の状況も合わせて口座振替

することによって、収納率に変化があっ

たのか。その点、お聞かせをいただけた

らなと思います。

　それから幼稚園のことについてですけ

ども、せっつ幼稚園で預かり保育が試験

的に平成２２年度だったでしょうか、始

まったと思います。当初お伺いしていた

ときには、試験的にスタートをさせると

いうことで、人員の補充がない中で現存

の人員で行うということでありました。

今までの業務にさらに新しい業務が加わっ

ているということで、この預かり保育に

ついての試験的な預かり保育の業務につ

いてどうだったのか。それから利用者の

方はどのぐらいいらっしゃったのか。と

りかい幼稚園でもスタートしております

ので、合わせてお聞かせいただけたらと

思います。

　それから、こども園についてですけど

も、平成２４年４月にべふこども園のス

タートに当たって、２２年度はべふ幼稚

園の改築であるとか、増築であるとか、

また幼保連携のための取り組みが以前か

ら取り組まれてきたと思います。べふ幼

稚園の改築については、現地も視察をさ

せていただいていて遅滞なく進められて

いるとは思いますが、改めてその工事の

進捗状況等をお聞かせいただきたいのと、

それから大事なことは、来年の４月に保

育所の子どもたちも、新たなべふこども

園のほうに来ることになって、幼保一体

となった保育の時間が一部始まると思い

ます。そういう点について、その幼保の

幼稚園教諭、それから保育所の保育士さ

ん、またさまざま関係団体、保護者会等々

の連携はとれているのか。それから、違

うカリキュラムを一つのものにしなけれ

ばいけない点があるということもあって、

相当現場の方々への負担が大きくなるの

ではないかと思いますけども、この間の

２２年度までの幼保連携についてのソフ

ト面での取り組みやカリキュラムの策定

の状況であるとか、それから不測の部分

であるとか、今明らかになっている課題

とかいうことについて聞かせてください。

　次に、学校のほうに移ります。

　１４４ページにあります、学校等ＩＣ

Ｔ環境整備事業１億３，６００万円ほど

ございます。国の交付金を活用して、パ

ソコンであるとか、電子黒板であるとか、

地デジ、テレビのほうが一斉に導入され

たわけですが、この導入されたＩＣＴ機

器の活用と授業の中身がそこで変わりつ

つあるのか、それから、それを扱うため

の研修等がどのぐらい行われているのか

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

　次に、１４８ページにあります学校部

活動等助成事業についてでございます。

　これは中学校の部活動で、たくさんの

保護者の方からさまざまなご要望が出さ

れていて、この委員会でも各議員からも

質問が出されています。子どもたちが小

学校で取り組んでいたさまざまなスポー

ツ、ところが自分の進学する中学校には

そのクラブがないということで、本人の

意志を尊重できないというような事態が

起きています。学校側の受け入れの態勢

と、そして子どもたちが自発的にこのス

ポーツをやりたいということで先生たち
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に要望をするという、まさに先生と子ど

もたちと、子どもたちの発言権の保障も

含めて、非常にそれはそれで一つの教育

的な営みなのかなというふうに思うわけ

ですが、ただ自分がやりたいスポーツを

ぜひ自分の通う学校でやりたいというよ

うな要望にこたえるということが必要に

なってきているのではないかなと思いま

す。この学校部活動の指導者の派遣につ

いては予算が余り多くはありませんが、

外部の指導者の方々の派遣について、ど

この学校にどのような方が派遣されてい

るのか、その運用方法についてどのよう

にされているのかお聞かせいただきたい

と思います。

　１４８ページ、学力定着度調査につい

てです。

　平成２２年は全国学力テストが悉皆方

式から抽出方式に変わりました。私は、

この全国学力テストを毎年悉皆で行って

いく必要はないというふうに考えていま

すが、摂津市ではこの悉皆調査にも参加

し、平成２２年度については抽出方式に

なったけども、抽出されなかった学校に

ついては、希望をして全国学力テストを

受験する道を選ばれました。今回のこの

定着度調査についての費用、今まで摂津

市独自で行ってきた定着度テストとは別

に、希望校の採点を外部委託したお金が

ここの金額だというふうにご説明をいた

だいてたかと思いますけども、改めてこ

の学力テスト、だれのための何のための

テストなのか、わざわざ希望して行うと

いうことについてお聞かせいただきたい。

　それから、今回の平成２２年度４月に

行われた学力テストについて、試験日、

それから答案が返ってきた日にち、それ

から分析した資料が出た日付、また、今

回２２年度からは市内５か所で説明会が

開かれましたけども、説明会が行われた

日程や参加者についてもお聞かせいただ

き、そのスパン、結構長い期間で行われ

ていますが、その点のお考えについてお

聞かせいただきたいと思います。

　１４８ページの小中一貫教育推進事業

についてお聞きします。

　かつては、小中連携教育というふうに

表現されていたものが、小中一貫教育と

いうことになりました。連携から一貫に

変わっての取り組みは、具体的にどのよ

うにされているのか、小中一貫教育推進

協議会の開催状況についてもお聞かせい

ただきたいと思います。

　そして、その中にありますジュニアハー

トプログラムの委託事業もありますが、

その内容と行われたプログラムの期待す

る効果というのはどんなものなのかをお

聞かせいただきたいと思います。

　続いて、小学校費の中の学校給食につ

いてお聞きします。

　小学校の給食は、平成２０年度に鳥飼

西小学校で調理部門の民間委託が３年契

約で行われて、鳥飼西小学校でいえば２

２年度は３年契約の最終年になっていま

す。平成２３年からの更新のための検討

と、それから更新契約等が結ばれたのが

２２年度だと思いますけども、鳥飼西小

学校での調理部門の民間委託について、

検証会議も毎年１回ずつ開かれてきたと

思いますが、その検証についてお聞かせ

いただきたい。

　それから、あわせて鳥飼北小学校で平

成２２年度から新たに調理部門の民間委

託がスタートしています。こちらについ

ても１年目ではありますけども、どのよ

うに検証されているのかお聞かせいただ

きたい。西小、北小をあわせまして、検

証会議がどういう観点で検証を行ってい

るのか、どの立場で、どのように、どこ

を重点的に見るのかということについて、
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見て、その結果はどうだったのか、お聞

かせいただきたいなと思います。

　それから、給食に関わってですが、概

要の１５４ページには１２万９，０００

円の補助金が出ています学校給食会、給

食に関わる方々が入って、学校給食の指

導の充実であるとか、それから学校給食

の食育の充実であるとか、さまざまなこ

とを検討されていたり、または給食食材

の物品の選定であるとか、献立の選定で

あるとか、幾つかの委員会を持って活動

されているというふうに認識しています

が、この学校給食会で行われているさま

ざまな委員会の取り組みについてお聞か

せいただきたいと思います。

　それから、給食に関わってですが、摂

津小の給食調理場の建設が、建設そのも

のは繰越しで平成２３年度に回って今、

工事が進められていますけども、設計時

から場所の少し位置が変更したりしてい

ることが、この間、報告されています。

もちろん建築をしていく上で、よりベス

トな施設をつくっていくということは大

事なことですから、変更があるというこ

と自体は別に悪いことではないなと思う

わけですが、今回の設計時の変更につい

ては、例えば道路から給食調理場に入っ

ていく搬入口で、トラックが入って旋回

をするのにスペースが少ないのでちょっ

と後ろへさげますとか、配管があるので、

それを避けるためによけますということ

で、こういう基本的な部分での変更が当

初予算のときに組まれてなくて変更になっ

てきたということについては、当初の見

込みはどうだったのかなというふうに思っ

たりするわけなんです。その点はどのよ

うな設計段階で検討がなされていたのか、

お聞きしたいなと思います。

　次に、就学援助金制度についてです。

　この間、議会ごとに論議させていただ

いております。摂津の就学援助金の制度

については、もう既にお互いに共有でき

ている問題だと思いますけども、全国的

にも、大阪府的にも認定率が非常に高く

なっています。これは、摂津市の子育て

世代の所得水準が低いということだけで

なく、摂津市が独自に就学援助金制度を

利用しやすいように、入学式のときには

保護者に就学援助金制度の中身をお知ら

せするプリントをお配りし説明をする、

それから学校、教育委員会で直接受け付

けができる。また認定基準についても、

他市が国庫負担が廃止された後にどんど

んと認定基準を引き下げていった中で、

摂津市は踏ん張って認定基準を維持して

いるということでいえば、そういう摂津

市教育委員会としての子育て支援を、充

実させていく一つの柱なんだっていう位

置づけでやってきたことが非常に功を奏

していると思いますし、これは全国の就

学援助金で経済的な負担を減らしてほし

いと思っている保護者にとっては、希望

のようにも感じるわけです。このすばら

しい制度が、今見直しをされるというこ

とで、決算ですのでそこは余り触れませ

んが、残念に思っているわけなんですけ

ども、改めてこの認定者の推移をお聞か

せいただきたい。認定者、認定率の状況、

それから地域的な格差が生まれているの

かどうかについてもお聞かせいただきた

い。

　それから、就学援助金の支給の方法に

ついて、受給者の口座に振り込んでいる

方と、希望によって学校に直接払い込み

をされているケースがあると思います。

学校に直接払い込みをするということは、

保護者の負担を軽減するだけでなくて、

給食代の滞納を減らすということに非常

に効果を発揮しているわけなんですけど

も、その学校払いの状況がわかる範囲で
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お聞かせいただきたいと思います。

　その他、給食費や医療費でもこの扶助

費が就学援助で援助されておりますが、

その給付の中身についても、給食費、医

療費、学用品、修学旅行費等々、非常に

多くの保護者が助かっているわけですけ

ども、この点のご認識と、それから新た

に充実を図らなければならないと思って

おられる問題意識について、検討されて

きた中身についてお聞かせいただきたい

と思います。

　給付とは違いますが、奨学資金の貸し

付けについても、先般の議会でこの制度

は平成２４年度から廃止となりますが、

現状、平成２１年、平成２２年とリーマ

ンショック以降、大幅に経済状況が悪化

する中で、奨学資金の受け付けの期間も

延長するというような措置も摂津市とし

てとられております。非常に大事な制度

であったかと思いますけども、その取り

組みについて、そして２３年度、ことし

の募集はもう既に貸付資金がなくなって

おりますが、その点の周知の状況はどう

なっているのか聞かせてください。

　それから、施設関係になります。

　いろいろな施設に関わりますので一括

してお聞きしたいと思うんですけども、

一つは耐震補強についてです。何度もお

聞きしておりますが、平成２２年度でＩ

ｓ値０．３未満の学校施設については、

すべて耐震化の工事が終わりました。国

の交付金のかさ上げもありましたけども、

財政状況が厳しい中で０．３未満がなく

なったということは、本当に努力をして

いただいているんだなというふうに評価

するところでありますが、同時に残され

ている１０校２３棟、この点についてど

うするのか。それから、学校施設以外の、

例えば正雀保育所であったり、鳥飼保育

所、それからスポーツ施設でいえば鳥飼

体育館、味舌スポーツセンター、三宅ス

ポーツセンター、公民館でいうと別府、

千里丘、新鳥飼、鳥飼東公民館などなど、

文教所管の施設の耐震の補強についての

お考えをお聞かせいただきたいなと思い

ます。

　同時に、耐震だけでなく、施設の安全

対策、例えば、天井の崩落であるとか、

壁の崩落であるとか、タイルが落ちてく

るとか、窓ガラスの地震時の対応である

とか、安全対策が必要だと思います。先

般の議会の一般質問では、第一義的には、

施設の安全管理は施設管理者だというご

答弁が市長部局のほうからもありました。

同時に、専門的な見地でその施設の管理・

運営、そしてメンテナンス計画等をやっ

ていくという点からも、チェック表シー

トをつくって施設管理者と連携して施設

管理をやっていくんだというようなお話

がありましたが、改めて平成２２年度、

安全対策によって行われた修繕であると

か大規模改修についてお聞かせいただき

たいのと、それぞれの施設で建物の管理、

なかなか目が行き届きにくいところだと

思うんですけども、その点のお考えにつ

いて聞かせていただきたいと思います。

　続いて、学校の中身になるんですけど

も、いじめや不登校の問題についてお聞

きしたいと思います。

　社会的な状況の下で子どもや教育の現

場、やはり社会的にも弱いところに社会

の矛盾というのは集中しやすいと言われ

ているように、子どもたちにいろいろな

形で現象があらわれているものの一つか

なというふうに思っているわけですが、

スクールカウンセラーですとか、ソーシャ

ルワーカーさんの配置、また取り組みで

は、いじめ対応プログラムを活用する取

り組みであるとか、さわやかフレンドを

派遣していただくとか、またジュニアハー
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トプログラムですか、先ほどの小中一貫

の中にも出てきております取り組みなど

は行われていると、評価書の中でも紹介

しておりましたけども、その取り組みが、

いじめと不登校の問題についてどのよう

に生かされているのか、生かされようと

しているのか、ちょっと抽象的なんです

けども、２２年度の取り組み中心にお答

えをいただけたらなと思います。

　それから、日の丸と君が代の問題につ

いて、触れておきたいと思います。

　今、学校には祝日の日には日の丸が校

門に立てられています。学習指導要領等

で日の丸、君が代、国旗・国歌を尊重し

てというような文言があったり、君が代

を歌えるように指導するというような文

言もありますが、式典で卒業式、入学式

での日の丸掲揚と君が代の斉唱を行うと

いうことについて認識を問いたいと思い

ます。国旗、国歌であるということは、

国旗国歌法が制定されたときに既にはっ

きりしている問題で、この点については

お互い認識は同じだと思いますけども、

その際の議論は、日の丸、君が代に対し

てさまざまな感情を持つ方々がいらっしゃ

る中で、式典でどうしてもそれを仰ぎ見

なければいけない、または歌わされなけ

ればいけないような事態に追い込まれる

ことのないようにというのが、当初、こ

の法律ができたときの総理大臣であった

り、大臣の答弁でありましたが、この間、

日の丸、君が代がどのようにやられてい

るのか。これをやるべきだと、学習指導

要領を盾に進められてきておるわけです

が、その点について私は個々の認識の下

で国旗、国歌について尊重する、尊重し

ないというのは、個々の人格形成の中で

自然と身につけていくべきものだと思い

ますけども、その点についてご認識だけ

お聞かせいただきたいと思います。

　それから、これは事務報告書にありま

すが、教職員数の表がございましたけど

も、これについて今大きな問題になって

おりますが、教師不足、それから教師の

多忙化の問題について少し触れておきた

いと思います。

　教師や講師が非常に不足している中で、

業務が非常にふえているというふうに聞

いています。少ない人数で、欠員があっ

た場合に補充が受けられるかどうかとい

うような心配も抱えながら、業務はこな

していかなければいけない。そして、一

番大事な仕事である子どもとの関わりと

か、それから学習のための授業の準備で

あるとか、授業の改善ということもやっ

ていかなければいけないということで、

先生たちのメンタル面でも、それから体

力的な問題でも非常に厳しい状況にある

のではないかというふうに指摘されてお

ります。要は先生たちの状況が悪ければ、

結局子どもたちに大きな影響を与えかね

ないということで言えば、教師不足や多

忙化についてはしっかりと是正を図って

いかなければならないというふうに思っ

ています。

　ここで改めて、摂津市の平成２２年度、

そして２３年度を含めまして、定数内講

師の方々は一体何人いらっしゃって、ど

のぐらいの割合になっているのか。それ

から定数の欠員があった場合の補充は直

ちに行われたのかどうか、また補充が行

われずに穴があいた期間があるのであれ

ば、穴があいたのはどのぐらいあったの

か。同時に、今年度の初旬の話になりま

すけども、定数の加配の先生の補充が間

に合わずに自習が続いた学校がありまし

た。こういうことがあったことについて、

どうご認識されているのか、そしてそれ

を防ぐための取り組みについてお聞かせ

いただきたいと思います。
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　同時に聞いておきますが、その教員の

多忙化については、２００７年に文部科

学省が教職員の勤務実態調査というのを

行っておりました。２００７年に報告書

が出たというふうに認識しております。

非常に時間外での、朝早く学校に来たり、

夜遅くまで学校に残ったり、または持ち

帰りで家で業務を行ったりということで、

その時間数を見ると非常に多い時間、計

算によっては過労死ラインに達している

というような数字まで明らかになってい

るんですけども、摂津の先生たちの勤務

状況についての把握はどのようにされて

いるのか、働いている時間について、ど

のぐらいの時間で働いておられるのか、

わかる範囲で教えていただきたいと思い

ます。

　生涯学習の分野について、あと３点ほ

どお聞きします。

　第２次生涯学習推進計画があります。

推進調査結果及び予定というのが平成２

２年９月に出ておりまして、平成２１年

度の評価で遅延・課題ありが８件、実施

困難というのが４件ございました。それ

を受けて、平成２２年度の予定を立てら

れて、遅延・課題がありというような事

業、それから実施困難という事業も含め

て、それぞれの項目についてもうちょっ

と検討を要するものというのが約１４件、

廃止しようというのはゼロ件でしたけれ

ども、将来の課題だということで先送り

しているようなその他と分類されている

のが４件ございました。具体的な中身に

ついて教えていただきたいと思うのと、

２２年度の取り組みについてはまだ細か

いご報告をいただいておりません。ただ、

こちらの教育委員会の管理及び執行状況

の点検及び評価報告書の中では、数字は

示されておりまして、２２年度について

取り組んだ結果、遅延・課題ありが１０

件、実施困難が４件という結果でござい

ました。それを受けて２３年度の予定と

いうのが、検討中１１件、廃止１件、そ

の他８件というふうに報告されています。

概要について、少しこの中にも触れてい

るんですけども、やはり生涯学習を全庁

的に取り組んでいこうという取り組み、

そして他課にまたがる場合については、

この生涯学習の部署において総括をして

いったり、情報交換をしていったりする

ということになっておるので、個々の問

題についてお聞かせいただけたらなと、

全庁的な取り組みはどうだったのか、聞

かせていただきたいと思います。

　あわせて同じく、計画の進捗状況で言

うと、子ども読書活動推進計画というの

も立てられています。こちらも評価書の

ほうで報告をいただいておりますが、こ

ちらの進捗状況についてもお聞かせいた

だけたらなと思います。こちらは、読書

活動推進計画については、事業項目が６

３件あった中で６件、遅延・課題ありと

いうふうに評価されています。平成２３

年度の予定では、１０件その他というふ

うにされていますが、その他というその

中身について、お聞かせいただきたい。

遅延・課題についても、どんな遅延・課

題があったのか。

　生涯学習推進計画、それから子ども読

書活動推進計画、ほかにもたくさんいろ

んな計画があります。先ほど言った、次

世代育成支援後期行動計画であったり、

食育推進計画であったり、または文化振

興計画であったりとか幾つかの計画があ

りますが、それぞれ積み上げを行った上

でまとめられた計画をどのように進捗し

ていくのか、具体的な中身については市

民に直結する事業であったりサービスで

ありますし、摂津市の教育委員会として

こうやっていくんだということで示され
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たものであるはずなので、その中身につ

いてはやはりオープンに、今分析中で出

せてない部分もあるのかもしれませんが、

オープンにしていただいて、議会、そし

て市民的にも見ていただいた上で、やっ

ぱり論議をするというのが協働なのかな

というふうに思いますので、その点につ

いてお考えをお示しください。

　それから最後、文化財調査についてで

す。

　文化財保護審議会に、平成２２年の終

わりのほうに一津屋公会堂と明和池遺跡

出土の土馬の有形文化財の諮問がされた

ということで報告がありましたが、その

状況はどんなふうになっているのか。

　それから、また今度ご案内がありまし

たけども、明和池遺跡の見学というのが

公表されておりましたけども、非常に重

要な摂津の埋蔵文化財についての保管に

ついてお聞かせいただきたい。同時に、

文化財であるとか出土品の保管展示、鳥

飼の教育研究所の跡地のほうにというふ

うなお話だったんですけど、その保管と

展示、それから現地での保存についての

検討はされているのかどうか。

　吹田操車場跡地の開発と絡んでＵＲ機

構との折衝、埋蔵文化財について、でき

るだけ残していくと、現地保存をできる

範囲の中でやっていくという努力を市教

育委員会としてＵＲ機構や事業主に対し

て自発的に呼びかけていく、そういう役

割は、もう摂津の教育委員会しかやると

ころがないと私は思っているんですけど、

そのお考え、取り組み状況について聞か

せていただきたいと思います。

　多岐にわたりましたが、以上、１回目

を終わります。

○森西正委員長　答弁を求めます。

　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係ります７点につきまして、ご答弁させ

ていただきます。

　まず１点目、社会福祉事業団第１児童

センターの運営委託料の件でございます

けれども、指定管理者制度の導入により

まして、第１児童センターも摂津市社会

福祉事業団の所管する施設として、指定

管理者としてセンターを運営していただ

いております。２２年度につきましても、

指定管理契約の中で契約をいたしまして、

事業団全体に係ります中で第１児童セン

ターにつきましては、２，６００万４１

３円を指定管理委託料として執行いたし

ております。内訳といたしましては、人

件費を含め、児童の健全育成、子育て家

庭を支援する、地域活動を促進する、こ

ういった取り組みを進めていく中で必要

な経費を充てさせていただいております。

　次に、次世代育成支援行動計画につき

ましては、平成２１年度まで前期計画と

いうことで計画を立てておりましたけれ

ども、その計画の進捗状況の反省点、ま

たいいところをもっと伸ばすと、こういっ

たことを踏まえまして、後期計画を平成

２２年度に策定いたしました。策定に当

たりまして、策定委員会のメンバーでご

ざいますけれども、学識経験者、また保

健医療分野、福祉教育分野、市民団体の

方、そして市民公募の方、市の職員を含

めました２３名で策定委員会を結成いた

しまして、そこで策定をしていただいた

ところでございます。策定いただきまし

た次世代育成支援行動計画の後期計画で

ございますけれども、現在、庁内の２１

課で取り組んでおります。

　平成２２年度の進捗状況でございます

けれども、新たに取り組む事業といたし

まして５件、拡充する事業２８件、継続

する事業１６１件、未実施が５件といっ

た内容でございます。その中で、やはり
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２２年度の大きな特徴といたしましては、

保育所整備を行うであったり、大阪府の

安心こども基金や子育て交付金を活用し

た取り組みを進める、また幼稚園、保育

所、学校と連携して子どもたちの子育て

支援を進めていく、こういったことを柱

に取り組んでおるところでございます。

１０月には、その進捗状況調査をもとに

審議もいただいておるところでございま

す。

　次に、せっつみんなで子育てねっとと

いうことで、子育て情報をホームページ

に挙げさせていただいておりますけれど

も、５月に立ち上げまして、９月末現在

で、４万８９５件のアクセスがございま

した。アクセスの中での人気というんで

すか、まずトップページは開いていただ

くんですけれども、イベント情報であっ

たり、保育所、幼稚園、また預かり保育

の状況をどのような形でされているのか、

そういったところとか、お出かけ情報で

あったり、仲間づくりといった情報を求

められる方がアクセスされている状況で

ございます。

　次に、子育て情報発信グループの立ち

上げ支援でございますけれども、平成２

２年度に広報やチラシを通しまして、小

学生までの子育て中の市民のお母さん方、

お父さん方を募集いたしました。１３名

の方が応募いただきまして、１年生から

６年生までの子育て中の、結果的には女

性の方だけでございましたけれども、お

集まりいただきました。その中で、自分

たちで施設に出向かれたり、子どもたち

が遊べる公園であったり、さまざまな保

護者の視点で見た子育て情報誌、行政が

一方的につくるのではなく、本当に自分

たちが必要としている情報を盛り込んだ

子育て情報誌をつくっていただきました。

カラー冊子で非常に見やすいと好評でご

ざいます。やはり目線が皆さん方、子育

ての視点に立ったものでありますので、

いい評価をいただいていると思います。

こういった活動を今後も継続していただ

けるように、私どもも側面からでござい

ますけれども支援していきたいと思って

おります。

　次に、幼稚園の預かり保育の状況でご

ざいますけれども、せっつ幼稚園で平成

２２年度から預かり保育を試行的に実施

いたしました。６月から、実施可能な火・

木・金曜日ということで実施いたしまし

たが、大体１回当たり１５名程度の参加

がございます。多い月に関しては、若干

抽せんといったこともあったようでござ

いますけれども、大体平均１５名程度の

参加者がございました。一月に多いとき

で９回実施しております。平成２３年度

に入りましてからは、せっつ幼稚園の実

施日を、実施可能な月・火・木・金曜日

と拡大いたしまして、またとりかい幼稚

園でも６月から実施可能な火曜日、試行

的にでございますけれども開催をしてお

ります。利用状況でございますけれども、

せっつ幼稚園、とりかい幼稚園につきま

しても、ほぼ１５名前後のご利用がある

という状況でございます。

　次に、こども園の取り組み状況でござ

いますけれども、まずハード面でござい

ますけれども、現在、べふ幼稚園をこど

も園とするべく改修工事を行っておりま

す。一部既設棟の改修と、一部新築工事

を行っております。べふ幼稚園の既設棟

の改修工事につきましては、９月中旬に

完成いたしまして、現在、べふ幼稚園の

子どもたちは、その既設棟改修棟のほう

で保育を行っておるところでございます。

新設棟につきましては、３月の上旬工事

完成をめどに、今、工事を進めておると

ころでございます。工事の進捗状況につ
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きましても、私ども、こども教育課と建

築課、また工事担当者、設計監理業者が

週１回工程会議を開きまして、現場事務

所で細かい打ち合わせを進めて、安全に

工事が進捗するように指示、また相談、

連携をとっておるところでございます。

　一方、ソフト面でございますけれども、

平成２１年９月にべふこども園の開設に

向けて開設準備委員会を発足させ、２２

年４月からは就学前教育推進検討委員会

の中に、べふこども園開設チームという

ことでべふ幼稚園、別府保育所の職員を

中心に、さまざまなカリキュラムであっ

たり、子どもたちの１日のプログラム、

またクラス編成や保育内容、行事、保護

者会のあり方、こういったことについて

議論をしておるところでございます。保

護者会へのご説明でございますけれども、

保育所側につきましては平成２２年に３

回、平成２３年度に入りましても現在ま

で４回、幼稚園につきましても平成２２

年１回、平成２３年、今までに５回、保

護者会の方と、市と、幼稚園の園長、保

育所長が入りまして、細かい行事のこと

であったり、諸費の考え方であったり、

給食のあり方であったり、こういったこ

とをそれぞれ保育所、幼稚園の保護者の

方のご意見をいただく中で、どのような

形がこども園の子どもにとっていいよう

になるのか聞いておるところでございま

す。

　課題といたしましては、やはり保育所

に預けられている保護者の方はお仕事を

持っておられるということ、幼稚園の方

はお昼間時間が若干ある方も多いという

こと。また諸費の考え方につきましても、

幼稚園と保育所のほうでは若干違うこと

もあります。そういったところで、私ど

もも園長も所長も入る中で、いい案を出

していきたいと思っておるところでござ

います。

　それと、耐震の関係でございますけれ

ども、私どもが所管しております保育所

でございますけれども、正雀保育所は昭

和４６年の建築、鳥飼保育所については

昭和４９年ということで、それぞれ３５

年以上が経過している建物でございます。

１８年に実施いたしました耐震第一次診

断では、正雀につきましても、鳥飼保育

所につきましても、Ｉｓ値は０．５１、

０．５２とはなっておりますけれども、

やはり多くの子どもたちが生活する場で

ございますので、二次診断も含めて、市

全体の耐震計画の中で検討していかなけ

ればならない課題であると考えておりま

す。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　子育て支援課に

係りますご質問に順次ご答弁申し上げま

す。

　まず、児童扶養手当の関連でございま

すが、この返還金、今年度多くなってお

りますが、返還金につきましては、毎年、

婚姻の事実の発覚であったり、所得の更

正であったりして返還金が発生している

もので、今年度につきましては障害年金

の認定を受けた方がおられました。障害

年金につきましては、最大５年間にさか

のぼって支給されるということもござい

まして、年金の場合、年金優先というこ

とになっておりますので、その関連で年

金支給の中から返還金、これまでに受け

取った児童扶養手当の分が発生しておる

ということでございます。

　給付額の関連でございますが、２２年

度８月から父子が対象になっております。

この制度につきましては、国の制度でご

ざいますので、国のほうの広報活動と、

それと本市においてもホームページ、広

報等による周知を行ってまいりました。
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その結果、前年度に比べまして約４２件、

受給者が実質的には増ということになっ

ております。ちなみに、前々年度ですと

２１件の増ということになっております。

　次に、母子家庭の自立支援の給付金関

連でございますが、これも基本的には国

の制度に基づきまして運用させていただ

いております。教育訓練給付金及び高等

技能訓練費給付金という形で２本立てに

なっております。高等機能訓練給付金に

関しましては、看護師であったり、介護

福祉士、保育士、理学療法士等の資格の

取得のために必要な援助を行っているも

のでございます。利用の人数につきまし

ては、高等技能訓練給付金につきまして

は、２２年度は７件、２１年度３件、２

０年度３件という形になっております。

これにつきましては、支給期間及び支給

額につきまして国のほうで拡大をされま

して、２１年の６月から現在の体系になっ

ております。

　この周知の方法ですけれども、母子家

庭の主たる給付金の児童扶養手当なんで

すけども、これを年に１回、８月に更新

の申請という時期がございます。この時

期、すべての方に基本的には更新の手続

きをしていただいておりますので、この

ときにさまざまな母子関連の手当関連の

情報提供をさせていただいたり、相談に

乗ったりということをさせていただいて

おります。

　次に、母子生活支援施設の関連でござ

います。この事業につきましては、主に

ＤＶ等によって居住を変えざるを得ない、

そういう施設に入所せざるを得ない状況

になった方が、入所している施設での生

活の援助ということで運営費負担という

ことになっております。利用者の数につ

きましては、２０年度が入所世帯が８世

帯、２１年度８世帯、２２年度５世帯と

いうことになっており、各施設に入所し

ていただいているということでございま

す。経過につきましては、ほとんどのケー

スがＤＶケースということで認識をして

おります。

　それと執行率の問題ですけれども、執

行率の問題につきましては、昨年度決算

が１，５００万円程度ありました。この

事業につきましては、いつどういう形で

そういう方が発生するか、相談に来られ

るかということがわかりませんので、あ

る程度の予算というのは確保しておく必

要があるということでご理解をいただき

たいと思います。

　次に、子ども手当関連でございますが、

子ども手当、おっしゃっていただいてお

りますように、確かに複雑にその内容が

国のほうで変わっているということなん

ですけれども、この漏れの部分につきま

しては、基本的には現在の受給者すべて

の方に新たな通知を送らせていただいて

おりますし、もちろんホームページ、広

報等でも周知をさせていただいておりま

す。それと学校や幼稚園、保育園のほう

にもそういう案内チラシ等を、子どもさ

んを通じて配布させていただいておりま

すので、そういう形でご理解いただきた

いと思います。

　次に、乳幼児医療の関係でございます。

乳幼児医療につきましては、府の制度の

上乗せとして、市単独でこれまで拡充を

してきた経過がございます。前年度比給

付額の増についてでございますが、２１

年度の４月から中学卒業までの入院対象

ということになっておりますので、その

年度についても周知活動をさせていただ

いておりますが、その部分の浸透という

ことが今年度の決算にあらわれているの

ではないかというふうには認識しており

ます。ちなみに入院件数でございますが、
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２１年度で対前年ベースプラス１１９件、

２２年度で対前年ベースで１６５件とい

うことになっております。ちなみに、入

院はどういう疾病で入院されているかと

そこまでは把握はしておりませんので、

数字だけを見ますと、２２年度決算では

１件当たりの単価というのが増加してい

るということが確認できております。

　次に、保育所等児童の待機の関連でご

ざいますが、保育所の待機の状況でござ

います。保育所の待機につきましては、

待機をしている状況の考え方が２パター

ンございます。一つは、入りたい保育所

に入れていない、もう一つは、入りたい

保育所以外に近くに通える範囲の保育所

が空いておる状況があるにも関わらず、

そこを選択せずに待っておられる状況と

いうことになります。４月１日と１０月

１日の状況の数を申し上げますが、前者、

すなわち入りたいところをずっと待って

おられるということでございますが、２

０年度は６１人、２１年度は８３人、２

２年度は９１人、２３年度は９８人とい

うことになっております。これが１０月

１日になりますと、２０年度１７人、２

１年度２３人、２２年度２３人、２３年

度３４人という数字に若干減る傾向にご

ざいます。１０月１日と４月１日の推移

が逆でございまして、４月１日の段階で

少ないものが、１０月１日の段階で年度

の中で増加の傾向にあるということでご

ざいます。ということで、新しい定義の

自転車で通える範囲の部分でございます

が、４月１日の時点ではそれぞれ待機ゼ

ロというカウントになるんですけれども、

１０月１日の時点では２０年度から２１

件、４１件、３５件、３３件という形で

増加する傾向にございます。

　次に、学童の待機でございますが、学

童の待機につきましては、５月１日の待

機児童数と年度末の３月１日の待機児童

数ということで数字を申し上げたいと思

います。平成２０年度は５月１日、１９

名に対して３月１日、ゼロ名、２１年度

も５月１日、２１名に対して３月１日現

在ゼロ名、２２年度は５月１日現在１０

名に対して、３月１日現在６名という状

況になっております。

　次に、収納状況でございますが、まず

滞納の傾向でございます。保育園につき

ましては、２２年度決算ベースで市立の

公立の保育所が現年分収納率９６．２％、

過年度分が９．６４％ということになっ

ております。私立保育所につきましては、

現年分が９７．８％、過年度分が１１．

６％、学童保育室につきましては、現年

分が９８％、過年度分が１４．４％とい

うことになっております。保育所のほう

は、かなり個人個人で保育料も違います。

かなり金額のほうも大きくなっておりま

して、年々この収納率というものは悪化

の傾向にあるのも事実でございます。そ

の収納対策につきましては、現在、子育

て支援課におきましては、おおむね月に

２回、夜間の訪問徴収、電話による督促

等、もちろん督促状等も郵送させていた

だいておりますが、そういった形で対応

をさせていただいております。

　次に、口座振替の状況でございますが、

口座振替は保育所につきましては早くか

らシステムを導入しておりまして、口座

振替のサービスをさせていただいている

わけなんですけれども、２３年４月１日

現在で約７７．７％の方が口座振替を利

用していただいていると。学童保育につ

きましては、２２年度からシステムを入

れさせていただいておりまして、１０月

から口座振替の対応をさせていただいて

おりますが、その時点では約１２％、そ

れとこの２３年４月の段階では３８．７
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％と４割近い方が口座振替の利用をして

いただいている状況でございます。

　口座振替と収納状況の問題でございま

すが、詳細な確認はしておりませんが、

口座振替の部分につきましては、もとも

と納めていただいている方の、より納め

やすい状況、環境をつくっているという

ことで、その部分が大きいと思っており

ますので、大きく収納状況に影響すると

いうことはないのではないかというふう

には考えております。

　次に、就学援助金の問題でございます。

就学援助金の部分につきましては、以前

からご答弁を申し上げておりますが、認

定者の推移につきまして、２２年度の補

正予算でもその状況等をご報告させてい

ただいて、予算のほうを措置していただ

いたわけなんですけれども、２２年度は

大きく認定率というのが上がりました。

この要因についても、以前にもご答弁を

させていただいたんですけれども、日本

の経済、リーマンショック以降の部分で

ＧＤＰの成長率が戦後初めて２か年連続

でマイナス成長、しかも、このマイナス

の成長の部分の率が戦後最大で、その翌

年度は戦後２番目の率ということになっ

ておりましたので、その部分の家庭への

影響というのが相当ある、その結果がこ

の認定率にあらわれているというふうに

は認識しております。地域間格差につき

ましては、学校間で集計をしている関係

上、その部分については認識は持ってお

ります。ある程度の傾向というのは出て

いるものと認識をしております。

　支給の方法と支給の額の部分でござい

ますが、口座か学校払いかにつきまして

は、当初の申請の段階では、あくまでも

保護者に選択をしていただいているとい

うことで、どちらでも自由に選べるとい

う状況で選択していただいております。

ただし、年度の途中で口座払いを選択し

ておって、諸費の滞納が発生した場合に

は、あらかじめ承諾書等をいただいてお

りますので、学校経由で学校払いに変更

をしている状況があります。ちなみに、

その件数は２０年度で９０件、２１年度

６８件、２２年度８８件という状況になっ

ております。

　支給の部分の状況と今後の考え方の問

題でございますが、学用品や校外活動、

修学旅行等、さまざまな学校関係の諸経

費を支給させていただいております。こ

の認定者が増加した中での部分との関連

で申し上げますと、現在の認定基準額が

３８０万円ほどでございますが、この間、

３００万円以上の方、また２００万円か

ら３００万円の方、１００万円から２０

０万円の方、この所得の状況を見たとき

に、３００万円以上の方というのが多少

ではありますが減少の傾向にあって、２

００万円から３００万円の方が増加の傾

向にあるという分析をしております。そ

の観点で申し上げますと、やはりこの経

済の状況の中で所得の一層の低所得化と

いうものが進んでいるのではないかとい

うふうに認識しております。そういたし

ますと、その支給の部分で現在の支給額、

支給費目でその方たちが十分に学校にか

かる経費を賄えているかどうかというこ

とを考えたときに、より低所得の方には

手厚い補助というものが必要ではないか

という考えの下に、新たな就学援助制度

につきましては少し認定基準額を引き下

げさせていただきますが、より困ってお

られる方に対しては手厚い制度にしてま

いりたいということで考えておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。

　次に、奨学金の貸し付けの問題でござ

います。奨学金の貸し付けにつきまして

は、過日の本会議等でもご承認をいただ
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きまして、２４年度からは新しい制度と

いうことでさせていただくわけなんです

けれども、２２年度の支給の貸し付けの

状況で言いますと、１年生が４４人、２

年生が３７人、３年生が２３人の合計１

０４人ということになっております。こ

れが、２１年度は９９人、２０年度は８

３人ということになっておりますので、

年々経済状況の観点とともに増加の傾向

にあるというふうには認識をしておりま

す。これらの今後の制度の部分での周知

の方法につきましては、学校経由で既に

これまでの奨学金の制度の廃止というも

ののお知らせとともにですね、新たな給

付型の制度の創設についての周知の案内

を既にもうさせていただいております。

今後できるだけ早くその制度の内容、給

付の額であったり、そういったところを

詰めて確定し、できるだけ早く募集とい

うことにまで持っていきたいということ

で考えております。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午前１１時５５分　休憩）

（午後　０時５８分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　午前中に引き続いて、答弁をお願いし

ます。

　撰田課長。

○撰田教育推進課長　教育推進課に係る

質問についてご答弁申し上げます。

　ＩＣＴ機器の事業の整備についてです

が、平成２２年度に、パソコンを初め電

子黒板や書画カメラ、プロジェクター等

のＩＣＴの機器が整備されました。昨年

度の研修でございますが、導入いたしま

した機器が実際使用できるようにという

ことの内容を中心とした研修を、専門ス

タッフを各学校に派遣し研修を行ったと

ころです。

　また、ＩＣＴサポーターを各学校に派

遣いたしまして、月大体１回から２回で

すが、各学校の実態や要望に応じて研修

を行っているところでございます。また、

合わせて大阪府教育センターと連携した

研修も行っております。

　授業においての活用でございますが、

学習指導要領では、例えば社会の調べ学

習や、理科の実験データの整理、あるい

は音楽の創作での記録など、各教科の特

性に応じて活用することとなっておりま

す。

　本市におきましても、各教科での活用

が行われているところですが、例えば、

絵本の読み聞かせですとか、算数や数学

の解き方の過程を実際に投影することで、

さまざまな解き方、考え方があるという

ことを子どもたちに見せることで思考力

や判断力や表現力を養うような授業展開、

あるいは図形など立体的に見せるという

ような授業が現在行われているところで

す。

　また、合わせまして実技教科での、例

えば裁縫の手元を大きく映すことでより

わかりやすくするですとか、体育の実技

などのフォーム、記録等を撮りまして、

授業に生かすというようなことも行って

おります。

　続きまして、国旗、国歌のご質問でご

ざいますが、学習指導要領では歌えるよ

うにすることとあります。そこで表現学

習の目標や内容と関連させ、例えば、低

学年であればみんなで一緒に歌えるよう

にするですとか、中学年では歌詞を覚え

て歌うことができるようにするなど、発

達段階に即して指導計画を立てておりま

す。また、その指導計画の下、知識、技

能そして尊重する態度についても指導を

行っております。

○森西正委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　教育政策課に係り
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ます三つのご質問に対しご答弁申し上げ

ます。

　まず、１点目、学校部活動等助成事業

についてでございます。現在の五つの中

学校の部活動の数、あるいは種類につき

ましては、決してベストな状態ではない

ということは私どもも認識しております。

　委員ご指摘の小学校でやっていたスポー

ツがないではないか、そういった子ども

たち、あるいは保護者の要望にすべてお

答えできているとは思っておりません。

ただ、中学校側も非常にこの問題につき

ましては悩ましいことだととらえており

ます。

　先生方の中には、最も得意とする部活

動の顧問ができない、そういった実態も

ございます。既に部員が多数いるところ

は、顧問が転勤したそういった中学校に

配置された場合、部活動の存続も含めま

して得意でなくとも指導を継続している

ところでございます。

　そういったことを少しでも補完すると

いうことで外部指導者派遣を継続して実

施してきておりますが、平成２２年度の

内容につきまして簡単にご報告申し上げ

ます。

　五つの中学校へ１２人の外部指導者を

派遣しております。部活動の種類でござ

いますが、吹奏楽部、美術部、文芸部と

いった文化部、それから運動部について

は、サッカー部、バスケットボール部、

バレーボール部に派遣しております。

　次に、学力定着度調査事業についてで

ございます。

　平成２２年度から全国はそれまでの悉

皆調査ではなく抽出調査に変更しました

が、本市では希望利用を活用いたしまし

て、抽出以外の学校も含め全校で参加い

たしました。

　平成１９年度から行っている全国学力・

学習状況調査、本市全体の傾向をまとめ

ますと、本市全体の課題、傾向は出てく

るのではございますが、やはり直接授業

を指導いたします学校がそれぞれの学校

の研究体制、あるいは教科研究体制、こ

ういったものの点検のためには、学校ご

とでまとまった結果データが必要だと考

えました。そのためにも、本市では全校

参加する体制を組みました。

　さて、昨年度でございますが、４月２

０日に中学３年生、小学校６年生が実施

しております。採点されたデータが返送

されましたのが、国から抽出校のデータ

は７月３０日に本市教育委員会に届いて

おります。あわせて希望利用しました、

業者委託しましたデータが８月１７日に

届きました。

　これを受けまして分析を開始し、９月

２２日に結果概要を公表しております。

　あわせて、この結果概要の結果説明会

でございますが、１回目が１１月２５日、

鳥飼小学校の多目的室で行いました。参

加者が２６名でございます。１１月２７

日第二中学校視聴覚室、参加者が１５名、

３回目１２月３日、当時の教育研究所、

研修室で参加者が９名です。現教育セン

ターです。４回目が１２月４日、第四中

学校視聴覚室、参加者数が３１名。最終

第５回が１２月１０日、参加者数が３４

名、合計１１５名の参加者でございまし

た。

　３点目、最後でございますが、小中一

貫教育推進事業についてでございます。

これにつきましては３点ご質問がござい

ましたので、順番にご説明いたします。

　１点目、それまでの小中連携という名

称を小中一貫に変えた理由でございます

が、より一貫性を持たせるという意味合

いでございますが、どうしても小中連携

教育の名称では、小学校６年間と中学校
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３年間の特にその接続の部分、小学校６

年生と中学校１年生の接続での交流にな

りがちでございました。先生方の意識を

変革させ、９年間を共同で見るという、

そういった立ち位置を求めまして、１５

歳での成長イメージ、義務教育９年目で

の成長イメージを小学校でも中学校でも

共有したいと、そういった思いから小中

一貫教育推進事業に名称変更いたしまし

た。

　２点目、推進協議会の内容でございま

すが、推進協議会は学識経験者、教育委

員会事務局を初め、各小中学校から１名、

それに加え、中学校ブロックから事務職

員も１名加え構成しております。

　昨年は４回開催いたしまして、各中学

校ブロックでの具体的な活動の情報交換

と合わせ、全市的な小中一貫教育の推進

のための方策づくり、それから先進校へ

の視察、そういったものを年間通して行っ

てまいりました。

　３点目、最後でございますが、ジュニ

アハートプログラム、これの内容効果に

ついてでございます。ジュニアハートプ

ログラムは、本市で小学校の統合時に最

初に活用いたしました、人間関係を構築

するプログラムでございます。

　中学校で一つの学年に所属する二つの

小学校６年生を対象に、入学前の２学期

後半から３学期にかけて交流を行うもの

でございます。

　レクリエーションゲームの雰囲気の中、

人間関係トレーニングができるというこ

とで、中学校に入学してからの期待感を

持って過ごせるでありますとか、人間関

係はみずから積極的につくり上げていく

ものだという実感、こういったものが体

験できたと感想でも聞いております。た

だ、１日だけの短い時間での開催でござ

いますので、それがそのまますべての子

どもたちがけんかもなく中学校に入学し

てから過ごせるということにはなってい

ない、まだまだ改良の余地はあると考え

ております。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　教育総務課に係ります

４点のご質問にお答えさせていただきま

す。

　まず、学校給食の民間委託の検証につ

いてでございます。鳥飼西小学校、鳥飼

北小学校について、給食の検証会議を実

施しております。検証会議は毎年１回、

学校給食会として開催をしております。

　メンバーにつきましては、学校長、給

食担当教諭、ＰＴＡ、学校栄養士、調理

員、それと教育委員会事務局の栄養士、

また我々事務職員もそうでございますけ

れども、それぞれの代表によりまして検

証を行っております。

　なお、検証の内容、方法については、

衛生管理の状況、調理作業の内容、配缶

時間、また下膳の作業、子どもたちへの

声かけなど、職員間や子どもたちとのコ

ミュニケーションが図られているかなど

を視察し、検証委員会での意見交換など

を行っており、現在のところ２校とも問

題は生じておりません。なお、平成２３

年度、今年度につきましては、来月実施

する予定となっておりますので、よろし

くお願いをいたします。

　続きまして、学校給食会での各委員会、

取り組みということでございます。

　学校給食会の中には、物資選定委員会、

また献立選定委員会、納入業者選定委員

会、それと先ほど申し上げました民間委

託の検証についてということでの内容を

検討してます、学校給食サービス向上検

討委員会というもの、それ以外に必要に

応じて臨時に委員会を設けるということ

もございますけれども、大きく分けて四
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つの委員会がございます。この委員会の

内容といいますか、取り組みということ

でございますけれども、まず、給食の流

れということで申し上げますと、まず、

業者選定委員会において、給食用の物資

の納入業者を選定をいたします。業者の

業績や集配能力など、一定の資格を満た

しているか等、厳しく審査をさせていた

だいているところでございます。　

　その後に、献立検討委員会という中で

栄養士が主食や牛乳またはおかずを基本

として栄養のバランスや季節感等を考慮

して献立を検討していただいております。

その検討委員会をもとに、物資の選定委

員会を開催させていただいております。

その物資の選定委員会では、献立に基づ

き、必要な物資を納入業者に見本の提出

を求めて審査を行い決定をしておるとこ

ろでございます。この後、給食物資を発

注をさせていただいて、それぞれの学校

に物資を配送するという流れになってお

ります。

　それで、この三つの委員会の流れがそ

れぞれ別になっておりますけれども、一

体として給食全体を支えているものでご

ざいます。

　続きまして、摂津小学校の新築してお

ります給食調理場の設計、当初の検討は

どうだったのかということでございます。

　当初設計する時点では、当然、調査等

も入ってしておるわけですけれども、ま

ず旧味舌体育館の古い当時の建った図面

をもとに、どのような場所にどのような

基礎が入っているか等々、それも調査し

て、設計をしております。その設計の段

階では、やはり周りの建物との関係、ま

た歩道を横切っての、といいますか物資

の搬入等もございますので、安全対策も

考慮して設計を進めてまいりました。

　最終的に業者の決定がされた後、工事

に着手してから実際に建物をとり壊して

いたところ、いろいろな諸条件も変わっ

てまいります。そこで本市の建築課、そ

れと教育委員会、また工事監理をしてお

ります設計事務所ですけれども、工事監

理業者、それと施工者と協議を進めて、

最終的により子どもたちにとっての安全

も確保する、子どもたちだけでなく、一

般通行の方々の安全も考慮する中、また

今後の建物の維持管理をしていく中で、

位置の変更をするほうがより有利であろ

うということで位置を変更させていただ

いたものでございます。

　そこで当初設計でどうだったのかとい

うことでございますけれども、当初設計

はその時点でのいろいろな他の建物との

バランス等も考慮して考えて設計してお

りましたが、結果的には今後の利用状況

を考慮して位置の変更をさせていただい

たということでございます。

　続きまして、学校施設の耐震化につい

てでございます。

　本年度、平成２３年度でございます。

２２年度から繰越しをさせていただいて、

千里丘小学校の体育館の耐震工事を既に

完了をいたしております。千里丘小学校

の工事は済みましたので、残る校舎は小

学校で６校１０棟、中学校で４校１２棟、

あわせまして１０校で２２棟となるもの

でございます。

　耐震工事の要らない学校におきまして

も、ご指摘ございました施設の設備の老

朽化が進んでいることから、それらの改

修工事も必要であると考えており、また

多額の経費も必要になるかと考えており

ます。

　その中で国のほうも東日本大震災を受

けまして、耐震化を前倒しするよう補正

予算も大幅に増額をして、新年度、平成

２４年度予算の概算要求でも耐震予算を
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かなり増額をされておるという情報も入っ

ております。今後、国の動向を見きわめ

ながらより有効にこの交付金をいただき

ながら、本市の財政状況もございますけ

れども、国が示している５年以内にでき

るだけ近づけるような耐震化工事を進め

てまいりたいと考えております。

○森西正委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　不登校に関わって

スクールソーシャルワーカー、スクール

カウンセラー、さわやかフレンドをどの

ように活用しているかについてご答弁を

申し上げます。

　学校では、スクールソーシャルワーカー

を中心に、不登校対応の委員会等で丁寧

なケース会議を行い、子どもの課題を全

教職員で共有しております。

　教員だけでなく、教員とは違う立場か

らスクールカウンセラーがカウンセリン

グやプレイセラピー、家庭教育相談員が

家庭訪問や保護者への支援、また教育セ

ンターよりさわやかフレンドを派遣いた

しまして、子どもへの支援を行っており

ます。

　このように関係機関とも連携を図りな

がら、さまざまな角度からチームで支援

することで子どもや保護者の自己回復力

を高め、また、家庭での生活改善を図る

中で、家庭の教育力を高めて不登校の解

決に努めているところでございます。

○森西正委員長　前馬次長。

○前馬次世代育成部次長　教員不足ある

いは教員の多忙化についてのご質問にご

答弁申し上げます。

　文部科学省が教員を配置する際に大事

にしておりますことは、教員が子どもに

向き合う時間をいかに確保するか。また

できる、わかる授業をいかに構築してい

くか。この２点でございます。

　そんな中で加配等いただいているわけ

でございますが、教員の加配定数等がふ

えましても、現実に講師等不足しており

欠員状況等が発生している現状でござい

ます。

　定数と申しますと、学級定数と加配定

数があり、それを合わせて学校での教員

定数ということになりますが、その定数

に対して欠員が生じた場合に配置する教

員を定数内講師と呼んでおります。

　定数内講師の本市における割合でござ

いますが、平成２２年度は小中学校あわ

せますと９．５％、平成２３年度は１０．

７％、約１割の教員が定数内講師である

と、このような現状でございます。

　この定数内講師が年度当初すぐ配置さ

れたかということになりますと、昨年度

におきましては、若干配置できなかった

学校もございます。一番大きな長い期間

穴があいた学校では、２か月から３か月

あいた、そのような状況もございます。

そのほかにも産休あるいは病休等で教員

が休んだ場合に、講師がなかなか配置で

きなかったケースもございまして、結局

定数の講師を配置する際、２週間以上あ

いてしまったケースが、これは３か月、

４か月の場合も含めてですが、８件ござ

いました。また非常勤講師が２週間以上

配置できなかったケースも６件ございま

した。私どもの考え方といたしましては、

これだけ講師が不足している状況、教科

によっては他市でも定数が最後まで埋ま

らなかったケースもある中で何とか定数

を埋める、順序をつけてはいけないんで

すが、非常勤よりもまず定数、そのよう

に考えておるところでございます。

　今年度当初、定数で申し上げますと、

理科、国語で中学校で１名ずつ配置され

ていない状況がございました。どちらも

既に配置は完了しております。また、非

常勤講師が社会で２名、理科で１名配置
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されていない状況がございました。もう

社会の配置は終了しておりますが、理科

については現在も配置できておりません。

最大限努力はいたしておりますが、絶対

的な数が不足しておる現状がございます。

私どもといたしましては、何とか講師を

埋めるために、府内の各市町村の教育委

員会とも連携し、人を探しておる状況も

ございますし、大学とも連携して大学の

ほうの求人の案内等にも本市の教育委員

会の名前を出して人を募集しておる状況

もございます。

　続きまして、文部科学省が４年前に実

施した教員勤務実態調査に関わって、摂

津の教員の勤務状況を把握しているかと

いうご質問でございましたが、当時の報

告書によりますと、年間６期に分けて調

査を行ったわけですが、残業と持ち帰り

の仕事の時間を合計しますと、年間大体

小学校、中学校の教員ですと２時間半程

度勤務時間外の仕事をしている状況がご

ざいました。

　本市の小中学校の教員の状況を見ます

と、このような状況とほぼ似た状況じゃ

ないかと思っております。あるいは学校

によってはそれ以上、ですがこの調査結

果よりも少ないような状況はないと把握

しております。

　この対策といたしまして、持ち帰らな

くてもいいような状況をつくりたい。そ

ういうことで校務用パソコンを一人１台

導入いたしましたし、また、教員の負担

軽減を行い、きめ細かな指導が充実する

ように、小学１年生の学級補助員、ある

いは学校読書活動推進サポーター等を配

置しまして、より教員が子どもと向き合

える時間を確保する、あるいは持ち帰り

仕事や残業を減らしていけるように努力

しておるところでございます。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　生涯学習課に係

りますご質問にご答弁申し上げます。

　まず、１点目でございますけども、第

２次摂津市生涯学習推進計画の進行管理

のことでございます。質問の趣旨としま

しては、まず第２次生涯学習計画の進行

管理を踏まえまして、どういうものかと

いいますと、まずこの計画は平成１８年

３月に１０か年の計画として作成したも

のでございます。三つの柱がございまし

て、「学びつづける機会の充実」「学び

を活かすまちづくりの促進」「学びを支

える体制の整備・充実」を計画の三つの

柱としております。

　平成２３年４月からは、１０部１９課

を推進担当課として、いつでも、どこで

も、だれでも学び合える生涯学習社会の

現実に向けて取り組みを進めているとこ

ろでございます。

　ご質問の平成２２年度の進捗状況調査

で、その他遅延・課題等に挙がった内容

でございますけれども、平成２１年度、

２２年度も含めまして実施困難の項目を

２点ほど申し上げます。　

　主要施策といたしましては、教育コミュ

ニティーづくり、推進施策としましては、

開かれた学校づくり、施策の内容にしま

すと地域教育協議会すこやかネットの活

性化、推進事項としましては、余裕教室

等の活用により、すこやかネットの活動

拠点の整備に努めますという項目になっ

ておるわけなんですけども、平成２２年

度の事業内容、報告によりますと、少人

数指導など、指導内容の改善の取り組み

には、教室がこれまで以上に必要であり、

余裕教室の確保は困難であるという部分

がございます。あと２課にまたがるんで

すけども、平成２３年度の予定のその他

としまして、すこやかネットの拠点整備

について、改めて検討の必要があるとい
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う回答がございました。

　あと関係課共通の項目としましては、

学校施設の活用が推進施策でございまし

て、施策の内容としましては、学校施設

等整備時の複合化の検討、それを推進事

項としますと、学校施設に地域住民が利

用できる施設の併置を検討していくとい

う項目でございますけども、平成２２年

度が実施困難、平成２３年度としまして

は、将来の課題であるという報告で挙がっ

ております。

　続きまして、もう１点、子ども読書活

動推進計画の進行管理のことでございま

すけれども、これもその他の評価が約１

０件、２３年度予定で挙がってまいりま

した。その他の評価としますと、実施に

向け取り組むべきものであるが、実施が

困難であるという評価はこれは生涯学習

推進計画と同様でございます。

　あと主な２点ほど報告させてもらいま

すと、１点目は学校図書館を地域の方へ

の開放に向けて検討すると、それが平成

２２年度の実績では、遅延・課題として

挙がってきて、進んでいない状況である

と。同様に平成２３年度はその他の項目

で挙がってまいりまして、学校側と検討

していく方向で考えると、関係課から報

告を受けております。

　あと、実施に向けては課題が多く、現

段階では学校図書館の利用者数をふやす

取り組みのほうに力点を置いているので

ないかと考えております。

　あと２点目、子ども読書活動推進関係

所管課でございます生涯学習課の施策で

ございますけれども、全市的に子どもの

読書活動に関わりのある施設、団体、組

織が情報や意見を交換し、協議する全庁

的な組織づくり、子どもの読書活動を推

進しますと、こういう施策事項がござい

ます。これも平成２２年度遅延・課題で

挙がってまいりまして、実施できなかっ

たという項目でございます。平成２３年

度も同様に今年度におきましては、関係

各課と連携を図りながら、組織づくりを

していくとなっておりますけども、これ

につきましては所管課としましては、今

後も子ども読書活動推進に関わる行政の

関係課及び関係者等が協力し連携を図り

ながら子どもの読書活動の推進のために

取り組んでまいりたいと考えております。

　続きまして、文化財保存の関係でござ

います。

　まず、１点ですが、摂津市の指定文化

財指定を行った部分でございます。まず

平成２３年２月２４日に教育委員会から

摂津市立第６集会所（旧一津屋公会堂）

と明和池遺跡から出土しました土馬を摂

津市指定の有形文化財指定についての諮

問を文化財保護審議会にさせていただき、

文化財保護審議会において、２回の慎重

審議をいただき、指定にふさわしいもの

と答申をいただきました。あと今年の５

月１８日の教育委員会におきまして、摂

津市指定有形文化財の指定について、教

育委員会に答申され、翌月の６月１５日

の教育委員会にて指定有形文化財として

指定されております。あと指定の後、同

日付で直ちに告示を行ったのち、文化庁

長官に指定について報告をしております。

　あと、市民等への周知でございますけ

れども、告示の後、６月１５日に市のホー

ムページに掲載をしておるところでござ

います。

　あと文化財等の保存・活用の質問でご

ざいますけども、市内の遺跡から出土し

ております遺物のほか、市民の方から譲

り受けております農具や民具につきまし

ては、今まで小学校の空き教室や、味舌

スポーツセンターなどに保管しておりま

したが、今年度につきまして旧教育研究
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所のほうに移管しておりまして、現在集

積をしております。今年度にかけまして

現在整理を行っておりまして、今後教育

研究所跡地、建物自体の中で過去に鳥飼

村役場や、公民館などで地域に根差した

活用をされていた関係上、文化財の保存、

郷土資料の展示場所としましては旧教育

研究所がふさわしいものと考えておりま

す。

　ただ単に文化財を集積するだけでなく、

摂津の郷土の歴史を伝える埋蔵文化財や、

農具、民具を一般公開することによりま

して、ふるさと摂津への郷土愛を育む一

助と考えております。

　あと、明和池遺跡の土器類等の保管場

所としましても、教育研究所に隣接して

おります２階建てプレハブのほうで倉庫

として活用したいとは考えております。

　あと、保存の方策等につきましては、

現在では日本の歴史等を変えるようなも

のが出てくれば現状保存ということにな

ろうかとは思いますけども、多くは記録

保存にとどまっているのが現状でござい

ます。ただ、こういった埋蔵文化財が出

てきているものは、地域の歴史を知る上

で本当に貴重なものと考えております。

　現在市内には常設の展示場はございま

せんが、市内から発見されました遺物等

につきましては、摂津の歴史を認識いた

だく意味からも市民の皆様に公開展示し

ていくことが重要と考えております。

　あと明和池遺跡の現地公開のことも言

われたと思いますけども、このことにつ

きましては、平成２２年７月２２日から

発掘調査を進めておりまして、大阪府の

指導監督の下、大阪府文化財センターが

業務受託して、本市も調査員を派遣し共

同で実施しているものでございます。本

年度の調査においては、弥生時代後期の

掘立柱建物跡２棟、柱穴、土杭、溝や古

墳時代の井戸跡、河川跡が発見されてお

り、河川跡からは多量の土器が出土して

おります。発掘調査の成果を市民の皆様

に公開し情報提供することは本市の文化

振興及び文化財保護を推進していく上で

重要なことと考えております。この現地

公開につきましては、１０月２９日土曜

日、午後１時から３時において説明会を

開催するつもりでございます。

○森西正委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　本市の体育施設

の耐震補強についてご答弁させていただ

きます。

　昭和５６年６月以降の建物に関しまし

ては、新たな耐震基準に基づき建設され

ておりまして、旧来の基準に比べて耐震

性の向上が図られており、その以前の建

築物は耐震性が不足している可能性があ

るとされております。

　本市の社会体育施設のうち、昭和５６

年６月以前に設置されました建物は、味

舌スポーツセンターが昭和４９年３月に、

三宅スポーツセンターは昭和５２年３月

にそれぞれ竣工しております。両施設に

つきましては、耐震補強の必要があるも

のと考えておりますが、子どもたちが通

います学校、園等の施設の耐震化を優先

して進めておりますので、残念ながらま

だこの施設の耐震補強につきましては実

施できておりません。今後スポーツ施設

として施設の充実の検討をしながら財政

状況をかんがみつつ、早期の対応ができ

るように努力してまいります。

○森西正委員長　先ほど明和池の文化財

の件ですけれども、ＵＲへの呼びかけと

いう質問があったと思うんですけれども

その点はどうですか。

○池上生涯学習部参事　保存の関係で文

化財につきましては、現状保存というの

が教育委員会生涯学習課としましてはそ
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ういう考えでございますけども、ＵＲ、

関係課のほうとも現状保存の方で協議も

しながら、現状保存の方は訴えておりま

すけども、あとは発掘、今回の調査によ

りまして現地公開調査も行いますし、動

きは十分に教育委員会としては、現地保

存について取り組んでまいっているとこ

ろです。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　多岐にわたりましてご答

弁ありがとうございます。ご答弁いただ

いた順番に２回目に入りたいと思います。

　まず、最初にこども教育課に関わって、

第１児童センターの委託料とそれから活

動や事業の内容についてご説明をいただ

きました。児童センターは第１児童セン

ターと名づけられておりまして、第１が

あれば、第２がある、第３、第４がある

というふうに、これは多くの市民の方も

引っ越してこられた方も第２児童センター

はどこにありますかという問い合わせが

最近はどうかわかりませんが、以前よく

聞いたことがあります。

　取り組みをお聞きしておりますと子ど

もたちが主体となって、また学校とはま

た違った異年齢での自主的な自発的な遊

びの場として機能しているということが

よく伝わってきます。

　事業は指定管理者ということで福祉事

業団のほうに委託をされていて、当初５

年間、５年契約切れて今度３年の延長と

いう形になっていて、今外郭団体の指定

管理者の問題では、全庁的に検討がなさ

れているということでありますので、そ

の指定管理についての運用については、

きょうは述べません。

　この児童センターの昨年の活動の中身

を資料をいただいておるんですけども、

その中で利用者の地域的な偏りというの

はどうしても避けられないですね。学校

別に児童センターを利用する場合には、

使用証というのを交付されて、それで児

童センターで活動するというふうに聞い

ているんですけども、学校別で見ますと、

やはり摂津小学校、味舌小学校、三宅柳

田小学校で全体の約９割ほどです。その

他でいくと１割ほどの利用ということに

なっているんですね。

　地域的には仕方がないことかなという

ふうに思うわけですが、しかし、こうし

た児童センターを一つの地域に偏ってい

たままでいいのかどうかということはや

はり私は問題があるのではないかと。前

回一般質問でも取り上げましたけども、

全市的に子どもたちがこの児童センター

の機能やそこから得られるプラスの効果

というのはできるだけひとしく享受でき

るように努力することは必要だと思いま

す。この偏りについての認識とやはり全

市的に児童センター的な機能を全市の子

どもたちに提供できるようなことがやっ

ぱり必要ではないかなと思います。その

点、お聞かせをいただきたいと、物理的

にどうなのか。すぐにでもつくることが

できないのであれば児童センターの機能

を出張するとかでしてやるとか、出前講

座の出前センターというような形で活用

できないかとかいうような声もあります

けどどうなのか。それについてお聞かせ

をいただきたいと思います。

　次世代育成支援行動計画については、

庁内で２１課で取り組んでおられると、

いろいろなことも進められてきていると

いうふうにおっしゃっています。やはり

子育て全般に関わることで、ほかの計画

もそうですけども、全庁的にまたがる計

画というのは、中心としてまとめておら

れるところがいろいろコーディネートし

ていかなければいけないという役割も果

たしているんではないかなと思うわけで
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す。

　次世代育成支援行動計画の中には、例

えば働く親の子育てと仕事、ワークライ

フバランスについてであるとか、それか

ら育児休暇がとれやすくしましょうとか、

そういったものまで広くうたわれておる

わけなんですけども、産業振興に関わっ

たり、女性政策に関わったりすることが

あるかと思いますが、そういった個々の

数字的な目標とは別に、次世代育成計画

の中で精神的にうたわれているものを長

期的ビジョンで推進していこうという場

合に、それぞれの全庁的な協議の中で、

ただ報告を聞くだけになっていないか、

きちんとした推進を図れるように役割を

果たすことができているのかどうか。そ

の点、現状、そこまで行けているのか行

けてないのか、課題としてお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、ホームページですけども、

開設以来４万８９５件のアクセス、多い

のか少ないのか、ちょっと判断に迷うわ

けですけども。

　恐らくこれからもっと周知されて、もっ

とアクセス件数が伸びていくように工夫、

改善を図っていただけたらなと思います。

　今はインデックス的な感じでかわいら

しい図柄でスタートしておりますが、ク

リックすると市役所の教育委員会のお堅

いところにアクセスする。情報をそこに

つなげるという意味でも無駄ではないで

すし、非常に有益だと思いますので、こ

の点についてはせっかく７５０万円の構

築ですのでね、ちょっと高いなという気

がしますね、今の内容ではね。今後これ

については、ホームページがあの状態が

完成なのか、それともその委託の中には

もう少し活用していく中で変更もしてい

くということまで含まれているのかです

ね。含まれていないとしたら、どこがど

のように責任を持って充実を図っていく

のかについてお聞かせいただきたいと思

います。

　それから、幼稚園の預かり保育につい

てです。試行的にせっつ幼稚園でスター

トして毎回１５名ほどが利用されている

ということです。これは平成２４年のこ

ども園にも通じていくのかなと思うんで

すけども、幼稚園で言えば、バスのお迎

え、もしくは保護者のお迎えがあって、

水曜日ですと午前中で終わるんでしょう

か、その他の日ですと２時ぐらいに終わっ

て子どもたちが帰るんですけども、預か

り保育になりますと、帰らない子どもさ

んが出てくるわけですね、そうすると一

つの園で早く帰る子とゆっくり帰る子と、

バスで帰る子と徒歩で帰る子と、もうちょっ

と長くいる子というのが３形態出てくる

んでしょう。こども園で行きますと今度

は保育所の園児さんですから長時間保育

の方、それから幼稚園でいうと短時間の

保育になると。幼稚園でいながら預かり

保育ということで、短期でいながら預か

りで長くなるという、ここにも３種類の

園児さんが一つの園で出てくる。そこに

バスで帰る子、保護者がお迎えにくる子、

延長保育、長時間保育にプラス延長保育

の子、そこにまだ０歳児から３歳児まで

の小さな乳児、幼児が存在しますし、非

常に子どもたちとの対応というのは現場

では相当大変な状況になってくるのでは

ないかなと思うわけですね。やはり人的

な保障なくしては、慣れでとにかくやら

なきゃいけないんだと現場では恐らく一

生懸命交流を図ったり連携を図ったりし

てシミュレーションをしたりしてやって

おられるんではないかと思うんですが、

やはり絶対的な人的な保障がなければこ

れは難しいんじゃないかなと思うんです

ね。
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　試行的な預かり保育のときは、現行の

人員でやってもらってますということだっ

たかと思うんですけども、現状せっつ幼

稚園では、試行から週のうち４日ほどで

すか、現実やっておられる中で、人の配

置というのはきちんとできているのか、

それとも今のメンバーでやらざるを得な

いような状況になっているのか、そうい

うことを気にかかることがあります。

　幼保一元化、それからこども園の開設

準備委員会とか、カリキュラムの議論と

かおっしゃいましたけども、そういった

具体的に子どもたちが入ってきたときに、

少なくとも当初相当な混乱というのが想

像できるわけなんですけども、そういっ

た検討なんかはされているのかどうか、

そこをお聞かせいただきたいと思います。

　それから、こども園については課題と

して幾つか挙げておられましたけども、

全く違う機能を持っている施設が一つに

なるわけです。子育ては保護者なくして

は、幼稚園も保育園も保育所もこども園

も、保護者の参加なくしては成り立って

いかないと私は思うわけですけども、保

護者の考え方、先ほどおっしゃったよう

に諸費用の考え方、会議の時間の持ち方、

本当に違いがある中で調整を図っていか

なければならない。そこに、それまた施

設管理者の重圧というのがかかってくる

かというふうに思うわけですけど、その

辺の調整についても教育委員会がしっか

りフォローしていかないと現場が大変だ

けでなくてそれがやっぱり子どもたちへ

の影響とか、場合によっては事故につな

がるようなことがあっては決してならな

いと思うわけですね。その点のその思い

はどうなのか。相当難しいことを長年準

備されてきたとおっしゃるかもしれませ

んけど、既に実施されている池田市の幼

保一元のこども園にしてもかなり現場で

の努力、工夫というのをされているとい

うふうに伺っているわけですけども、そ

の点の準備状況等を把握して、フォロー

の体制をとる予定になっているのかどう

か、お聞かせください。

　保育所の耐震については、０．５１、

０．５２というＩｓ値の数字をお示しい

ただいたんですけども、０．５１、０．

５２というと震度６強で倒壊する危険性

があるという指標だったかと思うんです

ね。これは耐震工事をしなきゃいけない

建物になっていますので、その点は早期

に計画を立ててほしいと思うんですが、

少なくとも建物全体の耐震工事ができる

までの間でも、ここの部屋はつぶれない

という、部分的な補強であるとか、出入

り口の確保のための補強であるとか、ガ

ラスや天井材、そういったものの崩落を

防いで小さい子どもたちがけがのないよ

うに対応策を打ってほしいというふうに

思います。要望にしておきたいと思いま

す。

　幼稚園も保育所も非常に狭い敷地の中

で建物が建っていて、ひさしがコンクリー

トで出ておりますから、逃げるための通

路が上からものが落ちてくる可能性も十

分あるんじゃないかなという心配もして

おりますので、その点総点検、チェック

していただくということを要望しておき

たいと思います。

　次に、子育て支援課のほうですけども、

児童扶養手当についてです。児童扶養手

当とそれからひとり親家庭の医療費助成

制度、どちらも同じ時期に父子家庭に対

しても対象になったというふうに認識を

しております。国の制度ではありますが、

あるいは摂津の母子家庭、それから父子

家庭の方々を援助するという点では、担

当課として、受けられる人がその情報を

つかめていないというような状況のない
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ように周知徹底を図っていただきたいと

いうことをお願いしておきたいと思いま

す。

　それから、もう１点は返還金のお話で

す。平成２２年度は３００万円、その前

の年は７０万円ぐらいだったかと思いま

すが、変動はあると思いますし、それぞ

れ条件に合わなくなっていたりとか、先

ほどお話がありました障害年金のさかの

ぼっての支給によって、返還をしなくて

はいけないというようなことが事務的に

発生するということはやむを得ないこと

かなというふうに思います。ただ、一た

ん受給したものを返還するとなるのは、

なかなか理解を得る努力というのもかな

り必要になるかなというふうに思います。

あらかじめの児童扶養手当とそれから年

金のさかのぼりのお話であるとか、もし

くは婚姻関係が後からわかってきた、離

婚して母子家庭になっていた、その後、

婚姻をしたけど、届け出をしなかったと

か、忘れていたとか、そういうようなこ

とがあったら、こういうことになります

よというきちんとした説明を一回だけで

はなかなか済まないかもしれませんから、

その都度お話をしておいていただくとい

うことが必要ではないかなと思いますの

で、その点は要望としておきたいと思い

ます。

　それから、母子の高等技能訓練でござ

いますが、なかなか生活をしながら、資

格を取って自立に行こうというのは、や

はり、言うは易しい、行うは難しと言え

るかもしれません。しかし、可能な方に

ついては、できるだけその人たちの意欲

を引き上げて、こういった機会を提供し

ていくということは非常に必要だと思い

ます。情報提供が更新のときごとにやら

れているということですので、あと面接

の中で親身な相談の中で引き上げていた

だきたいなというふうに思います。要望

としておきます。

　それから、母子施設のことについては、

わかりました。ＤＶの対応というのは、

児童虐待と合わせて、さまざまなところ

で相談窓口があるかと思いますが、その

相談窓口の中から、迷わず適正な対応が

とれるように、施設入所が必要な場合は、

施設入所を選択できるような体制をぜひ

とっていただきたいと思います。もちろ

ん、入所施設のキャパの問題もあるのか

もしれませんが、それに対応する相談の

準備というのをやっていただきたい。そ

の中でまた、不足な部分については、声

を上げて、その対応を国や府にも求めて

いく必要があるかと思いますので、そう

いった観点で取り組んでいただきたいと、

要望にしておきます。

　子ども手当についてでございます。非

常にいろいろ制度も変わっておりますが、

これは、今度からの話ですが、支給額が

変わりました。年齢によって１万３，０

００円から１万５，０００円になる世帯、

１万５，０００円が１万円になる世帯、

同時に子ども手当から保護者の求めがあ

れば、保育料を差し引くことができると

かそういった学校に関わる費用も差し引

くことができるというような中身になっ

ているというふうに聞いております。求

めがあれば、やれるよというものと、差

し引くことができるよというのは、似て

いて大きく異なってきまして、行政によっ

て、無条件に差し引いてしまうというよ

うな場合も、可能性としてはあるわけで、

子育て世代の経済的な困難の中で、きち

んと相談をした上で、やるべきではない

かと思いますが、もしそういった準備を

今されているようでしたら、お聞かせを

いただけないでしょうか。どのようにお

考えなのか、お聞かせください。
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　乳幼児医療についてです。他市もやは

り子どもの健やかな成長であるとか、子

育て支援の柱として、子どもの医療費助

成制度の充実というのは、どんどん発展

させておられます。その中で、大阪府内

でも非常にすぐれた制度として、摂津市

の制度もあるなというのは認識をしてお

ります。１歳年齢引き上げをすると、市

の費用負担が、前は１，７００万円ほど

引き上がるのではないかなという試算を

以前ご答弁いただいたことがありました。

今回、子どもの医療費の入院ではありま

すけれども、小学校入学前から中学校卒

業まで引き上げて、平成２１年度に引き

上げました。平成２１年度は大体２００

万円の費用負担増になりました。平成２

２年度は課長からの説明のように、周知

徹底が図られて、少し受けられる方もふ

えてきたのではないかなということで、

入院全体で１，２００万円ふえました。

小学校入学前から中学校卒業まで入院を

引き上げて、単純計算ですね。インフル

エンザの流行とかもありますから、一概

には言えませんが、数字だけで見ると約

１，４００万円ほど、これだけ９年間引

き上げて、１，４００万円ほどで済んで

いるということもありますので、今後の

引き上げの検討の材料に考えていただき

たいなというふうに思います。要望にし

ておきます。

　それから、待機児の問題です。保育所

の待機の定義が、課長おっしゃったよう

に旧定義、新定義、希望するところが入

れなくて、待っておられる方と近くにあ

いているけど、希望しているところがあ

くまで待っている方、それぞれ数字の取

り方は違うわけですけれども、現に、保

育を希望する方々というのは、便利なと

ころ、自分の活用したいところ、これは

選択ができるということでありますので、

あくまで旧定義で待機者をゼロにしてい

く努力が必要だというふうに思っていま

す。

　現状、年度当初から年度途中へと保育

所の場合は、待機児はふえていっていま

す。地域的には偏りがあるのかなという

ふうに思うわけなんですけれども、そう

いう対応を偏っている、ここはあいてい

るけど、ここはあいていないというよう

な状況をどういうふうにうまいこと待機

者を減らすことが目的ではなくて、保護

者の方の保育を応援していくことができ

るのかという提案ですとかということが

必要なのかなと、もちろん材料がなけれ

ば提案はできないわけなんですけれども、

その点のお考えとか、検討の中身につい

て、お聞かせをいただきたいということ

です。

　それから、保育所は、定数はあります

けれども、入所の緩和によって、１５％

増まで今、摂津市は受け入れを認めてい

るということでありますが、今後、受け

入れをもう少し弾力化して、ふやすとい

うようなことを考えておられるのかどう

か、現状の待機児童の絡みでそういった

選択というのは、出てくる可能性はある

のかなと思ったりしていますが、しかし、

厳然としたる保育基準があって、安心し

て保育してもらえる環境というのも守ら

なければいけない、非常にどちらかを取

るというのは、難しい問題だと思います

が、環境はきちんと守っていただきたい

と思います。その点のお考えも、定員の

弾力化についてのお考えも聞かせてくだ

さい。

　学童保育のことについても、当初、待

機児がいて、途中から待機児が解消して

いくというふうな経過になっていますが、

年度当初から、待機児童が生まれないよ

うな工夫というのは、やはり必要ではな

－36－



いかというように思います。これは、前

からもお話をしてきたんですけれども、

保育所の年長さんの卒園児の数とそれか

ら学童へ入所希望される方の数に乖離が

ありますよね。もちろん家庭の事情であ

るとか、本人の希望であるとかというと

ころで言えば、保育所から学校に上がっ

たときに、学童保育を希望しない、兄弟

がいるから大丈夫だというようなご家庭

もあるかもしれませんが、学童保育の定

数を確定していく上で、保育所の卒園児

の数からアプローチして定数を決めてい

くと、来たらそれを定数にするのではな

くて、あらかじめそういった余裕を持っ

た定数を、定員に図っていく必要がある

のではないかと、もちろん、それには人

件費もかかってくるでしょうし、施設の

面でも拡充が必要なのかもしれませんが、

そういう検討も必要ではないかと思いま

すが、その検討をされているかどうかに

ついてお聞かせください。

　収納状況については、現状わかりまし

た。

　引き続いて、子育て支援の就学援助に

ついてでございます。

　学校払いで就学援助金を受け取ってい

るということが、給食代はすべて就学援

助を受けている人が学校に支払われると

いうことですので、ちまたで給食代の滞

納問題というふうに言われている問題は、

摂津市の場合ですとかなり就学援助金制

度によって、給食代の収納とか、それか

ら現場の先生や事務職員さんの滞納の集

金という事務作業や負担軽減につながっ

ているんのではないかなというふうに思

います。学用品であるとか、修学旅行の

お金ですとか、学校にかかわるさまざま

なことについても、学校払いによって、

実質現物支給のような形になっていて、

義務教育は無償だという精神に近づいて

いるような運用かなというふうにも思っ

たりするわけで、就学援助金制度という

のは、本当に改めて、大事な制度だなと

いうのはわかりました。この間所得がど

んどん下がってきて、一方で低所得化が

進んできたことによって、より低所得者

のところに重く支給額をふやしていこう

と、そのために、上のほうの人たちにつ

いては我慢してもらおうというような議

論になっておりますけれども、広く子育

て支援を柱として、就学援助金制度を守っ

てきて、育ててきた摂津市としては、こ

こはやはり、現行の所得基準の中で、低

所得者の方を支えるという、そういう制

度として守っていただくのが本来あるべ

き姿ではないかと、私は思います。

　いずれにしましても、検討されている

のであれば、具体的に平成２２年度では

２，８００人ほどの受給者の方がいらっ

しゃいます。地域差もあるというふうに

おっしゃいましたけれども、地域によっ

ては、４７％、４８％と、５割近い生徒、

児童が受けておられるところもあって、

かなりの影響があると思います。どのく

らいの方に影響が出て、そしてどのくら

いの支給増充実に図って、差し引きどれ

だけの充実が図って、子育て支援を進め

るんだというふうな発信が必要かと思い

ますが、その点の中身については、明ら

かにするのか、もしくはそれに至ってい

ない段階なのか、明らかにするならいつ

ごろ明らかにするのかについて、明らか

にしていただきたいと思います。

　奨学資金貸付制度については、新しい

制度の周知の説明等、できるだけ早く行っ

ていただきたいと要望しておきます。

　続いて、教育推進のＩＣＴ教育につい

てでございます。先生お一人一人にパソ

コンが渡されて、授業の中身についても、

ＩＣＴ機器を活用して、研修をされてい
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るということでございました。やはり、

年代によっては、機械やパソコンを扱っ

たり、電子機器を扱うことになれていな

い、そのことによって、非常に重いスト

レスや逆に事務負担がふえていくと、過

渡的な状況なのかもしれませんが、そう

いった弊害も出ているのではないかなと

思います。そういった中で、サポーター

が派遣されたりということで、やはりフォ

ロー体制をしっかりと取っていただくと

いうことを改めて要望をしておきたいと

思います。先生の多忙化の問題でも一人

ずつパソコンを置くことによって、パソ

コンの順番待ちをしなくてもいいように

とか、持ち帰りをしなくてもいいように

というような工夫をされておられるとい

うふうにお聞きしましたが、果たしてそ

れが本当に多忙化に役に立つのかどうか

というのは、まだわかりませんが、少な

くともそういうふうに使っていただきた

いなと思います。

　同時に、先日、教育センターに寄せて

いただきましたけれども、そういう学校

用や地域やそれぞれの現場の取りまとめ

をしている事務所の職員さんにパソコン

がないとか、いろいろな活動をされる拠

点となっている事務所にさまざまな設備

がまだ整っていない、始まったばかりと

はいえ、もう半年もたちました。その点

の充実も改めて、要望をしておきたいと

思います。

　国旗国歌については、毎回質疑させて

いただいております。ご説明されること

は学習指導要領に書かれていると、その

とおりやりますということでございます。

私は、学習指導要領がすべて金科玉条の

ごとく、それを完璧にこなさなければい

けないとなりますと、ほかのことまで相

当なことまで突っ込んでいかなければい

けない。それで、それぞれ努力するとい

うのはわかりますが、思想信条に関わっ

ていく、内面的な問題をはらんでいる、

特に日本の国旗国歌については。そういっ

た問題は、厳然として、社会の中に存在

しています。そうしたら、存在している

問題を強制によって、もしくは、教育だ

からということで、式典で行う、するほ

うは指導要領どおりやりますからという

ことで、やっていても、受ける側として

みたら、そこに出なくてはいけないのか

ということにもなりかねません。それは

やはり私は強制に非常に近いものだなと

いうふうに思います。そういう点では、

教育はやはり強制ではないと、私は思い

ます。橋下知事は２００％強制だと言い

ましたし、１足す１は２と言って、強制

するのはだめなのかと言って、ちょっと

次元の違う話をされておりましたけれど

も、強制ではない思想的な醸成を図ると

いうことが大事なことだと思いますので、

押しつけをしないように、無理な強制を

しないように、要求を要望をしておきた

いと思います。

　それから、教育施策のほうについてで

す。部活動については、非常に、現状ご

苦労されている点について、お話をいた

だきました。ただ、今、子どもたちが接

するスポーツというのは、非常に多種多

様になってきて、それにすべてこたえよ

うとなると、学校のほうも大変だと思い

ます。しかし、子どもたちが自発的にこ

れをやりたいということで、声を上げて、

先生に要望したときに、単にこうだから、

学校の先生が少ないから、対応する顧問

の先生がいないからということで、つぶ

してしまうということは、逆に子どもた

ちの自発的な思いやそれを形にして、友

達とつながって、一つのことを達成して

いこうという営みを阻害してしまうこと

にならないかなという点では、工夫をぜ
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ひしていただきたい。例えば、クラブが

なくても、ほかの学校と共同して一つの

クラブをして、共同に大会などに参加で

きるような体制をつくっていく必要があ

るのではないかなと、一つのクラブ、自

分の入りたいクラブに入るために、わざ

わざ住所を移して、違う学校に通う、そ

うなると、地域で子どもたちを支えよう

とか、地域で子どもたちを見守っていこ

うというようなことからどんどん離れて

いて、学校区がなくなって、市内どこで

も自由に学校が行けるようになってしまっ

た。こうなれば、教育活動、地域教育活

動もこれは無になってしまうのではない

かなと思います。そういう点での工夫を

ぜひ求めたいと思います。要望とします。

　学力定着度テストです。これも、平成

２２年度の結果を見させていただきまし

た。主に、ご答弁いただいたように、実

施してから結果が出るまでの間に、約５

か月かかります。それで、子どもたちや

保護者の手元に届くまでに、もう既に試

験をやったことさえ忘れてしまっている

というような状況で、これは、どうも、

個人の学習定着度をはかるということよ

りも、学校や教育委員会が傾向を調べる

ための傾向調査だという意味合いが非常

に強いんだろうなというふうに思います。

　そういう傾向を調べる調査であれば、

何も毎年悉皆でやる必要は、私はないと

思います。逆にそのことによって、授業

時数が非常に足りなくなっている中で、

学校の教育活動を阻害しているのではな

いかなとさえも思います。

　学力定着度テスト、今度、平成２３年

度については、小学校２年生に学力定着

度調査という独自のテストをやって、府

の学力テスト、悉皆調査として、ことし

やっておられますけれども、悉皆ではな

くて、個々で傾向が既にわかっているわ

けで、毎回出てくる傾向も同じですので、

それに対応して、あと個々の学習現場の

中で、子どもたち一人一人の定着度を図っ

ていくという日常ふだんの授業改善や努

力を継続してもらうということが必要で

はないかなと思います。もう一度見解を

お聞きします。

　小中一貫については、わかりました。

小学校と中学校の先生との連携を図って

いただくということは非常に重要なこと

だと思いますので、充実をお願いしたい

と思います。

　給食です。検証会議の中身を昨年、平

成２２年度の検証会議の結果をいただい

て、見ていますと、鳥飼北小でも初めの

年でしたけれども、結構順調にやってお

られるというような結果でありました。

ただ、１回目、昨年の鳥飼北小の検査は

比較的時間的余裕のあるときだったので、

今度はもう少し入り組んだ時間のゆとり

のないような状況で検証したいというよ

うな最後のまとめのこともありましたの

で、多様な角度から、鳥飼西小、鳥飼北

小の検証をしていただきたいと要望をし

ておきたいと思います。

　同時に学校給食の調理部門の民間委託

というのは、必ず労働法や派遣法との関

わりがあるわけですから、最終的には調

理部門の民間委託というのは、最後にな

るとそこでそぐわないというのは、私の

考えです。ただ、市の関与をなくしてし

まうということになれば、安全を保証で

きません。こんな矛盾したことはありま

せんけれども、安全を保証しつつ、調理

人さんの労働条件をしっかり守れるよう

な対応を取っていただきたいということ

を要望しておきます。

　それで、学校給食会のお話をお聞きし

ました。それで、やはり直営で摂津市が

学校給食を安全でおいしいものにしよう
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というような努力がこの給食会の中の取

り組みでもよくわかりました。納入業者、

献立選定、物資の選定まで、いろんな形、

角度からやっておられるということがわ

かりました。それで、物資の選定なんか

におきますと、特に最近ですと輸入牛肉

の問題であったり、それから、風評被害

になってはいけませんけれども、放射能

漏れの問題であったり、または、外国か

らの汚染された野菜であったりとか、い

ろいろなニュースが飛び交っている中で、

安全な食材を使ってもらう、できれば地

産地消という観点の中から、納入物資や、

納入業者も検討していただきたいと思い

ます。この点の地産地消の考え、それか

ら安全な食材を使っていくという観点に

ついて、確認の意味でご答弁いただきた

いというように思います。

　調理場の設計の問題については、工事

をしていく中で、よりベターなものをつ

くっていくという上で、変更というのは

あり得るとは思いますけれども、非常に

基本的なところでの変更ではないかなと

素人ながら思います。それで、いろいろ

な施設の改修や新築工事がある中で、安

全とか、それから運用であるとかという

のは、やはり最低限のところをきちんと

検討をした上で、設計をしていっていた

だきたいということを要望しておきたい

と思います。

　耐震化は、先ほど保育所でも言いまし

たけれども、学校の５年以内で、行うと

いうことと合わせて、スポーツセンター

や公民館などもいつまでにということは

なかなかご答弁いただけないと思います

が、やはり、部分的な補強ということ、

それから、利用者の方々の安全を図ると

いうこと、それから周知です。どこが安

全でどこが危険なのかということは、最

低限きちんと把握をしていただきたいと、

それと同時に施設の耐震ではない、大規

模改修や資材のもろいところについての

総点検についても、しっかりと行ってい

ただきたいということは要望をしておき

たいと思います。

　それで、特に味舌スポーツセンター、

それから、三宅スポーツセンターは統廃

合をして、その施設そのもの、学校施設

そのものがなくなったものでありますが、

地域にとってみれば、非常に災害時の避

難所ともなっていて、特に体育館は避難

所になるから優先的に学校でやっている

ということから考えても、より早く状況

をつかんでいただいた上で、対応を取っ

ていただきたい、周知もぜひしていただ

きたい、味舌スポーツセンターでしたら、

体育館がまだ補強できていないけれども、

校舎のほうは補強しているというものが

ありますね。これは普通財産で、こちら

ではないかもしれませんけれども、そう

いう利用の仕方を市民の中に周知をして

いくということも必要ではないかなとい

うふうに思いますので、お願いしたいと

思います。

　不登校・いじめの問題については、ご

説明をいただきました。表に出てくる数

字が減ればいいのかというとそうではあ

りませんので、ここの日常ふだんの努力

をお願いしておきたいと思います。

　教員不足と多忙化の問題についてであ

ります。非常に困難な問題ですけれども、

やはり、学力であるとか、子どもたちの

健全育成であるとか、豊かな成長、人格

形成という意味では、これ、一番基本的

な問題だというふうに思います。それで、

摂津市だけではなく、国や大阪府がかか

わって解決していかなければいけない問

題ではあるとは思いますが、少なくとも

摂津市の中で、授業に穴をあけない努力

とフォローの体制というのを工夫してい
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ただきたいと思います。それで、国、府

に対して定数計画の増を強く関係、大阪

府内、教育委員会、力を合わせて、声を

上げていただきたいなというふうに思い

ます。要望をしておきたいと思います。

　それから、先生の多忙化の問題につい

ても、実態が、前回、勤務実態調査をや

られたときとほぼ変わらないか、ちょっ

と残業時間が多い人もいるかもしれない

ということだそうですけれども、勤務の

実態は当初と比べても先生たちの入れか

わりも激しくなっていって、若い先生た

ちもふえてきて、体力的には強くなって

いるかもしれませんけれども、いろいろ

な抱える問題、精神的な悩みの問題、そ

れから無理ができてしまうという体力的

な問題、そういったものもあると思いま

す。ぜひ加味をしていただいた上で、勤

務実態の把握をしていただきたい。ただ

単に残業手当を減らすというのではなく

て、残業している中で、無駄な仕事はな

いのか、本来先生が一元的にやらなけれ

ばいけない授業改善や子どもとの関わり

という部分がおろそかにされるような多

忙化になっていないかというようなとこ

ろで、数字上の管理ではなくて、全体の

仕事の仕方の問題であるとか、それから

仕事の取捨選択を教育委員会のほうでしっ

かりとまとめた上で、指導していただき

たいというふうに思います。これは要望

します。

　生涯学習、子ども読書についての計画

についてですけれども、幾つかあります

が、少なくとも全庁的につくっている計

画です。それで、次世代育成支援行動計

画のときにも述べましたが、取りまとめ

だけになっていないか、推進するために

どうやっていくのかという協議をぜひし

ていただきたいと思いますが、担当所管

課として、それができているのかどうか、

もしくはできていないのかどうか、その

辺をお聞かせをいただきたいと思います。

　遅延・課題ありとか、できないものと

いうのは、当然やっていく中では出てく

るかと思いますが、それはやはり市民の

皆さんに明らかに、市民や議会に明らか

にしながら、庁内だけで判断をして、廃

止を決めたり、延期を決めたり、延期の

理由をまとめるということではなくて、

議会や市民にもその中身を明らかにしな

がら、キャッチボールをしていきながら

というのが、生涯学習の本来の姿だと思

いますので、そういった取り組みにして

いただきたいと思いますが、どうでしょ

うか。そういう取り組みにしているとい

うことであれば、具体的にこういうふう

にしているとお答えください。

　文化財です。指定有形文化財が指定さ

れて、市のホームページのほうにも公開

されたということでありますが、大事な

文化財が指定されたということですので、

私の認識不足だったかもしれませんが、

市民の皆さんや広く大阪府内の皆さんに

もお知らせをしたり、ＰＲをするような

中身なのかなと、ＰＲをしてもいいので

はないかなと思います。そういうことが

できているのかどうかです。お聞かせい

ただきたいと思います。

　それから、農具・民具や文化財、埋蔵

文化財の保管場所ですけれども、今まで

のスポーツセンターや、空き教室から、

旧教育研究所のほうに移動したというこ

とです。それで、先ほどもご答弁なりま

したけど、地域の大事な財産とも言える

ような旧教育研究所でもあります。地域

の皆さんともしっかりと協議をして、た

だの保管場所というような形にしないで、

つくり上げていけるような中身ができな

いでしょうか。その点はお聞きしたいと

思います。
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　それから、明和池の問題です。

　開発との関係でもちろん開発者のほう

は開発者のほうで、都合があって、経費

を最低限に抑えたいという気持ちはある

でしょうが、摂津市としては、非常に大

事な埋蔵文化財ということで、できる限

り傷をつけない形での工法があれば、そ

ういった工法をしてほしいという要望を

摂津市の教育委員会から強くイニシアチ

ブを取って、発信をしていかないと、協

議をしてということであれば、簡単に開

発者側の流れになってしまうのではない

かなというふうに危惧しています。

　その点は、積極的にご発言いただいて

いるかと思いますけど、改めて、埋蔵文

化財について、摂津市として大事なもの

であって、極力傷つけなくて、将来の人

類に残していくような形を取ってもらい

たいと思います。その点、もう１回、ご

答弁をいただきたいと思います。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係ります２回目の答弁をさせていただき

ます。

　まず、１点目の、第１児童センターの

利用者の偏り、また、市全体でのサービ

ス提供についての考え方でございますけ

れども、委員おっしゃいますように確か

に利用者につきましては、一中校区の摂

津小学校、味舌小学校、また、三中校区

になりますけれども、三宅柳田小学校、

こういった小学校の子どもさんが利用証

の交付を受けられておりまして、全体の

約９０％の子どもさんが、この３校の子

どもさんでございます。第２児童センター

や新しくそういった子ども向けの施設の

建設でございますけれども、現在、市の

財政状況等を考えますと、なかなか大き

な課題があるのかなと思っております。

　そのようなことから、平成２３年度、

大阪府の安心こども基金を活用いたしま

して、移動児童館事業というのを採択し

ていただいております。この事業につき

ましては、公民館や体育館を利用しまし

て、定期的に児童館、第１児童センター

が移動児童館として、そちらのほうの施

設を活用して、子どもたちにニュースポー

ツや、さまざまな体験活動をするといっ

た事業でございます。

　合わせて、そういった活動をしたい子

育てグループ等に対しましても、購入い

たしましたニュースポーツ関係の備品等

も貸し出すことも考えておりまして、第

１児童センターが拠点ではございますけ

れども、第１児童センターのＰＲと、ま

た、そこになかなか足を向けることがで

きない鳥飼地域であったり、味生地域で

あったり、千里丘地域、そういった子ど

もたちにも児童センターの取り組んでい

ることをＰＲしていきたい、また、機会

があれば、児童センターを訪れていただ

きたいと考えております。

　次に、次世代育成支援行動計画の全庁

的な取り組みでございますけれども、次

世代の計画の中で、第１節から第５節に

分けて、進捗状況を管理しております。

　第１節では、次代を担う子どもを育て

る家庭を支える環境づくりということで、

例えば、わかりやすい相談窓口とか、情

報提供を取り組む目標としておりますけ

れども、子育て中のお母さん方につくっ

ていただきましたせっつみんなで子育て

ガイド、こういったものもこども教育課

の所管の施設だけではなく、転入や転出

の手続きのときにも配るとか、生涯学習

部の所管しておられます公民館や図書館、

そういったところでも配布していただく

といったこともやっております。

　それと、子育ての学び合いの機会の拡

充や親育ちの支援、こういったことにつ
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きましても、保育所等でも取り組んでい

る前向きプログラム、トリプルＰといっ

た取り組みもしておりますけれども、例

えば、男女共同参画センターにおいても、

ＮＰＯ法人キッズぽてとであったり、絵

本のよみきかせ隊、おおきなかぶさん、

こういったところとの取り組みについて

も、この次世代の中で、取り組んでいた

だく事業として位置づけております。

　また、第２節の子育てに喜びや楽しさ

を感じる環境づくりについては、同じ教

育委員会でございますけれども、ニーズ

に応じた保育所の受入体制ということで、

私立保育所の建てかえや増設、また、一

時保育や病後児保育、そういったことも

教育委員会の中でも、他の課と連携して

取り組んでおります。

　あと、第３節の子どもの健やかな成長

を支える環境づくりでは、生後４か月ま

での全戸訪問ということで、保健福祉部

が取り組んでおられます、こんにちは赤

ちゃん事業とかこういったことも次世代

の計画の中には、入れておりますし、保

健センターが新しく整備されました。

　また、障害者のほうでは、障害者総合

支援センターも開設されました。こういっ

た施設面については、健常児の方、障害

児の方、また、幼児、乳児、合わせて、

市全体として、取り組む体制づくりを整

えております。

　また、第５節では、子ども連れで利用

しやすい公共施設の整備というところを

掲げておりますけれども、今年度、赤ちゃ

んの駅事業といたしまして、補正予算、

採択いただきましたけれども、おむつか

えのシートや交換ベッド、これもこども

教育課所管の施設に加えまして、生涯学

習施設等についても、施設を整備し、ま

た、既に整備されている施設についても、

赤ちゃんの駅として、市全体で取り組ん

でいくこととなっております。

　事務局としての役割でございますけれ

ども、それぞれの課の進捗状況をそれぞ

れが出しあって、できた、まだおくれて

いるといったものではなしに、そういっ

た部分を縦割りで見るのではなしに、横

の目線で見て、同じような事業ができな

いかとか、何か一つにできないかとか、

もっと拡充する方法がないのか、相互協

力のもとでいい計画になるように取り組

んでいきたいと考えております。

　次に、ホームページの更新、内容の充

実でございますけれども、現在市のホー

ムページにバナーを張っておりますので、

より多くの方には見やすい環境にはなっ

ているかと思うんでございますけれども、

市の施策やイベントの案内、市の情報に

ついては、こちらのほうで情報入力をし

ております。

　私立の幼稚園、保育所等につきまして

は、全体的な掲載内容のバランス等も考

えまして、一度市のほうに提出をいただ

きまして、こちらのほうで現時点では精

査しながら掲載をさせていただいている

現状でございます。

　今後、民間、公立も含めて、直接ホー

ムページの更新、さまざまな課題もあり

ますけれども、内容掲載とかにつきまし

て、研修会であったり、勉強会、情報交

換会などを開催する中で、内容の充実を

図っていきたいと思っております。

　それと、まず、何よりも、リアルタイ

ムでの情報提供ですね。この情報提供に

できるだけ努めてまいりたいと思ってお

ります。

　それと、もう一つ、預かり保育、また、

こども園での考え方でございますけれど

も、べふこども園につきましては、保育

所と幼稚園を一つの敷地の中で一体的に

運営するという、市としても初めての取
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り組みでございます。

　安藤委員おっしゃるように、さまざま

な生活パターンの子どもさんが混在して、

生活することとなります。受け入れる我々

といたしましても、十分な準備が必要で

あると認識をしております。　

　べふこども園では、新たにゼロ歳児保

育を実施する、給食を実施する、また、

現在、せっつ幼稚園、とりかい幼稚園で

やっております預かり保育についても行

う。また、つどいの広場ということで、

地域子育て支援事業についても、取り組

んでまいります。このようなことから現

在のべふ幼稚園、別府保育所の職員だけ

ではなしに、新たな職員配置も必要なの

ではないかと考えております。現在、せっ

つ幼稚園、とりかい幼稚園については、

預かり保育の実施時には臨時職員１名を

配置してやっております。しかし、全体

の職員配置につきましては、全体の人事

の問題もあります。人事課と調整をはか

りながら、４月の開所に混乱が生じない

ように配置について、検討してまいりた

いと考えております。

　それと、こども園の開設、４月１日か

ら始まるわけでございますけれども、ま

ず、子どもたち、保育所、幼稚園の子ど

もたちが生活面で混乱しないように、ま

た、保護者の方にとっても、こども園に

なってよかったなと思ってもらえるよう

に、特に戸惑いがないように、負担増に

ならないように、幼稚園、保育所の職員

に加えて、こども教育課の職員も会議の

ほうに出席しまして、さまざまな持ち物

であったり、先ほど申し上げました諸費

の問題であったり、１日の生活リズムの

生活の件についてもいろいろ検討を重ね

ていっているところでございます。

　保育所、幼稚園の保護者の方とも、話

もするんですけれども、べふこども園は、

保育所になるのではない、幼稚園になる

のではない、こども園として、それぞれ

今までの保育所、幼稚園のいいところを

合わせた機能にしていきたいと思ってお

ります。ですので、今までの保育所にあっ

たこと、幼稚園であったこと、これは、

どちらかに合わすことが必要なことも出

てきますし、また、折衷案的なもので、

どちらにもご理解いただかないとだめと

いうことも出てくると思っております。

こういったこと、細かいこともございま

すけれども、教育委員会として、これで

やりますのでという決定事項ではなしに、

案として、我々が考えている案をお示し

する中で、保護者の方にご理解をいただ

いて、それが子どもにとって、よりよい

施策となるようにこれからも協議を重ね

ていく中で、進めていきたいと思ってお

ります。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　２回目のご質問

に順次ご答弁申し上げます。

　まず、１点目の児童扶養手当とひとり

親の家庭の関連でございますが、要望で

ということであったと思いますが、１回

目に答弁漏れがあったように認識してお

りますので、少し補足をさせていただき

ます。

　平成２２年８月から父子家庭が児童扶

養手当の対象になったわけなんですけれ

ども、ひとり親の医療費助成につきまし

ては、以前から父子家庭も対象になって

おりましたので、その際には、個別に案

内を送らせていただいて、周知を図りま

した。それで、市全体での父子家庭の把

握については、なかなか難しく、今後の

課題であるというふうには認識をしてお

ります。

　次に、子ども手当支給時における保育

料等の天引きの観点でございますが、い
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わゆる申請というか了解なしに差し引く、

特別徴収と言いますが、この部分につい

ては、現在のところ実施する予定はござ

いません。ただし、了解の下に保育料等

を差し引くという部分につきましては、

やはり、滞納の観点等を考えますと、特

に滞納をされておられる中でも、少し悪

質であるという部分、これらについては、

検討していかないといけないというふう

には、認識しております。この制度につ

いては、来年の４月以降、子ども手当が

新たな制度にもなりますし、その時点で

本格的に実施を検討する予定にはしてお

りますが、今年度については、今のとこ

ろ、予定は未定ということでご理解をい

ただきたいと思います。

　次に、待機児童の問題でございます。

この地域的な偏在といいますか、このあ

たりの部分については、私どもも認識を

しております。近年、特に安威川以北と

以南でその傾向があるようには認識をし

ております。それで、先ほど待機児童の

数の推移を申し上げたんですけれども、

この間、民間の保育園には、いろいろ定

員増の部分についても、ご協力をいただ

きながら、対平成１７年度比ではこの今

年度平成２３年度になりますが、プラス

の２４０名の定員増ということになって

おります。この増があって、先ほどの推

移ということになっております。今後、

偏在の是正の手法ということになってき

ますと、中にはバス通園ということで対

応されている園もございますし、例えば、

独自にそういうバスを走らせるというこ

とも検討をした経過がございますが、特

に待機の多いゼロ歳、１歳、２歳につき

ましては、その手法というのは、少し問

題があるということで考えております。

　１５％の弾力運用の部分につきまして

は、今後、今以上に待機がふえた場合に

は、これを２０％増のところまでという

考え方は持っておりますが、この部分に

ついてもやはり、民間の保育所の部屋の

広さの問題であったり、園庭の問題であっ

たり、職員配置の問題であったり、さま

ざまな問題をクリアしなければなりませ

んので、慎重には検討していきたいとい

うふうには思っております。

　それで、次に、学童保育の年度当初か

らの待機の解消の観点でございますが、

保育所の卒園児からのアプローチという

部分については、確かにそういう観点も

理解はしておりますが、ただ、保育所に

預けられて、勤務されておられるお母さ

ん方の勤務形態というのが、非常に多岐

にわたっております。２時に終了される

方、３時に終了される方、また４時以降

の方、さまざまでございますので、今度、

学校側が大体２時から４時くらいまで、

授業があると思いますので、そういった

ことで、ストレートにその数を考えると

いうことは、少し無理があるのかなとい

うふうには思っております。

　それで、今後の定員を含めての考え方

ですけど、やはり一番大きな物は施設の

キャパ、広さの問題がどうしても、これ

が第一義的に上がってくると思います。

厚生労働省のガイドラインでは一人当た

りの平米数を１．６５平米ということが

一つの基準になろうかと思います。ただ、

１．６５平米といいましても、その部屋

の中にはさまざまな設置物がございます

ので、そのあたりも勘案する必要がある

のかなというふうには思いますので、こ

の部分と、できるだけ待機がないように

入っていただけるように、柔軟にそのあ

たりを考えながら、定員というのを考え

てまいりたいというふうには思っており

ます。

　最後に、就学援助の観点でございます
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が、広く子育て支援として、これまでやっ

てきて、現状維持の中で、低所得の方に

増ということでございましたが、子育て

支援的な部分で言いますと、これは歳出

ベースだけの部分の積み上げになってし

まうんですけれども、平成１７年以降、

さまざまな本市で行っている子育て支援

の施策、事業等を歳出ベースで積み上げ

ますと、平成２２年度決算ベースで約２

億８，０００万円の増という試算も出て

おります。そのあたりも勘案したときに、

本市の財政状況を踏まえて、少し現状の

部分について、維持するというのは困難

であろうかなというふうには認識してお

ります。

　それで、新しい制度の枠組みといたし

ましては、認定基準額につきましては、

近隣市並みのところまでの検討をいたし

ております。それによって、影響が出て

くる部分でございますが、少し粗い数字

になってしまいますが、４００人から５

００人強という形では試算をしておりま

す。

　それと、新たな扶助費、費目でござい

ますが、国の平成２３年度の予算ベース

で申し上げますと、小学校のＰＴＡ会費

が３，２９０円、中学校の生徒会費が５，

３００円、中学校のＰＴＡ会費が４，０

７０円とこれらを上積みするということ

では検討をしております。

○森西正委員長　若狭課長。

○若狭教育政策課長　学力調査に関しま

す２回目のご質問にご答弁申し上げます。

　各校が調査の実態に応じまして、特に

国、府、市の全体の傾向と比較する中で、

何をどう改善していくのか、研究教科、

あるいは重点教科はそのままでいいのか、

授業の形態、少人数授業でありますとか、

習熟度を考慮した分割授業の方法はその

ままでいいのか、そういった学校が学校

の実態に応じて学校の取り組みを進める

ためには、やはり悉皆調査でなければ、

よりよい改革、授業改善には至らないの

ではないか、そう考えております。

　また、今年度、全国学力・学習状況調

査が、抽出調査、昨年からそうですけれ

ども、を受けまして、大阪府で悉皆調査

であります大阪府学力・学習状況調査が

実施され、本市でも、すべての学校が参

加いたしました。この結果、内容はそれ

までの全国学力・学習状況調査と同じよ

うな問題を扱っているんですが、今回の

結果、引き続き、じっくり考える力、思

考力でありますとか、複数の資料、グラ

フなどから判断する判断力、あるいは、

解法、解答を自分の言葉で説明するよう

な表現力、こういったものがまだ未定着

であるという結果でございました。

　折しも、移行期間を経まして、小学校

では今年度から、中学校では来年完全実

施されます新しい学習指導要領で求めら

れておりますこういった力が定着してい

ないというところは授業方法、授業形態

だけではなく、授業の展開のあり方、こ

ういったものも確認しながら授業改善す

る必要がございます。

　そういう意味では、この新しい学習指

導要領が完全実施されます。ことし、来

年を受けまして、しばらくの間は毎年の

参加が望ましいのではないかと、現時点

ではそう考えております。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　それでは、私のほうか

ら、学校給食の食材に使われます地産地

消ということで、地元の食材、安全な食

材の使用についての考えはということで

の問いにご答弁させていただきます。

　全国各地、各市町村では、学校給食に

おいて、地産地消を推奨して、地元の食

材を利用し、それで献立を立て、自分た
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ちの身近なところから取れたものから給

食を食べると、それで、地元を知ってい

ただくというようなことでされておりま

す。本市におきましては、農産物といた

しまして、摂津市農業振興会に全面的に

ご協力をいただきまして、鳥飼ナスを使

用いたしました献立です。ナスのスパゲ

ティなどそういったものを提供をさせて

いただいており、子どもたちにも大変好

評をいただいているところでございます。

しかし、本市だけでは、なかなか安定し

た食材の供給というものができません。

また、大阪府内におきましても、作付面

積等の関係もあり、安定した納品がなか

なか難しいというのが現状でございます。

価格の問題もございますけれども、でき

る限り地産地消ということを意識して、

引き続き安全安心でおいしい給食の提供

に努めてまいりたいと考えております

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　生涯学習課の２

点に係りますご質問にご答弁申し上げま

す。

　１点目につきましては、子ども読書推

進計画、その他の部分で関係各課と協議

をできているのかというご質問でござい

ましたけれども、この分につきましては、

機構改革前に一度関係各課が集まり、こ

の取組状況について、協議をして、どう

平成２３年度に取り組んでいくかという

協議をしております。今回、集計的に、

まとまってはおりますけども、まだ市民、

あと議員各位に対しましては、配付はま

だできておりません。それにつきまして

は、まとまり次第、配付させてもらうつ

もりでございます。

　それと、集計的にはまとまっておりま

すので、再度、関係４課と協議も重ねな

がら、その他の課題等にあった部分の問

題等の共有、そういった部分を図りなが

ら、今年度に向けての実施に向けてとい

うことになりますけれども、検討してま

いりたいと考えております。

　２点目の文化財の関係でございます。

先ほど１回目で旧教育研究所のほうで、

文化財の農具、民具を保管して、一般公

開してまいりたいという答弁をしたわけ

でなんですけれども、具体的にいいます

と、年間数回程度の展示会、それと小学

生を対象に、歴史講座とか、そういった

ことをふるさと摂津案内人等の方に、講

師になっていただいて、旧教育研究所の

ほうで開催をしたいと考えております。

それも、まだ整理段階でございますけれ

ども、実施に向けて、整備を図ってまい

りたいと考えております。

　明和池遺跡の工法の要望をどうしたか

ということなんですけれども、工法等の

協議につきましては、生涯学習部、都市

整備部、ＵＲ都市機構の３者において、

協議をしてまいっております。協議の内

容、目的といいますと、吹田操車場跡地

土地区画整理事業区内、区画街路１０号

線の一部における平成２２年度埋蔵文化

財調査において確認されました明和池遺

跡の遺構等について、本地区における埋

蔵文化財発掘調査を記録保存を目的とす

るが、埋蔵文化財の保護を図りつつ、土

地区画整理事業を円滑に進めるために、

今の３者のほうで、協議したと、協議内

容につきましては、道路下に埋設する下

水道管敷設工事において、通常の素掘り

掘削工事では、協議対象文化財に影響が

生じるということで、工事工法を検討し

てまいりました。一番いい工法としまし

ては、矢板工法です。土留め矢板を使用

し、掘削幅を小さくすることによって、

協議対象文化財の影響を抑え、概ね現状

保存することができるという工法で、矢

板工法を選択しているわけでございます。
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あと、この文化財発掘調査で、今回と同

様、貴重な遺構等が確認された場合にお

いては、またその都度３者において、協

議するということで、３者が協議してま

いりました。

○森西正委員長　安藤委員。

○安藤薫委員　３回目はまとめながら質

問したいと思いますが、児童センターに

ついてですけれども、いろいろな工夫を

移動児童館というふうな取り組みと今ご

説明いただきました、この児童センター

の機能が少しでも全市の子どもたちに提

供できるようにしていただきたいという

ことで、工夫、検討、充実をお願いして

おきたいと思います。

　次世代育成支援行動計画についても、

細かく節ごとに他の課との協働の話、ご

説明をいただきました。個々、次世代育

成支援行動計画も、生涯学習推進も、生

活の中の全般に関わる問題です。全庁、

そして市民や議会を含めて、中身を明ら

かにしていただきながら、進行管理もし

ていただきながら、必要なことを進めて

いただきたいということを要望しておき

たいと思います。

　ホームページにつきましては、バナー

もかわいらしい絵のバナーがついており

ます。クリックしてもらえるような情報

提供を、それと同時にホームページで出

せば、それで済むかということでもあり

ませんので、そういった情報発信、子育

てネット、冊子のほうもございますから、

きれいな冊子、いろんなところで配布が

できるようにしていただきたいなと思い

ます。よろしくお願いします。

　預かり保育、それからこども園の体制

については、いろいろな心配がございま

す。本当に、新しいことをスタートさせ

ようというときには、いろいろな苦労が

あるかと思いますが、これはぜひ乗り切っ

ていただくということ。

　同時に、こども園については公的な責

任を堅持して、摂津市立としてこども園

を選択されたわけですので、このこども

園の運営が摂津の子育て支援、それから

保育・幼稚園、幼保連携の問題では、摂

津市がイニシアチブをとってリードでき

るようなノウハウも身につけていただき

ながら、公的責任の充実を図っていただ

きたい。そのことは強く要望しておきた

いというふうに思います。

　それから、子育て支援課のほうにつき

ましては、ひとり親医療については、以

前から父子家庭は対象になっていたとい

うことですけども、働くお父さんが子育

てをしながらのことで、経済的な負担も、

経済的なしんどさも、父子と、お父さん

といえども出てくると思いますので、周

知徹底、いろいろ工夫を続けていただき

たいなと思います。

　子ども手当ですけども、制度が変わり

ますので、またこの後の状況も見なけれ

ばいけませんけども、少なくとも保育料

にしても学校給食費にしても、よく滞納

者の人が払いたくても払えない方、悪質

な方、なかなかその判断というのは、こ

ちら側で判断できるかというとそうでは

ない場合もありますし、訪問をして面談

をする中で、いろいろな条件の中で発す

る言葉がすべてそれが１００％かといえ

ば、そうではないと思います。徴収をさ

れる方、夜間訪問する上では苦労も多い

かとも思います、滞納の問題ですね。

　滞納の徴収の問題も含めて、相手の方

に寄り添った形でよく相談をしていただ

くというのを大前提にしていただきたい

と。特に、子育てをしている方々が対象

になってきます。女性の家に夜間男性が

訪問するということについて、非常に恐

怖心を持たれる場合もあるでしょうし、
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そういった配慮をしながら、よく相談を

しつつ、しかし徴収もやると。両方気を

つけながらやらなければいけないと大変

だと思いますけども、そういった努力は

惜しまずにやっていただきたいことを要

望したいと思います。

　待機については、いろいろな困難はあ

ります。一義的にはやっぱり施設や弾力

化での定員増ではなくて、施設をふやし

ていかなければいけないというのは、やっ

ぱり根本的にはあるんではないかなと思っ

ています。

　民間の保育所では、この間２４０名定

員増をしていただいた上で、なおかつ待

機児ということですので、改めて公的な

保育の責任という意味合いでも、こども

園も新しいことをスタートさせていきま

すし、地域子育て支援センターとしての

役割も充実させていかなければいけない

中で、公的な責任をどうやって果たして

いくのかという点では、ますます頭を悩

ましていただきながら、くじけずに前に

進んでいただきたいなということを強く

要望しておきたいと思います。

　就学援助金についてです。子育て支援

が歳出面の積み上げでいくと２億８，０

００万円ほどの増になっているというこ

とでありますが、現に機能している就学

援助金制度で２，８００人ほどの方々が

現状受けている制度を変えていくという

ことですので、より慎重に考えていただ

きたいというのは、私は思います。慎重

に進めつつ、充実のほうを図っていただ

く。それは、発信していただきたい。そ

のことを申し上げておきたいと思います。

　学力定着度テストについてです。学力

定着度テスト、悉皆テストをやるという

ことで、学習の傾向を調べて、学校の教

育の方針を立てたりとか、方針を決める、

やり方を進めたりとか授業改善をしてい

くという材料にするという意図とは別に、

悉皆調査をやることによって、必ずその

ランクづけがされます。それは、公表す

る、しないというのとは別に、それだけ

に興味・関心がいくことによって、教育

改善を図っていこうとか、傾向から図っ

て一人一人の子どもたちの学力を定着化

させていこうという摂津市教育委員会の

皆さんが進めようとしていることとは相

反するところで、興味の部分でのランク

づけが先走りする場合、非常に弊害のほ

うが大きいんではないかなということを

思ったりします。

　先般、朝日新聞の記事で大阪府の教育

基本条例を問うという特集記事がござい

ました。評論家の内田樹さんという方が、

競争原理というのは、むしろ学力を下げ

るんじゃないかなというような指摘をさ

れています。もちろん、学力テストが競

争をあおったりランクづけをするという

ことが目的でないというふうにご説明さ

れてきていて、摂津市としてもそういう

ふうに扱わないんだというような考えは

よく理解しているわけですが、そういう

ところとはかけ離れたところでランクづ

けが進み、過度な競争というところに話

が進んでいった場合、摂津市が進めてい

る学力向上という方向性がゆがめられる

ということをよく理解をする必要がある

と思います。

　毎年やらなくても、期限を切って抽出

方式で十分に傾向は図れるというのは思

います。毎年やっても、やる人が変わる

わけです。学年によって、その学年の特

徴もあります。それを毎年やって、その

都度変わるかといえば、学習状況調査を

見てもほぼ結果は変わっていないという

のが現状じゃないでしょうか。そういう

点からも、よく検討をしていただきたい

というふうに思います。

－49－



　この内田さんの記述は、非常に競争原

理の問題、それから学力がむしろ下がる

という考え方というのは、非常に共感す

る面がありますので、また教育長もお読

みいただいているというか、紹介もして

いただいている部分ですので、その点の

見解を、もしできれば聞かせていただけ

たらと思います。

　特に今、教育基本条例が出ております。

大阪府の教育長が議会でも思いを述べて

おられます。決算審査の委員会の場です

ので、委員長のお許しがあれば、見解を

ご答弁をいただけたらと思います。

　それから、給食については、選定、地

産地消という問題の物理的に困難な部分

もあるかと思いますが、安全な物、そし

ておいしくできるように、ぜひ進めてい

ただきたいと思います。

　２回目で言うてなかったんですけども、

食育の中に学校給食がかなり位置づけら

れてきて、学校給食によって食育を進め

ていくというような観点も強まってきて

います。

　そんな中で、先ほども学習指導要領と

いうふうによくおっしゃるので、学習指

導要領を見てみますと、食育の中に学校

給食というのがしっかり位置づけられて

いるわけですね。そういうことを考えま

すと、これは要望なんですけども、中学

校給食の検討が行われています。財政的

な問題ですとか、ランチ形式ですとか、

完全給食ですとかありますが、食育とい

う観点からも学校給食というのは、小学

校・中学校ではやっぱり必要なもので、

努力義務として与えられているものです

から、これは平成２２年度、２１年度、

２０年度とさかのぼってもなかなか前に

進んでこなかったものが、今ちょっと財

政的な援助が出てきたというところの中

で、そういった観点に立った検討を中学

校給食のほうも進めていただきたい。追

加ですけども、要望しておきたいと思い

ます。

　生涯学習計画、それから子ども読書計

画、さまざまな計画がございますが、先

ほども申し上げましたように、市民の皆

さん、議会のほうにも情報を明らかにし

た上で進めていただくように、またまと

まり次第、文教常任委員会のほうにもで

きるだけ早くご提示をいただけたらなと

思いますので、お願いをしておきたいと

思います。

　文化財につきましてもご説明をいただ

きました。摂津の大事な文化財で、特に

郷土のことを知って、郷土のことに愛着

を持つという点では、本当にこういう身

近なところでの教材というのは大事なん

ではないかなというふうに思いますので、

地元の摂津市の中で、こんな昔、こんな

生活をしてたんだという思いをはせられ

るようなものは、しっかり残していただ

くように。その上では、いろいろな角度

での検討はあるかと思いますけども、そ

ういう立場で教育委員会としては今後と

も取り組んでいっていただきたいという

ふうに思います。

○森西正委員長　教育長。

○和島教育長　学力定着度調査と学力学

習状況調査ですが、一連のこの調査事業

についてご答弁申し上げたいと思います。

　今、委員のほうからも言われましたよ

うに、公開の問題は非常にこれまでも大

きな課題になっておりまして、現在、ご

承知のように大阪府教育委員会では、市

町村別の公開はしてきましたが、今回の

教育基本条例の中では市町村別だけでな

くて学校別まで公表するというような内

容になっており、非常に大きな問題になっ

ております。

　府教委が緊急に実施したアンケート調
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査では、４１市町村すべての教育長が学

校別公表は反対だと回答しています。そ

れは、今ご質問にあったとおりの序列が

できるとか、いろんな弊害が多過ぎると

いうことであり、私も反対だと思ってお

ります。

　それと、紹介ありました内田さんの記

事は、私も読ませていただきましたけれ

ども、共感するところが多くありました。

　次に学力学習状況調査を毎年やるかど

うかという問題ですが、先ほどから担当

課長のほうも答弁を申し上げております

けれども、摂津市では平成１６年度から

学力定着度調査ということで、国に先駆

けて市独自で調査事業を始めました。

　それで、ずっとこの平成１６年から学

校の状況を見ておりますと、私は特に小

学校において、今１０小学校ありますけ

れども、そのうちの多くの学校で先生方

が授業改善に取り組むとか、そのための

研究授業。そして、それを公開するなど、

非常に熱心な取り組みをされてます。そ

のことが、私は１０校のうちの多くの学

校で成果が上がってきていると評価して

います。

　それで、学力学習状況調査を毎年なぜ

やるかといえば、先ほどの市全体の傾向

をつかむためにやるということもありま

すけれども、それ以上に各学校が努力し

たことをどのように結果として出てきて

るのかということを見ていくためには、

私はやっぱりもうしばらく、先ほども課

長も答弁してますように、続けて調査す

る必要があると思っています。

　傾向を見るだけでしたら、先ほども言

われましたように、悉皆でなくてもいい

じゃないかとか、二、三年に一遍悉皆やっ

たらそれでいいんじゃないかとか、いろ

んな考え方がありますけれども、私は摂

津市の今の小中学校の状況を見ていれば、

それぞれの学校が努力している。その１

年１年の努力の積み重ねにより学校がど

ういうふうに変わってきてるのかという

ことを見るためには、いましばらくこの

ままで続けていきたいと考えています。

○森西正委員長　暫時休憩します。

（午後３時　５分　休憩）

（午後３時３０分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　ほかに質問はありますか。

　大澤委員。

○大澤千恵子委員　それでは、質問させ

ていただきます。

　決算審査の委員会から入らせていただ

いたので、予算のところでご説明があっ

たこともあるかもしれませんけれども、

ご答弁いただきたいなと思っております。

　まず、一つ目、決算概要１４２ページ、

教育委員会事業です。先日の一般質問の

中で教育委員会の方の出席状況に関して

のご質問がございました。その中で、教

育委員会についての報酬の内訳といたし

まして、全部で６５２万８，０００円と

いうことで、一人当たり大体１３万５，

０００円ぐらいの支払いという形になっ

ていると思うんですけれども、先日の一

般質問の中で欠席という状況の中で、こ

ういった規約のほうがまずないのかとい

うことをご質問させていただきたいと思

います。

　出席日数だけではもちろん決められな

いということもわかっておりますし、事

案の検討の事前準備とか調整などもある

中で、こういった教育委員に携わってい

ただいているということは重々理解して

おりますけれども、そのあたりで欠席に

対しての何かペナルティーとかそういっ

た規約があるのかどうかということを、

まず一つお聞かせいただきたいと思いま

す。
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　委員会のほうには、委員会の会議の出

席の義務というものがございますので、

委員は、招集の当日、指定の時刻までに

指定の場所に参集しなければならないと

いうことで、招集に応じることができな

いときにはその事由を会議の開会前まで

に委員長に届けなければならないという、

一応規約があるということも存じ上げて

おりますので、そのあたりも含めてご答

弁いただきたいと思います。

　それから、質問番号の２番、安全対策

事業ということで、こども安全巡視員賃

金、このあたりの安全対策事業について

質問させていただきます。

　青色防犯パトロール車による市内の安

全巡視に関しまして、今現在どういうルー

トを走っているのか。また、何台ぐらい

走っているのか。そして、パトロールの

人件費はどのように振り分けられている

のか。どういった方が、この報酬対象に

なっている方が乗ってらっしゃるのかと

いうことをお聞かせいただきたいと思い

ます。

　その中で、小学校等の受付委託料の決

算５４６万１，８００円、これは前年度

より約６０万円ほどアップしております

けれども、この受付員の配置に関しては、

今現在どのようになっているのかお聞か

せいただきたいと思います。

　質問番号３番、１４４ページ、小中学

校通学区事業ということで、この小学校

の通学事業、これに関しまして通学路の

危険箇所に交通専従員を現在配置されて

いると思います。この交通専従員は、危

険箇所を何か所ぐらい配置されているの

か。

　また、この交通専従員は、今現在どな

たがされているのか。地域の至るところ

に見まもり隊という形で地域の方が見守っ

ていただいておりますけれども、この方

との差別、どこが違うのか。このあたり

を教えていただけますでしょうか。

　それから１４６ページ、適応指導教室

事業ということで、適応指導教室につい

ての執行率が５０．８％ということで、

２０年度は８１．２％、２１年度は６１．

３％ございましたけれども、適応指導と

いうことで、非常にこういった教室に関

しては年々増加しているにも関わらず、

平成２０年度決算、２１年度決算とどん

どん減っていっているというところのご

答弁をいただければと思います。

　それから５番目、施設維持管理事業と

いうことで、昨年度より研究所の施設維

持管理が１００万円ほど増加していると

いうことでございます。これに関して１

００万円ほどふえている根拠を教えてい

ただきたいということと、教育研究所が

移転しておりますので、どこの部分まで

が入ってて、増加しているというところ

が理解できませんので、減っているなら

わかるんですけども、増加していること

を確認させていただきたいと思います。

　それから、教育研究所移転事務事業、

こちらのほうは私もこの間、教育研究所

のほうを拝見させていただきまして、非

常にすばらしい施設だなというふうに感

じておりますけれども、この教育研究所

を鳥飼から移転したことに対するメリッ

ト、それから効果、こういったところを

教えていただきたいと思います。

　そして、１４８ページの教科書採択事

業ですけども、この教科用図書選定委員

会の開催回数５回、委員１０名、報償金

の７万５，９００円、こちらのほうの明

細を教えていただければと思います。

　８番目、１６６ページ、放課後子ども

教室推進事業、こちらはわくわく広場の

事業だというふうにとらえております。

当初、わくわく広場が始まったときから
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今の現状の実態を教えていただければと

思っております。

　決算的には９０．７％ということです

けれども、実際どういう形で運営されて

いるかというのは地域によって違うとい

うことをお伺いしておりますけれども、

今現在どれぐらいの方たちがというのは、

決算概要のほうに載っておりましたけれ

ども、この基本ベース、こういったこと

を教えていただければと思います。

　それから、同じページで子どもの安全

見まもり隊事業、こちらのほうは地域に

おける子どもの安全見まもり活動という

ことで９万９，７５０円、これは消耗品

で多分ワッペンのことだと思ってるんで

すけども、このワッペンについて今現在

小学校の１年生に入学したときに学校の

ほうに配られているんですけど、こちら

のほうが非常に余り効果がないというよ

うなことを、効果がないというのは、小

さくてつけて行っても目立たないという

こともありまして、こういったところ小

さなことですけど、こういったことを改

善していく方向はあるのかどうかという

ことをお知らせいただきたいと思います。

　それから１０番目、学校支援地域本部

事業ですけど、学校と地域の活動を支援

する。これは、五中校区だとすこやかネッ

トの内容なのかなと思うんですけど。学

校支援地域本部事業についてご説明いた

だきたいと思います。

　１６８ページの文化財調査研究事業、

これは先ほど安藤委員もご質問なさって

おりましたけれども、こちらの文化財調

査研究という事業に関しまして、今現在、

教育研究所の跡地の中に昔の農具を保存

ということで入っていますけれども、文

化財調査研究事業の研究と、それから教

育研究所の跡地に入れてる、ここは二つ、

事項としては違う事項なのかということ

なので、この文化財保存をするというこ

とは認識しておりますけれども、これを

今現在、教育研究所の中に入れるいうと

ころに関しては、今どういう状況になっ

ているのか、どの辺まで話が進んでいる

のかということをお聞かせいただきたい

と思います。

　１７４ページ、地区市民体育祭実施補

助事業ということで６５１万４，０００

円という予算が出ておりまして、決算も

６５１万４，０００円になっております。

今現状、地区市民体育祭の実態、非常に

高齢化が進んでおりまして、なかなか地

区市民体育祭の準備、それから競技に出

られる方が減っている中で、こういった

ことをどのように考えてらっしゃるのか

お聞かせいただきたいと思います。

　最後に、体育施設維持管理事業、この

中の吹田支援学校鳥飼校グラウンド開放

管理委託料、これは昨年までございませ

んでしたが、実際、吹田支援学校の鳥飼

校のグラウンドがどれぐらいの頻度で使

用されているのか、また、どういった団

体が使用されているのか、こういったこ

ともお答えいただきたいと思います。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　教育総務課に係ります

ご質問にお答えさせていただきます。

　まず、教育委員会事業の関係でござい

ます。教育委員の欠席等について、先ほ

ど委員のほうからございました摂津市の

教育委員会会議規則の中で招集に応じる

ことができないときは、その事由を付し

て、会議の開会前までに委員長に届けな

ければならないというふうに定められて

おります。

　それで、その中で規約はないのかとい

うことでございますけども、特に欠席に

ついての規約は設けてございません。

　また、欠席されたことによるペナルティー
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ということでございますが、そういった

ペナルティーもございません。

　報酬につきまして、委員長といたしま

しては、月額１４万５，０００円、その

他の委員につきましては、月額１３万３，

０００円ということでございます。ただ

し、この教育委員会会議につきましては、

原則第３水曜日が定例の教育委員会の開

催ということになってございますが、そ

れ以外ですが、委員長または全委員が出

席の要請がございます会議等々がござい

ます。４月からでございますとまず新規

採用教職員の辞令交付式、また、小学校

入学式、中学校入学式等々、いろいろな

行事日程が入ってございます。昨年の分

を拾い上げましてざっと数を計算してみ

ますと、委員長の日程といたしましては、

年間約６０日前後の予定が入ってござい

ます。その他の委員の方々につきまして

は、年間約５０回程度の予定ということ

で出席の要請をさせていただいておると

ころでございますので、月額報酬、先ほ

ど申し上げました金額でございますが、

教育委員会会議だけでなく、他の行事日

程等にもご参加いただいておるというこ

とでございますので、ご理解をよろしく

お願いいたします。

　引き続きまして、子ども安全対策事業、

青パトの件につきましてお答え申し上げ

ます。

　現在、青色パトロールカーを教育委員

会として１台巡視しておるところでござ

います。この青パトに乗車している方々

は、３名が非常勤の一般職として雇用契

約を行ってございます。この３名のうち

毎日、そのうちの２人がペアになりまし

て、市内を巡回いただいているところで

ございます。

　まず、巡回コースということでござい

ますけれども、大きく分けて三つの考え

を持ってございます。まず一つ、巡回経

路といたしまして、月曜、水曜、金曜日

につきましては、小中学校、幼稚園を中

心に巡回をしてございます。

　火曜、木曜日につきましては、それ以

外の教育委員会の公共施設を中心に回っ

ており、公民館や体育館、またスポーツ

センター、それと保育所も含めまして回

らせていただいているところでございま

す。

　一応、月・水・金が学校中心、火曜、

木曜日がそれ以外の公共施設を中心とい

うことで、施設に立ち寄りまして巡回運

用させていただいているところでござい

ます。

　次に、２点目として、重点経路という

ことで設けておりまして、巡回施設はお

おむね下校時ぐらいまでには終わる予定

をしております。下校時以降、日によっ

て時間の長短ございますけれども、月曜

日には第一中学校区、火曜日には第二中

学校区、水曜日、三中校区、木曜日、四

中校区、金曜日、五中校区という形でそ

れぞれ日によって地区を重点的に回るよ

う、公共施設の巡回が終わった後、時間

の許す範囲で巡回をさせていただいてお

るところでございます。

　あと、そのほかの青パトということで

ございますけども、以前にもご質問あっ

たかとございます。市のほうで持ってお

りますのは、防犯協会のほうで回ってい

ただいております青色パトロールカー、

それと商工会の青年部の方々が中心になっ

て回っていただいておる青パトというこ

とで認識をしておりますが、市の防犯協

会のほうの青パトにつきましては、自治

振興課のほうの所管として各防犯支部に

おかれて、貸し出しをされて、巡回をさ

れておるということで聞いております。

　なお、防犯協会のほうにつきましては、
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夜間のパトロールも月に何度か回ってお

られるということもお聞きをさせていた

だいているところでございます。

　続きまして、受付員の質問でございま

す。受付員につきましては、ご承知のと

おり池田小の事件以降、摂津市として何

らかの対策を講じなければならないとい

うところで、小学校の校門脇に受付室を

設置し、犯罪防止のため、抑止効果を高

めるために人の目で確認をしようという

ことで、平成１６年度から始めさせてい

ただきました。最初の１年目につきまし

ては、シルバー人材センターのほうにお

願いをいたしまして、緊急雇用の交付金

を利用して、１０分の１０をいただける

ことになっておりましたので、シルバー

人材センターのほうにお願いをして運営

をいたしました。

　その１年をかけまして、市民の方々へ

の参画を募りまして、いろいろ広報活動

いたしまして、平成１７年４月から市民

によりますボランティアにて受付に参画

をしていただいております。

　今現在、個人のボランティアの方々が

３２名、あと個人の方々で団体として登

録していただいている団体が５団体ござ

いまして、その中には自治会、そして老

人会、また有志によりますボランティア

団体の２団体がございます。

　それと、シルバー人材センターにつき

ましてもこの趣旨に賛同いただきまして、

シルバー人材センターもボランティア団

体として登録をしていただいておるとこ

ろでございます。

　一応、今現在、受付員人数８７名とい

うことで運営をしておるところでござい

ます。運営形態につきましては、午前中、

午後と２回に分けて、一日２名の方が従

事していただいておるところでございま

す。

　また、小学校だけでなく、幼稚園の３

園にも受付員を配置しておるところでご

ざいます。

　報償費の関係でございますけれども、

個人ボランティアの方々につきましては、

報償金のほうでお支払いさせていただい

ておりますけども、団体として登録をし

ていただいている方々につきましては、

受付員活動というボランティアではござ

いますけれども、団体と契約を締結して、

その中で人のやりくりをしていただいて

運用していただいていますので、一応委

託料という形でお支払いをさせていただ

いているのが現状でございます。

　また、どうしても個人の方々で受け付

けをしていただいている方で、どうして

もその日都合がつかない、一応決まった

日を定めておりますけれども、どうして

も用事があって従事できないというとき

には、シルバー人材センターのほうに連

絡いたしまして、シルバー人材のほうか

ら人員の派遣をお願いしておるところで

ございます。

○森西正委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　適応指導教室の執

行率についてご答弁申し上げます。

　適応指導教室事業の内訳につきまして

は、さわやかフレンドの報償金が主なも

のでございます。さわやかフレンドにつ

きましては、大学生に募集をしまして、

面接等の選考をしながら採用していると

ころでございますが、この大学生の状況

によりまして、毎年９月、１０月の時点

で大学の授業の受講の形態が変わるとい

うことで、それまで予定していたさわや

かフレンドが１０月以降確保できない状

況が生じることが起こっております。

　昨年度は、その関係で各校を回って募

集をかけたりという努力もしながら採用

してきておりましたが、結果的に執行率
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が下がったという状況でございます。

　今年度につきましては、後ほどご答弁

申し上げますメリットの部分にも関わっ

てきますが、交通の利便な場所に移転し

たということで、募集をしますとすぐに

大学生からたくさん応募がございまして、

昨年度２４名ほどの登録がありましたが、

実際に活動しているのは十数名でござい

ましたが、今年度は既に３１名の登録を

しております。

　ただ、この２学期、やはり１０月から

の関係でまた少し変動がございまして、

さらに募集をかけているところでござい

ます。

　続きまして、教育センターのほうに新

たに移転しまして、何がメリットになっ

たかということについてご答弁を申し上

げます。

　まず、児童相談課に係る部分について

のご答弁でございます。４月より児童相

談課は連携支援係と家庭児童相談室とい

う、教育と福祉の両面から児童・生徒・

保護者の支援にあたっております。昨年

度に比べまして、９月末現在で相談件数

はほぼ昨年度の年間の件数になっており

ます。

　また、電話相談は昨年度の年間の２倍

以上の件数になっております。非常に相

談件数もふえております。教育と福祉の

両面から支援をし、また、これまでは別

の機関ということで教育のほうからお願

いをする、福祉のほうからお願いをかけ

るということが、同じ課の中で専門的な

見地からもアセスメントしながら適切な

支援ができていると把握しております。

　今後も、さらに相談窓口の市民の皆様

への周知を徹底するとともに、より迅速

に、早期に対応して、支援ができるよう

に取り組んでまいります。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　小中学校通学区

事業についてご答弁申し上げます。

　交通専従員の配置につきましては、学

校とＰＴＡと地域の方々が定める通学路

におきまして、信号機のない横断歩道で

交通量の多い、特に危険な場所について、

校長が専従員の配置を必要と要請した場

所に検討の上配置しているものでござい

ます。夏休みの必要な登校日も含め、朝

１時間、夕方２時間の配置をしておりま

す。

　現在は、１０校中８校の通学路におき

まして、１８か所それぞれ１名もしくは

２名の配置ということで、計２６名配置

をしております。

　この方々につきましては、シルバー人

材センターのほうに委託をさせていただ

いております。地域の見守りの方々につ

きましては、この専従員さんの配置をし

ている、特に危険な箇所以外につきまし

て、地域の方々が自主的に朝夕の見守り

を行っていただいているものでございま

す。

○森西正委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　教育推進課に係り

ますご質問についてご答弁申し上げます。

　まず、教育研究所の施設維持管理事業

の１００万円ほどの金額がふえている件

でございますが、昨年度、現在の教育セ

ンターのあります場所に移転をいたしま

して、当時の研究所、今の教育センター

にＬＡＮ工事をいたしましたので、その

研究所内のＬＡＮ工事の委託料、それか

ら、そのうちの、１００万のうちの約半

分が光熱水費の増額になっておりますが、

それは、全校につながるセンターサーバー

がございまして、その部屋はずっとエア

コンもつけた状態でセンターサーバーを

守るということで、そういう分での光熱

水費がかかりますので、その分が非常に
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金額が上がっております。

　あと、施設の保守委託が、今の場所は

自動ドア等がありますので、毎月の自動

ドアの点検等の保守委託の料金がかかっ

てまいりますので、その分、施設維持管

理事業の金額がふえております。

　続きまして、教科書採択の５回の報償

金の内訳でございますが、昨年度、小学

校の教科書採択がございまして、より研

究をするということで、摂津市の選定委

員会を教育委員会から諮問しております。

　より開かれた公正な採択ということで、

選定委員のメンバーの中に保護者の代表

の方に２名入っていただきました。その

２名の方が５回出席していただきました

ときの報償金５回分となっております。

　センターが移転いたしましてのメリッ

トでございますが、先ほど、児童相談課

からもご答弁申し上げましたが、教育推

進課といたしましては、研修や教職員の

連絡会等をセンターで実施しております

が、市の中心部に移転したことで、授業

が終わってからの研修とか連絡会に非常

に出席がしやすいというメリットがござ

います。

　今後も、教育活動の支援の拠点として

活動していけると思っております。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係ります３点につきましてご答弁申し上

げます。

　まず１点目、放課後子ども教室、わく

わく広場の当初から現在の状況でござい

ますけれども、家庭及び地域の教育力の

低下や、青少年の異年齢・異世代交流の

減少等々に対応するため、文部科学省が

先頭となりまして、平成１６年度から１

８年度にかけまして、３か年で全国的に

取り組みを重点的に進められた事業でご

ざいます。

　摂津市におきましても、平成１６年度

に摂津小学校、鳥飼北小学校を皮切りに、

平成１７年度におきましては、２校に加

え新たに６校、合計８校、平成１８年度

には、残る４校で実施をいたしました。

現在、市内１０小学校で、水曜日を中心

に全小学校で開催をしておるところでご

ざいます。

　平成２２年度の活動状況でございます

けれども、全１０小学校で、開催回数２

５５日の延べ参加者数が１万５，７３０

人、一回当たり、平均６１名の子どもた

ちが体育館を中心として参加をしてくれ

ております。

　指導員の方につきましても、シルバー

人材センターのボランティアの方であっ

たり、民生児童委員さん、地域の方々の

ご協力を得まして、現在、１１０名程度

の方にご協力をいただき、登録をしてい

ただいております。

　この運営につきましては、摂津市子ど

もの居場所づくり実行委員会のほうに運

営委託料をお支払いいたしまして、運営

委員会の中で実行委員会の本部運営に係

る諸経費、事務的な経費のほか、指導員

への報償金、一回１，５００円でござい

ますけれども、そういった謝金のほか、

各教室で使います文房具や教材費等々を

消耗品費として支出をしております。

　次に、子どもの安全見まもり隊の件で

ございますけれども、子どもが犯罪に巻

き込まれる事件が多く発生しています。

こういったときに、学校や家庭では、な

かなか子どもたちの安全というのはすべ

て確保し切れない状況の中で、地域の子

どもたちは地域で守ろうという、こういっ

た精神の中でこの事業は立ち上がったも

のでございます。

　本市におきましても、やはり子どもさ

んと一番密接な関係にあるＰＴＡの方、
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このＰＴＡの方々が、やはりこの運動の

中心となっていただくべきかなと思いま

して、ＰＴＡの方を中心として、現在、

１０小学校区で子どもの安全見まもり隊

を結成していただいております。

　ご指摘のように、その子どもの安全見

まもり隊を示す啓発物といたしまして、

平成１７年度から、小さなワッペンを小

学校１年生、新しい保護者の方にお配り

しておりました。この中でも、いろいろ

私どもも議論する中で、本当にそのワッ

ペンが効果的なのか、いちいち服をかえ

たり、かばんをかえたりするときに取り

外してつけるのを本当にやっていただけ

るのかといった議論もしておりました。

　そういった中で、平成２１年には、見

守り中の帽子ですね、キャップを一度提

供というんですか、支給したことがあり

ます。ですけれども、なかなか帽子につ

いてもかぶっていただける機会が少なかっ

たということで、現在はワッペンのほう

に戻っておるところでございます。

　この取り組み、なかなか経費的なもの

もありまして、難しい点もあるんですけ

れども、ワッペンをつける、つけないに

関わらず、保護者の方、ＰＴＡをはじめ

多くの方が子どもの安全・安心をみんな

で守ろうという、そういう気持ちを持っ

ていただけるよう、私どもも、この安全

見まもり隊、こども１１０番の家運動、

こういったものを通していろいろＰＲを

していきたいと思っております。

　次に、学校支援地域本部の内容でござ

いますけれども、地域の中学校区に設置

しております地域教育協議会、すこやか

ネットとはまた別の取り組みでございま

して、将来を担う子どもたちを健やかに

はぐくむために、学校、家庭、地域の連

携強化、社会全体で取り組んでいこうと

いうことで、また、社会全体で学校教育

を支援する体制づくりを行うということ

で、学校支援地域本部事業の取り組みが

ございます。

　具体的には、学校支援コーディネーター

という方をお願いいたしまして、地域と

学校との取り組みを進めていただいたり、

教員の方がより教育活動に力を注ぐこと

ができるようにいろいろお手伝いをして

いただいたり、そういったことをしてい

ただいて、地域住民の方もいろいろな経

験や知識を生かしていただく、また、学

校のほうの運営もスムーズにしていただ

く、こういったねらいの下で取り組んで

いる事業でございます。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　旧教育研究所の

現在の状況についてのご質問にご答弁申

し上げます。

　旧教育研究所のほうには、今現在、農

具、民具等の関係資料の保存場所として、

今まで、味舌スポーツセンター等に一時

的に保存しておりました民具や農具、所

有者から寄贈の申し出があった物品につ

きましては、以前は、小学校の空き教室

に保存とか、小学校の廊下等に展示する

など、子どもたちの目に触れる展示方法

をした学校もございましたけれども、あ

とは、モノレール南摂津駅構内には、昔

から、摂津の農業や生活に欠かせない道

具でもあった井路舟等も展示して、多く

の利用者の方に摂津の歴史を伝えておっ

た部分については、今現在、味舌スポー

ツセンターのほうから、この３月に７３

１点を旧教育研究所のほうに移管してお

ります。

　現在、民具、農具の整理整頓、あとは、

今後、破損等展示に耐えられない農具等

については廃棄処分も考えており、そう

いった分については、現在、保存整理を

今後行った上で、展示場所としてふさわ
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しいものになるよう、今現在取り組んで

おるところでございます。

○森西正委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　文化スポーツ課

に係ります２点についてご答弁申し上げ

ます。

　まず、地区体育祭の件でございますが、

委員ご指摘のように、地区体だけでなく、

他の多くの行事におきましても、役員さ

んの高齢化というのが進んでいるように

思われます。これは壮年、青年層が弱い

のか、高齢者が強いのかというのは、い

ろいろご意見もあるようですけれども、

実態として、地区体だけではないという

状況があるように思っております。

　ただ、現在のところ、参加者の人数で

ございますが、大体、２万１，０００か

ら２万２，０００人代でほぼ推移してお

ります。残念ながら、２２年度は２万７

１６と、２万を超えた数字になっており

ますけれども、いずれにしましても、摂

津市内の各校区で集まっていただいて、

２万人以上の方がいろいろな活動をされ

ているということの中で、市長も当日の

あいさつでもありましたが、こういう災

害のあった年にこそ、地域の連帯、つな

がりを大事にというお言葉があったかと

思います。そういうことも踏まえまして、

地域の連帯を強めるよりよい行事の一つ、

手段の一つではないかなと考えておりま

す。

　ただ、ご指摘の、役員の高齢化等につ

いては、今後、この地区体だけでなしに、

いろいろな部分でもみんなで考えていか

なくてはならないのかなと思っておりま

す。

　それと、吹田支援学校鳥飼校の利用の

件でございますけれども、この開放の根

拠と申しますのは、大阪府立高等学校等

の体育施設開放に伴う教育財産の管理に

関する規定に基づいて開放していただい

ております。

　この開放は、支援学校の授業に支障の

ない土・日・祝日に限定されておりまし

て、午前９時から午後４時までとされて

おります。

　管理責任者を置いてもらえる団体に使

用団体登録をしていただいてご利用いた

だいております。それぞれの団体が、使

用後にはグラウンド整地も行っていただ

いております。

　土・日・祝日を利用するということに

なりますので、休み明けから支援学校の

教育に支障のないようにするために、開

放日の午後３時から午後５時の２時間、

シルバー人材センターの人員を配置して、

後片づけ、整地の指導のほか、最終のご

みの確認をしていただいておる、そのよ

うな実態でございます。

○森西正委員長　大澤委員。

○大澤千恵子委員　１番目の教育委員会

事業について、ご答弁いただいた内容で

すけれども、たくさんの事業に出ていた

だいているので、報償金額が高いとか低

いとかということではなくて、吹田など

で見ますと、かなり、３０万、３５万と

か非常に高い報酬が払われているなとい

うふうに思っているんですが。

　基本的に、こういった欠席が非常に多

いというような一般質問の中のご答弁だっ

たんですけれども、そのケースが多いと

いうか、数的には欠席が多いなと、目立

つようなご答弁いただいたんですけれど

も、こういった欠席に関して、基本的に

委員を選ばれたということは、議会の同

意も経て、選ばれているわけなんですけ

れども、私たち議員は、こういった現実

をやはり調べてみないとわからないとい

うような状況です。

　先日も、私のほうが協議会のほうに行
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かせていただいたときに、教育委員会の

後に協議会があったんですけれども、こ

の協議会は傍聴させていただけなかった

ということがございました。

　この協議会についても、なぜ協議会に

入らせていただけなかったのかというの

は、いまだに私は納得ができていないの

で、こちらのほうも、あわせて答弁をい

ただきたいんですけれども。

　こういった見えない中でのこと、例え

ば、委員が欠席をされている状況を私た

ちは今まで知らなかったわけです。この

委員が能力がないとか、そういうことで

はないと思います。非常に、教育委員会

の、人格が高潔で、教育、学術及び文化

に対して見識を有する者のうちから選ば

なければいけないというような、非常に

そういった中から選んでいただいている

と、任命されているということでござい

ますので、ただ、やはり欠席をしている

ということは、この教育委員の服務をな

していないのではないかなというような

ことがやはり見え隠れするのではないか

なというふうに思っております。

　このあたりについて、教育委員会とし

てはどのように思っていらっしゃったの

かということをお聞かせいただきたいと

思います。

　協議会の件と合わせて、この２点です

ね。

　２番目の安全対策事業なんですけれど

も、教育委員会が１台お持ちだというこ

とで、理解しました。

　そして、各小学校、幼稚園とか受付員

を配置しているこの配置なんですけれど

も、今お聞きしますと、個人にお願いし

ているところ、団体にお願いしていると

ころということで、この賃金格差がない

のかどうかということをお聞かせいただ

きたいと思います。

　この賃金格差がもしあれば、同じよう

にこの受付をしていただいている方がお

互いに話をしたときに、私は幾らもらっ

ている、私は幾らもらっているというよ

うなお話にならないのかなということが

一つ疑問に感じました。

　そこをご答弁いただきたいなと思いま

す。

　それから、小学校の通学区事業の件で

すけれども、これも同じように、先ほど

の件と同じなんですけれども、一応、校

長先生からその危険箇所に対して、朝の

１時間、計１８か所、２６名の方がシル

バー人材センターから来られていると。

　実は、これは実際にあった事例なんで

すが、見まもり隊の方とこの交通専従員

の方と、ほとんど近所の方が一緒にやっ

てらっしゃる方が多いんですね。あの方

は報酬をもらっているけれども、自分た

ち見まもり隊はボランティアだというこ

とで、そのあたりの差を言われているみ

たいなんです。

　私も、その辺の確認ができてないまま

今ご質問させていただいたんですけれど

も、このあたりは実際どうなっているの

か。例えば、隣同士で、シルバーから来

てるからお金もらってるけれども、見ま

もり隊だから、いや、ボランティアでやっ

てるというようなことが現実起こってな

いのかどうかということをお聞かせいた

だきたいと思います。

　それから、適応指導教室の事業に関し

ましては了解しました。

　１０月以降に人がいないということで、

これに関しては、今後そういった工夫が

なされているということと、あと、教育

研究所が移ったことで人員の募集もしや

すいということですので、できればどん

どん大学生の方に参加していただくよう

な形がとれればいいなというふうに思っ
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ておりますけれども。

　ただ、指導教室に来られる大学生の方

というのは、どれぐらいのお勉強とか、

どれぐらいのことをされた大学生が来ら

れているのか。例えば、大学でどのよう

な科でのお勉強した中で来られているの

か、そういったことを教えていただけた

らと思います。

　それから、研究所の維持管理はわかり

ました。もうこれを見ればわかりますの

で。大体、値段は上がってるんだなとい

うことが理解できます。

　６番目、教育研究所移転事業ですが、

教育研究所の移転について、どのような

効果があったか、これに関しましては、

非常に有効になったということでありま

すので、移転されてメリットがあったか

と思います。

　ただ、安威川以南と以北ではやはり状

況が違いますので、安威川以南のほうに

関しましてはどういう状況になったのか。

例えば、鳥飼下や鳥飼上、安威川以南の

方々の利用が少なくなったのか、そこを

お聞かせいただけたらと思います。

　それから、教科書採択事業に関しまし

ては、選定委員の、ＰＴＡから出向され

ている方の報償金ということでご答弁い

ただきました。

　この教科書選定に携わっているこのＰ

ＴＡ、いわゆる、今回２名入れられたと。

教科書採択に関して、選定委員の中に２

名の方が入っていらっしゃったと。多分、

レーマンコントロールの関係で入られた

と思うんですけれども、実際に、この方

たちが教科書採択に携わったときに、教

科書のことを理解して来られてるのか。

たった５回の中で、本当に全くの市民の

方で、教科書を見た、子どもさんの教科

書を見ることはあっても、そういった知

識がないままで、どういった教科書採択

の、５回の中で位置づけされているのか

というところを教えていただければなと

思います。

　それから、放課後子ども教室の推進事

業ということで、こちらのほうは、もう

わくわく広場ということで今もご答弁い

ただきました。

　平成１６年からされている中で、当初

とやっぱりどんどん変わってきてると思

うんです。実際、１６年というと、もう

五、六年前から始まっている事業で、こ

のわくわく広場に関しても、先ほどの地

区体育祭の話と一緒で、やっぱりどんど

ん高齢化してきて、もう毎週水曜日しん

どいよというような声も聞こえてきてい

ると思います。

　地域差もありますので、民生委員がやっ

ていらっしゃるところ、責任を持ってやっ

ていらっしゃるところ、また、ほんとに

ボランティアで、もう水曜日、行ってみ

て、いや、もう４回あれば一回だけ行け

ばいいんかなと思っていらっしゃる方も

現実いるみたいです。

　そういった中での、こう一つに何か、

これだけはやってくださいとか、指針は

あるとは思うんですけれども、今、現状

は多分もうお任せになってると思うんで

す。

　これを、今度どういうふうに展開して

いこうと思っているのか。また、人的な

ことに関しても、どのように考えてこの

教室推進事業を、例えば、もっともっと

膨らましていこうと思っているのか。い

や、そのうち、もうやる人がいなくなっ

たらやめようと思っているのか。

　そのあたりも、どのように考えてこれ

をやってらっしゃるのか、お聞かせいた

だければと思います。

　それから、子どもの安全見まもり隊事

業、これはもう消耗品ですので、この範
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囲の中でやらないといけないと思うんで

すけれども、毎年、無駄なものをつくっ

ても仕方がないと思うんです。ですから、

何か工夫をすれば、もっと違うものがで

きるんじゃないかなと思いますし、実際、

私も、鳥飼小学校のＰＴＡ室の中には、

この見まもり隊のワッペンは、実は、６

年生で返却するということで引き継いで

おりますので、６年生になったら返却し

てもらってるんです。そうしますと、ぼ

ろぼろになっている方以外は返却される

わけですから、どんどんたまっていくわ

けです。

　ほかの学校に聞くと、もうそのまま回

収してないというようなところもありま

すし、この位置づけをどういうふうにこ

れから考えていくのか。もうなくしてい

くのか、それとも違うものに転換するの

か、もっと効果的なものがあると考えて

らっしゃるのか、今から考えますと言う

のか、もうなくすんですよと言うのか。

ただ、これつくり続けても、多分、どん

どん無駄なことがふえていって、１０年

やれば１００万円かかるわけですから、

違うものに使えばもっと有効かなと思っ

ているので、そのあたりどう考えておら

れるか教えてください。

　それから、学校支援地域本部事業、ご

説明いただいたんですけれども、学校支

援コーディネーターについて、わからな

いので、もう少し詳しく教えていただけ

ますか。

　中学校単位で本部を設置して、企画及

び学校とボランティア活動の調整を図っ

ているという、そのやっているお仕事の

内容と人が一致しないので、どういうと

ころで活動していただいているのかわか

らないので、答弁をお願いします。

　それから、文化財調査研究の件です。

　私、平成２２年第４回定例会で、一般

質問の中でこの教育研究所の跡地につい

ての質問をさせていただきました。

　このときの答弁ですが、本館の活用に

つきましては、とりあえず、文化財など

の保管あるいは陳列、展示場所として利

用したいと考えておりますと。そして、

なお、建物の暫定活用につきましては、

ほかの施設との整合性も踏まえ、特定の

方々、団体の貸し出しは差し控えたいと

考えておりますということですので、も

うほんとにあの大きな施設を、この文化

財の、いわゆる農具、これのみを入れる

ものにするというようなご答弁だったと

思うんです。

　非常に広い施設です。できましたら、

やっぱり学校の横にある施設というのは、

この摂津市の中を見回しても、多分ない

ような施設だと思うんです。

　もちろん、先ほど、池上参事がおっしゃっ

たように、文化財の歴史を知っていただ

くということは子どもにも非常に重要だ

と思いますので、ただ、それとあわせて、

やはりあの広い施設を、学校の横である

なら、やはり教育の一環に使っていただ

くというようなことももう一回考えてい

ただく必要があるのかなと思っておりま

す。

　前回の答弁、平成２２年の第４回の定

例会では、団体の貸し出しは差し控えた

いというようなご答弁いただいておりま

すけれども、このあたりは、前回ご答弁

いただいたときと事情がもし変わったの

であればご説明いただきたいですし、も

しそういった可能性があるのであれば、

いや、こういったことも検討しています

というようなことをお聞かせいただけれ

ばなと思っております。

　それから、地区市民体育祭の事業に関

しましては、先ほど、高齢化ということ

で、皆さん、もうテント立てるのも非常
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に大変な中でやってらっしゃって、地域

とのつながりという意味では非常に大切

な事業の一つだなというふうにも感じて

おります。

　ただ、この先を見据えたこともやはり

これから考えていかないと、自治会運営

も同じですけれども、非常に今の若い方

たちが、じゃあ、この後、この運動会に

どんどん、今やってる役員さんのように

やっていただけるかというと、非常に時

代も変わってきてますし、そのまま流れ

で、やっていただける方が出てくるとい

うようなちょっと考え方は、非常に今の

時代にはナンセンスかなというふうに思っ

ておりますので。

　今やっていただいていることは非常に

すばらしいことだと思いますけれども、

今後のことも考えながら、先を見据えた

補助金の出し方、こういったことも考え

ていかなければならないかなと思ってお

ります。これは要望とさせていただきま

す。

　最後、吹田支援学校鳥飼校のグラウン

ドの開放管理なんですけれども、土曜、

日曜、祝日ということで使用されていらっ

しゃるようです。この使用に関して、今

現在、どういう団体が主に使ってらっしゃ

るのかということをもう一度教えていた

だければなと思います。

　それと、これに対して、３時から５時

にシルバーの方たちが整備されてるんで

すか、片づけをされてらっしゃるんです

かね。

　このあたりの費用は別枠で載ってると

いうことですかね。

　その辺を教えていただきたいなと思い

ます。

○森西正委員長　岩見課長。

○岩見総務課長　２回目のご質問にお答

えさせていただきます。

　まず、教育委員会協議会の傍聴はでき

ないのかということのご趣旨だと思いま

す。

　摂津市の会議の公開に関する指針とい

うものがございます。会議の公開の基準

といたしまして、会議、審査会等、会議

は原則として公開するものとするとなっ

ております。

　ただし、会議が次のいずれかに該当す

るときは、当会議を公開しないことがで

きるということでただし書きが書いてご

ざいます。

　その中で、第１項として、摂津市情報

公開条例第６条、各号の規定に該当する

情報について審議するとき、第２項とい

たしまして、会議を公開することにより、

公正・円滑な審議が著しく阻害され、会

議の目的が達成できないと認められると

きにつきましては、会議を非公開という

ことができるという指針がございます。

　先般の協議会におきましては教科書採

択に関する審議の協議会でございます。

教育委員会会議でも、教科書の採択につ

きましては、公平な採択をする観点から、

非公開ということで教育委員会会議を行っ

てまいりましたので、協議会につきまし

ても非公開とするということで、非公開

にさせていただいたものでございます。

　なお、最終判断といたしましては、協

議会開催についての公開、非公開につい

ては、委員長が各委員に諮って、非公開

とするのか、公開とするのかという判断

になるかと考えます。

　続いて、教育委員が欠席するというこ

とは職務をなしていないのではないかと

いうご質問でございますけれども、教育

委員会としてどのように考えているかと

いうことでございます。

　先ほど、委員のご質問の中にもござい

ましたが、地方教育行政の組織及び運営
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に関する法律で、教育委員には、人格公

正で、教育、学術及び文化に関し見識を

要する者のうちから、地公共団体の長が

議会の同意を得て任命するということで

ございます。

　その後、地教行法も一部改正されまし

て、保護者の方からも委員を選出しなけ

ればならないということにもなっており

ます。

　したがいまして、いろいろお仕事を持

たれておる方、また、そうでない方もお

られるかと思いますけれども、基本的に

は、出席いただくのがベターと考えます

が、どうしても、日程調整上、定例教育

委員会会議は第３水曜日ということで原

則決まっておりますが、その日程をどう

しても変更しなければならないときもご

ざいます。そういった場合、予定が重な

る場合もあろうかと思いますので、欠席

についてはいたし方ないものと考えます。

　続いて、受付員の配置についての、個

人と団体との報酬の差ということでござ

いますけれども、これにつきましては、

個人様、団体とも、お一人一回につき１，

５００円というものでございますので、

格差はございません。

　ただし、団体の方のグループにつきま

しては、それぞれの会員様と連絡調整し

てやりくりをされております関係上、事

務経費として５％を上乗せさせていただ

いております。

○森西正委員長　大橋課長。

○大橋子育て支援課長　交通専従員に係

ります２回目のご質問にご答弁申し上げ

ます。

　交通専従員の配置につきましては、昭

和４５年度から形を変えつつ現在に至っ

ておる、非常に歴史のある事業になって

おります。

　基本的には、あくまでも業務として携

わっていただいておりますので、その関

係上、当然のことながら、賃金というこ

とにつながっているわけなんですけれど

も、その後、近年、ボランティア活動の

醸成の中で、ボランティアの方々が自主

的に地域で見守りの活動をされてきた経

過がございます。

　こういった方が、確かに、一般の方々

からすると、この専従員とボランティア

の方の区分というか、すみ分けというか、

ここの部分が非常にわかりにくくなって

いるということについては認識はしてお

ります。

　ただ、例えば、行政主導でこのボラン

ティアの方々に報奨なりを支払うとか、

ボランティアの方々にお願いして、専従

員の危険箇所についてもカバーしてもら

うというふうな手法については、行政主

導ですることについては適切ではないと

いうふうに判断しております。

　したがいまして、現在、現時点におき

ましては、この双方がその危険箇所等を

見守っていただくことで、子どもたちの

安全が確保できるよう努めていただくと

いうのが一番ベターであるというふうに

は認識をしております。

○森西正委員長　北橋課長。

○北橋児童相談課長　さわやかフレンド

についてご答弁申し上げます。

　現在、さわやかフレンドの登録につき

ましては、大学生が２６名、大学院生が

６名、また、一旦卒業して、資格を取る

ための者が２名、登録をしております。

　不登校の子どもたちの支援にあたる大

学生ですので、ただ元気があるだけでは

採用することはできません。そのため、

作文と面接の選考をさせていただきまし

て登録を決めております。

　主に、教職を希望する者、臨床心理士、

心理、教育心理等を学んでいる者が、こ
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のさわやかフレンドの大学生の主な内容

でございます。

　続きまして、安威川以南の市民の方々

の活用状況につきましてでございますが、

現在、適応指導教室パルに通室している

子どもたち、また、定期的にカウンセリ

ングを受けられている保護者の方々、定

期的にカウンセリングを受けている子ど

もたちにつきましては、安威川以南、以

北について、特に格差はございません。

　五中校区、二中校区、四中校区からも、

一中校区、三中校区とほぼ同じぐらいの

方々のご相談事を受け付けておる現状で

ございます。

○森西正委員長　撰田課長。

○撰田教育推進課長　教科書採択に係る

保護者代表に関するご質問にお答えいた

します。

　保護者代表の方には、大阪府の選定資

料等いろいろな資料もお渡しして、参考

にしていただいているところでございま

すが、教科書センターにおきまして、法

定内だけに限らず、法定外でも教科書展

示をいたしまして、いつでも教科書を自

由に閲覧していただけるような、そうい

う環境も整えているところでございます。

　より専門的なというよりも、保護者の

目から見たさまざまな意見をいただいて

おるところが現状でございます。

　例えば、教科書に掲載されています資

料、写真等を見ていただいて、子どもが

受けとめるときの受けとめ方ですとか、

感じ方については、保護者の目から非常

に貴重なご意見もいただいているところ

でございますので、この保護者の方は、

また学校の先生と違った観点でいろいろ

な調査に関わっていただいているところ

でございます。

○森西正委員長　小林課長。

○小林こども教育課長　こども教育課に

係ります３点についてご答弁申し上げま

す。

　まず、わくわく広場についてでござい

ますけれども、指導員の確保でございま

すけれども、確かに、平成１６年の立ち

上げ当初からずっと現在まで関わってい

ただいている指導員もおられましたら、

今年度から協力していただいている方も

おられます。

　内訳は、民生児童委員、シルバーの方々、

地域の方々、さまざまでございますけれ

ども、できるだけ多くの方に関わってい

ただいて、地域の方で地域の子どもたち

と一緒に触れ合ったり、いろいろな知識

や技能を伝えていっていただきたいと思っ

ております。

　指導員数につきましては、少ない学校

では６名、多い学校では２２名と若干差

がございます。

　私どものほうも、例えば、シルバー人

材センターの会員募集であったり、情報

誌の中にこういった募集チラシを入れさ

せていただいたり、過去には、公民館の

登録クラブの説明会に出向いて、指導員

にご協力いただけませんか、こういった

こともお願いしているところでございま

す。

　地道な活動になりますけれども、こう

いったものを続けていかなければならな

いと考えております。

　それと、放課後子ども教室の中身なん

ですけれども、特に、市のほうで統一し

たメニューというのは決めておりません。

体育館の中での自由遊びが中心となって

おります。体育館によっては、中でドッ

ジボールや、動の動きの遊びをする子ど

もと、絵をかいたりとか、静の遊びをす

る子どもを分けるために、真ん中にカー

テンを引いたりとか、ネットを張ったり

とか、そういった工夫はしております。
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　そういった中で、いろいろな取り組み

を各小学校でやっているんですけれども、

わくわく広場の指導員の中で、各小学校

にリーダーの方を決めさせていただきま

して、わくわく広場のリーダー会議とい

うのを年４回程度開催しております。

　その中では、安全管理指導や、子ども

たちへの遊びの工夫、こういったことを

したら喜んでもらったとか、こういう安

全管理が必要だなという、そういう情報

交換会をさせていただいているほか、年

１回から２回、遊びの工夫や安全管理に

ついての研修会も実施しております。

　今後は、例えば、日を設定して、きょ

うはこれをみんなでやりましょうとか、

この時間帯はこういうことをやりましょ

うとか、学年によってこういうことをや

りましょうとか、メニュー化も含めたこ

とをしていかないと、今の自由遊びだけ

では、子どもたちにとっても余り魅力が

なくなってしまう場にもなってしまいま

すし、指導員も、多くの方々がいろいろ

な技術、技能を持っておられます。そう

いった方を生かしていただく場にはなら

ないと思いますので、メニュー化につい

ては今後の検討課題と考えております。

　次に、安全見まもり隊の件でございま

すけれども、委員おっしゃいますように、

ワッペンをはじめ、なかなか目立たない

ということで、啓発物の考え方について

は難しい点がございます。経費的なもの

もあります。公金でございますので、絶

対的に費用対効果というのは生み出すよ

うに、私どもも、この中心となっていた

だいておりますＰＴＡ協議会とお話をす

る中で、十分生きたお金となるように取

り組んでいきたいと思っております。

　次に、学校支援地域本部事業でござい

ますけれども、これは、中学校区で取り

組んでおります。学校支援コーディネー

ターと申しますのは、元小学校や中学校

の管理職の方、また、地域でさまざまな

活動をされている方を支援コーディネー

ターとして、所管といたしましては、中

学校１校、小学校２校になるんですけれ

ども、そういった方にご協力をいただい

ております。

　学校のサポートのほか、地域のさまざ

まな行事とかイベント等にも企画・参画

していただいております。

　そのようなことから、現在、地域教育

協議会、すこやかネットについては、大

阪府のほうの補助がなくなってしまいま

した。市の単費で取り組んでおります。

学校支援地域本部事業は、来年度も補助

金が出ますので、こういった同じ中学校

区で取り組んでおります地域教育協議会、

すこやかネットとも関連することが多い

ので、連携しながらこの取り組みの充実

を図ってまいりたいと考えております。

○森西正委員長　池上参事。

○池上生涯学習部参事　２回目のご質問

にご答弁申し上げます。

　旧教育研究所につきましては、文化財

等の保管、あるいは陳列、展示場所とし

て活用したいとは考えておりますけれど

も、旧研究所の暫定活用につきましては、

他の施設との整合性も踏まえ、特定の方々、

団体への貸し出し、また、建物の管理上、

安全面からも貸し出しは差し控えたいと

は考えておりますが、本館の活用につき

ましては、鳥飼村役場として建設され、

鳥飼公民館としても利用された、地域に

なじみの深い建物であることから、鳥飼

小学校に接しているという立地条件をも

かんがみ、今現在、庁内のほうから、利

用活用について、利用要望は聞いており

ますが、これも現在まだ流動的な状況で

はございます。

　今後は、建物の耐震性等を考慮に入れ
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ながら、早急に市としましても建物利用

の方針をまとめてまいりたいとは考えて

おります。

○森西正委員長　布川次長。

○布川生涯学習部次長　それでは、吹田

支援学校鳥飼校の利用についての、第２

回目の答弁をさせていただきます。

　まず、どんな団体が使っているのかと

いうご質問だったかと思いますが、主に、

サッカーやソフトボールの団体がお使い

でございます。

　それと、費用面に関しましては、先ほ

どもご説明させていただいたかと思いま

すが、シルバー人材センターから人員を

配置しておりますので、その方々の費用

ということになります。

　利用の中身につきましては、午前が９

時から１２時、午後が１時から４時まで

の３時間ずつの使用ということになって

おります。

　先ほどもご答弁申し上げましたけれど

も、次の日、学校にお返ししなければな

らない。きれいな状態でお返しするとい

うことになりますので、利用者に任せっ

きりでなしに、その片づけを指導してい

ただき、その後、きっちり片づけができ

ているかの確認もしていただくというこ

とをしていただいておりますので、その

方々の人件費ということで費用を組ませ

ていただいておりまして、その執行とい

うことになっております。

○森西正委員長　時間が来ておりますの

で、３回目以降は予備日に回させていた

だきたいと思います。

　暫時休憩します。

（午後４時４５分　休憩）

（午後４時４６分　再開）

○森西正委員長　再開します。

　きょうの委員会はこの程度にとどめさ

せていただいて、２５日、大澤委員の３

回目の質疑から始めさせていただきたい

と思います。

　本日の委員会は、これで散会します。

（午後４時４７分　散会）

委員会条例第２９条第１項の規定により

署名する。

文教常任委員長 森 西 　 正

文教常任委員  大 澤 千 恵 子
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